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１．問題の所在 
 
周知のとおり、本年 2005（平成 17）年 3
月 31 日、時限法としての合併特例法がその
節目を迎える。これにともない、「昭和の大合

併」になぞらえて「平成の大合併」とも表現

される基礎自治体の大規模な再編が一応の節

目を迎えることになる。地方分権一括法の成

立に数ヶ月先立つ 1999（平成 11）年 4月時
点で 3,229を数えていた市町村数（市：671、
町：1,990、村：568）は、その後徐々に減少
し、本年 3月 7日現在、3,000を大きく割っ
て 2,688（市：726、町：1,561、村：401）
となっている。総務省HP上のデータおよび
新聞報道を手がかりにすれば、その数は今後

さらに減少するものと予想される。 
ではこのように自治体再編が進行する中、

自治体にとって改めて向き合うべき課題は何

か。より正確に言えば、地方政府（行政およ

び議会）とこれに信託を与えた市民にはいか

なる課題があるのだろうか。もちろん、課題

は合併の有無によって当然に異なり得る。し

かしその反面、具体的な政策課題や地域固有

の諸問題を異にするとしても、それらを打開

していく際のより大きな枠組み、あるいは基

礎的条件については、すべての地方政府と市

民に共通する課題も少なからずあるのではな

いか。全国的に展開する自治体の再編とそれ

に伴うさまざまな取り組みは、わが国の自治

体にとって、改めて自らの足もとを見つめる

好機となろう。 
こうした視点にたったうえで、以下、「自治

をひらく」というしくみ部会のテーマならび

に５編の論文の紹介を兼ねて、基礎自治体の

課題について整理したい。 
 
 

２．自治体の再編が問いかけるもの 
 
基礎自治体の再編をこれほどに促した要因

は何であろうか。日常生活圏の拡大、受益（サ

ービスを受ける者）と負担（税を負担する者）

との乖離、求められる市民サービスの高度化

への対応、より広域的・一体的な都市整備や

環境行政の必要、地域経済の活性化の呼び水

としての期待など、その要因は自治体の規模

や課題によってさまざま考えられる。 
しかし、多くの小規模自治体にとって、現

に直面している財政状況と中長期的な財政見

通しの厳しさが決定的な動因であったことは

容易に推測できる。基礎自治体の行政活動を

支える国の財政調整の仕組みが将来どう再設

計されるのか、その姿が依然として見えない

だけに、合併によって少なくとも当面の財政

危機は回避できる、自治体としての孤立は避

けられるとの判断がなされたとしてもけっし

て不思議ではない。 
こうした財政事情からすれば、新自治体の

最大の課題は、まずは行財政運営や都市経営

の舵取りをいかに的確に進めるかということ

になろう。しかしそれと同時に、拡大した市

域を前提として、住民参加を基礎にした地域

の自治と合意形成のしくみをどのように構築

し、民意をくみ上げていくか、その適切な単

位の設定が重要となる。またそうした民意を

都市経営や市政にどう反映させていくかとい

う点もおろそかにできない。さまざまな課題

は大別してこの二つに集約できよう。一言で

いえば、「自治をひらく」ことが求められてい

るのではないか。 
さて、これらの課題は自治体再編の当事者

にのみ関わるものであろうか。 
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３．住民自治と都市経営のイノベーション 
 
先の問いに答えるならば、「否」と言わなけ

ればならない。都市経営と住民自治、自治体

の基本原理に即して言えば、住民自治を基礎

にした都市経営、このふたつの課題はもはや

合併を経験した自治体にのみ関わるものでは

なく、すべての自治体、具体的にはその地方

政府（行政・議会）と市民の課題であるとい

ってよい。合併によらず自律の道を模索して

いる小規模自治体にとどまらず、これらの課

題を自覚的に捉えている自治体は少なくない。 
こうした取り組みの意味を考える手がかり

として、近年多くの自治体で策定・改定され

ている行財政改革の基本方針を見てみよう。

最近の特徴として、不要不急の事務の整理や

定員削減といったスリム化を主とする従来の

地方行革の枠から大きく一歩踏み出そうとし

ている点が注目される。そこには、NPM（新
しい公共経営）と呼ばれる考え方のもと、市

民主体（「顧客志向」）を大前提としたうえで、

行政と民間のそれぞれの役割を再検討するこ

とに加え、民間経営の発想やその経験、また

専門性をできる限り行政にも生かそうとの姿

勢が見てとれる。その一環として、情報公開・

情報提供の徹底、市民と行政との協働、また

市民サービスの在り方やその担い手について

も検討が及んでいる点に、これまでにない特

質がある。 
それぞれの自治体が改革の理念・ヴィジョ

ンをどのように描き、何を目的として、いか

なる具体的目標を設定しているのか。最終的

にどのような市民社会を実現しようとしてい

るのか。改革の真の意図を明らかにするには、

今後に展開されるであろう取り組みを、時間

的距離をおいて検証するしかない。 
しかし一般的にいって重要なことは次の点

にある。つまり、こうした改革への取り組み

が、市民の信託に支えられた地方政府のあり

方を再検討する機会となるとともに、多様な

都市問題の当事者であり、有権者、納税者、

原理的には自治体の最終意思決定権者たる市

民を基礎にして、自治体をトータルに再構築

する契機となるということである。文字どお

り「自治をひらく」ための最初の一歩といえ

るかもしれない。住民自治を充実させ、ある

いは市民の自治意識の成熟をさらに促しつつ、

そうした自治に根ざした近未来の都市経営を

検討していくことが求められている。 
 
４．「自治をひらく」 
 
さて、しくみ部会の５編の論文はいずれも、

八王子市において「自治をひらく」ために必

要な諸条件について考察したものである。第

一論文は昨年法律に規定された「地域自治区」

を手がかりに八王子市における地域自治組織

の導入の意義と条件を検討している。第二論

文は市民と行政との協働に焦点を合わせ、そ

の本来の意味と期待される機能、またその活

用のしくみについて具体的に論じている。第

三論文は、そうした住民自治を育むとともに、

市民や地域の需要に的確に応えていけるよう

な市民サービスの提供主体・行政組織（シビ

ック・センター）とそのエリア（シビック・

エリア）の設定の仕方を検討したものである。

第四論文は、このシビック・エリアを自治の

単位としてさらに充実させるべく、政令指定

都市制度の｢行政区｣の活用や合併を視野にい

れて論じている。最後の論文は、補完性の原

理という観点から、自治体間の広域的な連

携・協力の必要性や広域自治体たる東京都と

の補完関係を意識しつつ、八王子市の自立に

ついて考察している。 
以上のように、最初の２編は広く住民自

治・地域自治の課題を扱ったものである。他

方、後半の３編は住民自治を念頭におきつつ、

都市経営ならびに団体自治に関わる諸課題を

論じたものといってよい。未来にむけて「自

治をひらく」ためには、またその裾野を広げ

るためには何が必要なのか。これらの論文に

展開される考察を通してさらに深く考えたい。 
 
（はがい まさみ・ 
東京都立大学大学院都市科学研究科教授） 
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●八王子の自治をひらく 

 

第１章 八王子市に地域自治組織を！ 

都市政策研究会議研究員  神 山 善 光

小 澤 篤 子

 

 

 

 

 
はじめに 

 
我が国の地方自治は、中央政府にコントロ

ールされながら、主に「団体自治」を中心に

制度改革が進められてきた。しかし、社会・

経済の発展とともに、国民の生活環境は複雑

かつ多様化し、様々な住民ニーズが出現して

いる。また、財政難の進行とともに地方自治

は行き詰まり、もはや、これまでの団体自治

中心のやり方では、自治体は、固有の問題に

対応できなくなってきている。 
こうした中で、地方分権改革が進んだこと

で、自治体の権限も一定程度拡大し、自分た

ちのことは自分たちで決める「自己決定」が

基本的に重視されるようになった。しかし、

同時に自治体には､「自己責任」が強く求めら

れることになった。この「自己決定・自己責

任」の原則は､今後の自治体における政策や施

策､事業の展開にこれまで以上に住民や地域

の理解と支持､その参加と協力が求められて

いることを意味している｡言い換えれば､住民

や地域を主役とした「住民自治」の充実を図

っていくことが、これからの自治体にとって、

重要な課題となったのである。 
そこで、住民自治を充実させるしくみとし

て、地域住民等をメンバーとする「地域協議

会」と、それに対応する行政の「事務所」に

よって形成される「地域自治組織」の構築に

ついて、本誌前号の掲載論文を発展させるか

たちで、より具体的に検討してみたい。 
 
１．地域自治組織の必要性 

 
（１）都市内分権が求められる背景 

森邊成一は、『住民参加のシステム改革』の

中で、次のように指摘している。「そもそも、

自治体内分権、すなわちコミュニティ・レベ

ルでの住民自治組織とそれに対応する行政機

構は、住民参加の基礎的な単位であると同時

に基幹的な行政サービスの単位として、合併

する・しないにかかわらず、拡充されるべき

ものである。それは、第一に、住民の帰属意

識と連帯感に裏打ちされた、住民参加と、そ

こでの熟議を可能にするような単位として必

要だからであり、第二に、施策の適否や有効

性を、自治体職員と住民とが直接向き合いな

がら、確認できる現場性をもちうる単位とし

て有効だからであり、第三に、基幹的な行政

サービスを提供できる総合性をもちうる最低

限の規模があれば足りるからである。」そして、

「こうした観点からすれば、都市圏の政令市

や中核市に代表されるような大規模自治体に

おいてこそ、自治体内分権やコミュニティ・

レベルの住民組織の拡充が、切実な問題とし

て取り上げられるべきである。」としている。 
つまり、合併して自治体規模が拡大する農

山村の小規模自治体は、合併前のある一定の

コミュニティを重視する必要があるが、肥大

化した都市部の大規模自治体ほど、住民自治

の空洞化を避けるためにも都市内分権のしく

みが必要であると指摘しているのである 
この点で言えば、様々な地域的特性を持っ

た八王子市のような大都市において、都市内

分権が積極的に進められる事が必要であり、

そのしくみとして地域自治組織を導入するこ

とは、住民自治を充実させるための有効な手

段であると考えられる。また、第 27 次地方
制度調査会の答申にある地域自治組織が、「地

域自治区」となって法制化されたことは、都

市内分権を進めるうえで、よい契機となるの

ではないだろうか。 
参考までに、基礎自治体に一般的に設ける

ことができる法制化された地域自治区につい

ての概要を示す（図表１）。 
 
（２）地域経済発展のために 
また、地方制度調査会の答申では、「地域に

おける住民サービスを担うのは行政のみでは

ないということが重要な視点であり、住民や

重要なパートナーとしてのコミュニティ組織、 
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図表１ 住民自治の強化等を目的とする「地域自治区」の創設 
１． 地域自治区とは、地域の住民の意見を行政に反映させるとともに行政と住民との連携の強化を

目的として、市町村の判断により設けられる区域であり、その区域の住民のうちから選任され

た者によって構成される地域協議会及び市町村の事務を分掌させるための事務所を置くもの。 
２． 市町村が、条例で、その区域を分けて地域自治区を設ける。 
３． 地域協議会 
① 構成員は、地域自治区の区域の住民のうちから市町村長が選任する。 
② 権 限 
ア． 地域自治区の区域に係る重要事項は、あらかじめ地域協議会の意見を聴かなければ

ならない。 
イ． アのほか、市町村の事務で地域自治区の区域に係るもの等について、市町村の長そ

の他の機関に意見を述べる。 
 
 
ＮＰＯその他民間セクターとも協働し、相互

に連携して新しい公共空間を形成していくこ

とを目指すべきである」としている。 
つまり、自治体を唯一の公共サービスの担

い手とみなさず、民間やＮＰＯ等を含めた、

いわゆる「地域コミュニティ」が、自治体に

代わる行政サービスの担い手として、政策決

定の場面だけでなく、その執行過程へも参加

していくことで「新しい公共空間」を創出す

ることが、新たな住民自治のあり方であると

提起しているのである。 
地域ガバナンスを自己統治や地域経営であ

ると解釈するならば、地域コミュニティは、

地域自治組織に設置される地域協議会を通じ、

地域の問題に対応する施策の決定からその執

行に至るまで主体的に活動することで、その

自主性を高め、地域ガバナンスの中心となら

なければならない。 
 
（３）地域コミュニティの充実のために 
都市部における地域問題の中心は、住宅や

学校等の社会的なインフラ整備から、社会経

済の発展にともなう生活様式の多様化・複雑

化につれて、子育て、教育支援、ゴミに代表

される環境問題、地域の防犯、防災、ひとり

暮らし高齢者への対応、市民センターや公園

などの管理（アドプト制度）など、より住民

に身近なものへと変わってきている。もはや、

このように細分化した問題を、行政の力だけ

で効率・効果的に解決することは困難であり、

まさに、地域コミュニティと行政との連携が

不可欠だと言える。 

 
 

総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/gapei/index.html）より

こうした中で、近年、地域コミュニティは、

町会・自治会を中心としつつも、テーマ型市

民活動団体やＮＰＯ、ボランティア等が、地

域の現場（例：介護サービス）に、町会･自治

会だけではカバーできない部分を補う形で参

加することによって形成されている。 
住民が、そのような地域コミュニティを通

じて地域自治組織に参加することによって、

地域の問題解決に一定の成果を挙げたと実感

できるのならば、住民はやりがいを感じ、自

己実現の場として、地域コミュニティへ積極

的に参加するようになり、その結果として、

地域コミュニティが充実していくのである。 
 
２．八王子市における地域自治組織の導入 

（図表２） 
 
都市内分権の制度は、既に世田谷区や横浜

市において、区役所の支所や行政区の区役所

を「地域総合行政機関」として位置づけ、一

定の裁量権や政策立案機能を与える形で、

1990年代に取り組まれている。平成の大合併
にともなう地方自治法の改正は、このような

自治体の取り組みが、様々な住民参加の積み

重ねを踏まえて、一般的な制度として改めて

法制化されたことを意味しており、自治体は、

それぞれの実情に合わせて、都市内分権の制

度を工夫・活用すればよいのである。 
本稿では、この前提に立ち、地域自治区の

制度を参考としながら、行政と住民等との協

働による地域づくりの場として機能すること

を目的とする地域自治組織の構築について、
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具体的に提案する。 
 

（１）地域協議会の権限 

地域自治組織において、設置される地域協

議会がどのような権限を持つかが、まず重要

なことになる。 
法制化された地域自治区における地域協議

会の権限は、首長への諮問答申と地域自治区

に係る事項への意見具申であり、特に重要な

決定権を有しているとは思えない。それなら

ば、地域協議会に相当の権限を持たせ、それ

を「自治基本条例」等で担保し、地域の意向

を行政に反映させるということも考えられる

が、地域協議会の成熟度によってはそれも無

意味なものとなりかねない。 
いずれにしろ住民自治が重要視され、あら

ゆる場面での住民参加が叫ばれている昨今、

地域協議会の意見等を議会や首長が無視する

ことは到底できないだろうと思われるので、

当面は、地域協議会の権限を、諮問答申、意

見具申、地域に配当された予算の使途の決定

等とし、地域協議会の成熟度が増した段階で、

改めて見直すこととしたらどうだろう。 
 
（２）地域協議会の構成員の選任 

それよりも重要なことは、ある意味担保さ

れたに等しい権限を行使する人をどのように

選ぶか、つまり、地域協議会の構成員をどう

選ぶかが大きな問題である。 
法制化された地域自治区の地域協議会では、

その構成員を区域内に住所を有する者のうち

から首長が選任し、任期は、４年以内におい

て条例で定める期間としているが、はたして

住所を有する者に限定して、一方的に選任し

てよいものだろうか。 
既に見たように、地方制度調査会の答申は、

自治体を唯一の公共サービスの担い手とみな

さず、住民やＮＰＯ等を含めた、いわゆる地

域コミュニティが、市民サービスの担い手と

して、自治体とともに、政策決定の場面だけ

でなく、その執行過程へも参加していくこと

で新しい公共空間を創出することが、新たな

住民自治のあり方であると提起している。こ

うした提起にも示唆されているように、地域

図表２ 地域自治組織、事務所、地域協議会の相関図 
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コミュニティからの地域協議会への参加が不

可欠であり、それを実現するためにも、地域

住民だけでなく、地域コミュニティを形成し

ているＰＴＡや各種団体、ＮＰＯや民間企業

からも選任することが必要である。 
地域コミュニティからの参加は、地域協議

会の硬直化や構成員の固定化を防止するとと

もに、政策決定からその執行、評価に至るま

でにかかわることで、地域協議会が、住民自

治を実感できる場として、より高次元で機能

していくものと考えられる。 
具体的な選出方法については、八王子市の

行政区割り（区割りについては別章で論述す

る）を、仮に４～６地区とすれば、人口にし

て各地区約 10 万の住民を擁する大規模なも
のとなるため、選挙による選出方法が最も透

明性が高いと考えられる。 
しかし、現行制度では公職選挙法が適用さ

れるわけでもないため、その正当性について

の問題が残るし、選挙を行うこと自体、コス

トの面で現実的ではないため、公募や推薦に

よる選出が妥当であろう。 
ただしその際、事前に選出基準を明確にし

たうえで、選出後に選出理由等について説明

するなど、透明性を確保することが重要であ

る。 
 
（３）地域協議会の役割 

いうまでもなく、地域協議会の役割は、地

域としての総意を形成することであるが、そ

の際、構成員の選任基準等が明確に地域住民

に理解されていれば、構成員は地域住民の代

表性を充分に果たしている者として認知され

るはずであるから、地域協議会での審議結果

について、ひとつひとつ全住民の同意を得る

などということは、問題とならないであろう。 
しかしながら、地域協議会が審議事項を重

要事項と判断した場合や、議論が伯仲した場

合等には、地域協議会は、それらについて地

域住民に知らしめ、説明し、意見を募ること

などが重要である。 
なぜならば、そのような努力を続けること

により、地域協議会は、地域住民から、地域

住民に開かれたものとして認知の度合いを深

め、信頼を得てゆくことになると考えられる

からである。 

そして、さらに重要な役割は、地域協議会

の構成員の横のつながりを強化していくこと

である。 
地域協議会の設立当初は、行政のリードに

よって地域協議会の活動が、進んでいく状況

が想定され、その結果として、地域協議会が

行政との縦の関係に従属してしまいがちにな

ることが懸念される。そうした従属的な関係

下での形式的参加、いわば行政に埋没し、包

括されてしまったとき、地域協議会は「行政

と地域との協働」という美名のもと、単なる

住民下請け機関としての存在でしかなくなっ

てしまう恐れがある。 
そのためには、条例等で従属的関係を排除

するという手段もあろうが、設立当初は、地

域協議会にコーディネーターを置くなどして、

構成員同士の横の連携を強化していくことが、

地域協議会にとって、重要なポイントになる

と思われる。なぜならば、行政抜きにしても、

活発な議論が展開されるようになることが重

要だからである。 
地域協議会が、成長・発展を遂げ、やがて

地域に根付くならば、市域を超えた広域的な

問題や地球的規模の問題にまで、地域からの

問題提起や解決の手段を発信でき得る存在と

なり得るのである。 
 
（４）事務所とその長の役割 

法制化された地域自治区において、地域協

議会に対応する行政の事務所は必置条件であ

り、その長は、地方自治法で定められた首長

の権限分掌機関である支所・出張所の長と同

様に、事務吏員の中から首長が任命すること

になっている。 
このことは、地域自治組織における事務所

の役割が、従来からある支所・出張所の役割

以上に、地域協議会の決定した事項を実現し

ていくことが重要になると考えられる。 
なぜならば、地域で決めたことが、施策に

反映されることで、地域協議会が地域住民に

評価されるとともに、住民が地域の問題解決

に際して、施策の決定からその執行に至るま

で関わることで、住民自治を実感することと

なるからである。 
そのためには、行政の権限や組織を事務所

に合わせていくことによって、また、地域協
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議会の決定事項が最大限反映されるよう、事

務所の長には、一定の裁量権を持ったうえで、

それを実現でき得るような権限が必要になっ

てくるのである。そうすれば、事務所と地域

協議会は、対等な関係で向き合うこととなり、

地域問題の解決が図られ、地域自治が向上し

ていくのである。 
また、地域協議会がさらに成熟し、住民自

治が充実していくと、将来は、事務所の長を

地域住民の中から選出することも考えなくて

はならないのではないだろうか。 
 
３．首長や議会との関わり 

 
（１）首長との関わり 

法制化された地域自治区の制度において、

首長は、条例により区域を定め、地域協議会

のメンバーを選任し、事務吏員の中から事務

所の長を任命する権限を有している。 
地域住民は、地域協議会を通じて集約した

地域の問題と、それに対する対応策や、首長

からの諮問等について、首長の任命した事務

所の長に対して提案や意見具申を行うことに

なる。そして、首長は、それが、自治体全体

にかかる案件であるような場合を除き、地域

住民の総意として、できる限り行政に反映さ

せていくことが必要であるが、その一方で、

住民にとっては、自分たちの総意が行政施策

に反映されるしくみが提示されなくては、住

民自治を実感することができないため、地域

自治組織の意義が薄れてしまうと感じるので

はないだろうか。 
したがって、首長は、地域協議会からの意

見具申や地域問題にかかる解決方針等の決定

事項について、行政施策に反映させることを

「自治基本条例」等に定め、明文化すること

によって、住民に示す必要があるであろう。 
また、もうひとつの重要な首長の役割は、

情報公開である。具体的には、自治体の持つ

あらゆる情報について、地域に対して簡易な

手続きで公開することである。市民からの請

求を待たずに、これまで以上に、積極的に広

く政策・予算・財政・改革などに関わる情報

を市民に提供することである。そうしなけれ

ば、住民の地域の問題に対する施策等の決定

や協力体制、コスト意識などは醸成されるは

ずはなく、また、首長のそうした姿勢が、住

民の自治意識を高揚させ、行政との協働を実

現することにつながるものと期待できるから

である。 
そして、首長は、住民の積極的な自治への

参加を求めて地域自治組織を導入するのであ

るから、そのしくみについて住民に提案した

うえで、例えば住民の意向調査等を行い、地

域自治組織の導入の可否について、住民の意

思確認を行うことが必要となってくるであろ

う。 
 
（２）議会との関わり 

地域自治組織は、地域協議会を通じて地域

の意思を集約し、それを自治体の政策に反映

させるシステムであるのだから、八王子市民

全体の民意を汲み上げ、合意を形成する議会

との関係が重要になる。 
そもそも、わが国のように間接二元代表制

のもとで行われる地方自治において、地域協

議会の意見を受け取るのは、首長だけに限る

必要があるのだろうか。 
地域の意思を行政に反映させるために、地

域住民の代表機関である地域協議会を通じて、

首長や事務所の長に対して地域の声を伝える

ことで、施策として行政に反映させることが、

行政参加の一方式として認められるのならば、

条例の制定や予算の執行等の議決等により、

行政との間で緊張感を持ちながら、行政と協

働して地方自治を担う役割を持つ議会に対し

ても、地域の声を反映させるしくみが検討さ

れてよいはずである。 
このように考えれば、地域協議会に議員が

関わることは、地域の将来にとっても有効な

ことであるといえるし、議会は、地域住民の

声を政治の場に反映させる手段として、地域

協議会を有効に活用することを考えてもよい

のではないだろうか。 
現実的には、基礎自治体における議員の選

出は、自治体全域を対象としているため、議

員が特定の地域協議会に参加することは難し

い。しかし、何らかの方法で地域協議会への

議員の参加や関与の方策が必要になってくる

であろう。そうなれば、これからの議会は、

自治体全体に関わる問題のほかに、地域の提

案を自治体の基幹的な問題や緊急的な提案と
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捉えたりすることで、必要な条例の制定や予

算措置をはかることにその役割が変わってい

くことになると考えられる。このように考え

ると、今後議会は、住民との協働型に転換し

ていくことが必要といえ、その取り組みによ

り、議会の存在がさらに有効なものになると

考えられる。 
地域自治組織の導入は、地域の政治を住民

側に大きくシフトさせる可能性を持っている。

そのためにも、地域協議会が民意の代表とし

て正統性を堅持していくことが重要であるこ

とは既に述べたが、そのうえで充実した住民

自治を行うためには、議会が地域協議会に積

極的に関わり、地域での議論を踏まえたうえ

で、議会において、本会議や委員会等のやり

取りだけでなく、議員同士が地域の問題につ

いて議論することも必要であり、このことで、

地方議会は活性化するのではないだろうか。 

 

おわりに 

 
地域が自己責任のもと自己決定をし､地域

に根ざした地方自治を展開することが、地方

分権の中で求められており､今後の八王子市

にとっても不可欠なことであることは、いう

までもない。また、八王子市に既に現れてい

る、地域の課題に取り組む住民の意欲の高ま

りや動きを行政や議会がどのように受け止め、

それをより一層発展させていくことができる

のかが、八王子市がこれからの都市間競争を

乗り切っていくうえでも大きなキーポイント

となるだろう。 
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はじめに 
 
本論文は、地方分権の時代に求められる新

しい自治の創造に向けて市民活動と行政の

「協働」の可能性に着目した研究である。 
 
１．市民と行政の協働とはなにか？ 
 
論を進める前に、まず本論文において、「協

働」とはどのような意味を持つ言葉として使

用しているのか、基本的な言葉の定義をして

おこう。更に詳しい定義付けは、本論の中で

行うこととしたい。 
本論文における「協働」の定義は、「市民と

行政が共通の公益的な目的を共有しながら、

目的達成のために何らかのかたちで力を合わ

せて働くこと」を意味するものとする。協働

の形式、つまり、“ちからの合わせ方”や“働

き方”、行政のパートナーとなる“市民”を誰

とするかは、現段階では特に限定しない。市

民が協働する動機付けが金銭的な利益である

ことも排除しないし、市民が株式会社の形態

をとることも排除していない。 
 
２．今、なぜ市民と行政の協働が必要とされ

るのか？ 
 
（１）「地方自治」を実現する住民の意識の醸

成のために 
現代は、地方分権の時代であり、2000 年の

地方分権一括法施行以来、各地域は国の下請

けの地位を脱し、自らの力で地域づくり・地

域運営を行うことを期待されている－「地方

自治」の時代である。地方自治は、地方自治

体が、国の代わりとなり企画・立案し、地方

を“治める”ことではなく、地域の住民が、

自ら居住し、生活する場を運営することであ

るべきであり、地方自治体は、そのために住

民がつくりあげた地域運営組織であるべきで

あろう。 

しかし、現在の都市住民に自治体の構成員

として、すでに“自治”を行っている、ある

いは将来“自治”を行ってゆこうという意識

があるだろうか。 
部屋代を払って賃貸マンションに住むかの

ごとくに、税金を払って都市に住み、見返り

に市民サービスを享受する。サービスに不満

があれば、利用者として文句を言う。自治体

サービスの受益者ではあるが、自治体の構成

員であるという意識は、ほとんどない。そう

した状態が、現在の平均的な都市住民の“自

治”に関する意識の実態ではないのだろうか。 
総理大臣を始め国土交通大臣、文部科学大

臣等の国政レベルの政治家はテレビに出、新

聞にも報道されるから、国民・市民は多少な

りともその政策や、判断について関心を持ち、

批判もする。しかし、普通は市長も助役も全

国ネットのニュース番組に出ることはまず無

い。ましてや、市役所の各部長など地方選挙

でも対象にならないので存在することも意識

せず、教育委員会もその存在くらいは知って

いてもどのような組織か分からない。だから、

市長も市議会も市役所も教育委員会も何をし

ようが、何をしなかろうが、全く関知しない。

正直なところそのような意識の状態ではなか

ろうか。 
参考として、八王子市における地方選挙の

投票率を見てみよう。次ページの図表１のよ

うに市長選挙、市議会議員選挙ともに、昭和

の末より、増減を繰り返しながら、確実に投

票率を減少させてきている。これに対し、東

京都選出の参議院議員選挙の投票率は図表２

の通り、顕著な減少傾向を見せていない。勿

論、選挙の投票率がそのまま、住民の自治意

識を表している訳ではないであろう。しかし、

意識の傾向を読むことはできるのではないか。

よりマスコミの露出度の高い国政選挙は投票

率が高く、際立った減少も見せていない。そ

れに対し、地方選挙投票率は減少傾向を示し

ているのである。 

第２章 市民活動と行政の協働による新しい自治の創造に向けて 

 
都市政策研究会議委員  新 倉 栄一郎

●八王子の自治をひらく 
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図表１ 八王子市選挙投票率 
 市長選挙投票率 市議会議員選挙投票率 
昭 63年 49.72% 昭 62年 57.88% 
平 4年 40.68% 平 3年 52.00% 
平 8年 40.74% 平 7年 47.89% 
平 12年 44.17% 平 11年 50.75% 
平 16年 29.56% 平 15年 46.36% 
「統計八王子」（平成 13 年）ならびに八王子市

ホームページより作成 

 
図表２ 参議院議員選挙投票率 
   （東京都選出） 
平 4年 平 7年 平 10年 平 13年 
46.51% 42.72% 58.06% 53.52% 
「統計八王子」（平成 13年）より作成 

 
このような状態で、地方分権、地方自治が

実現できるのであろうか。住民の積極的な参

加も、批判も受けない地方自治体が、分権の

担い手として機能することは危ういであろう。

住民が自治体の構成員であり、“市民”として

自治に参加してゆく、ひとつの方策として、

市民と行政の協働が考えられないだろうか。 
住民が行政プロセスに参加をすることを通

じて、自分達が自治の主体であることを認識

する機会をつくるのである。観客として見る

祭りと、自分で山車を引いた祭りは、全く違

うものとして感じられるものである。地方自

治も協働のプロセスに参加することにより、

より自分のものとしての意識を高めることが

できるのではなかろうか。 
 
（２）経済・社会構造の変化に対応した新し

いコミュニティの実現のために 
前項で、地方自治に対する市民の意識の低

さの一証左として地方選挙の投票率の低下を

取り上げた。投票率の低下は、住民の生活様

式の変化の結果であるとも言えないだろうか。 
鉄道等の公共交通手段の発達・進歩により、

人々の行動半径が大きくなった。それと並行

的に日本の経済成長は、自家用車の普及をも

たらし、住民に行動の自由をもたらした。他

方、企業組織の成長によって、より多くの従

業員をそれぞれの事業所に通勤させる必要が

生じた。嘗て農業や繊維産業を始めとした地

域の産業で働き、その職場の周辺に居住して

いた人々は、より多くの所得を求めて土地か

ら離れ、遠方に通勤するようになった。八王

子市においても、住民の日常的な移動が市域

を超えて広がっていったことが、図表３の残

留人口比率の減少から確認できる。 
 
図表３ 八王子市の残留人口比率の変化 
 常住人口 

(夜間人口） 
市内に留ま

る人口 (残
留人口）＊ 

残留人口／

常住人口 

1955年 148,131 131,937 89.1% 
1975年 322,580 258,823 80.2% 
2000年 535,473 401,311 74.9% 
＊残留人口＝常住人口－昼間流出人口 

「統計八王子」（平成 15年／1980 年）より作成 

 
嘗て主婦は生活必需品の買い物を、毎日徒

歩の圏内で、手に持ちきれる量だけ買い揃え

ていたのが、月に何度か車で遠方の品揃えの

豊かで安価な量販店まで行って大量に買い入

れることができるようになり、生鮮品も冷蔵

庫の普及により、毎日買う必要がなくなりま

とめ買いの対象になった。住民の生活圏が大

きく拡大していったのである。それは同時に、

同じ家族や同じ地域の住民の生活圏の重複す

る部分が減少することでもあった。 
そして、人々が地域との繋がりを少なくす

ると共に日本はまた流動性の高い社会となっ

た。親子何代にも渡って同じ地域に住み続け

ることが少なくなったのである。八王子も例

外ではない。昔から八王子の中心部を形成し

以前より稠密な人口を持っていた地域でも、

住民は大きく入れ替わっている。八王子市の

中心市街地指定を受けた地域にある町のうち、

指定エリアが町の全域あるいは大部分である

町の人口を平成元年から平成 16 年まで調べ
てみると、次ページの図表４のように大きく

変動していることが分かる。この変動は中心

市街地に存在していた商店街や伝統的地場産

業が衰退し人口が大きく減少したのち、この

地域が八王子駅から近い利点を生かしたマン

ションが多く建設され新しい人口流入が生じ

た結果と考えられる。 
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このような状態で、昔のような地域住民意

識を共有することは難しいであろう。「埼玉都

民」や「神奈川都民」のように、“八王子武蔵 
野市民”や、“八王子新宿副都心人”が増えた

のである。 
 
図表４ 八王子中心市街部の人口変動  （人） 

 平元年 平 5年 平 10年 平 16年 
横山町 944 944 830 1,677 
八日町 514 530 529 1,270 
明神町３ 895 718 833 1,287 
子安町１ 3,134 2,911 2,762 3,183 
子安町４ 1,487 1,391 1,254 1,199 
東町 261 181 152 137 
旭町 173 139 89 477 
三崎町 349 278 324 391 
中町 313 280 240 241 
地域合計 
(＊) 

8,070 
(100) 

7,372 
(91) 

7,013 
(87) 

9,862 
(122) 

八王子全

域(＊) 
440,031 
(100) 

470,847 
(107) 

500,650 
(114) 

529,823 
(120) 

＊ （ ）内は平成元年を 100 とする指数 

「統計八王子」（1989 年、1992 年、平成 10年）

ならびに八王子市ホームページより作成 

 
更に、情報技術の発達は、住民の意識を地

理的制約、時間的制約からも解放し始めた。

インターネットに接続したパソコンの前に座

れば一日 24 時間、即座に世界中の情報サイ
トに繋がり、世界中の人々とチャットを楽し

むことができる。誰の手を煩わすこともなく、

誰に知られることもなく、24時間世界中をネ
ットサーフィンできるのである。近所の商店

街に行かなくても、南米ペルーの民芸品も、

鹿児島の芋焼酎もネットで買うことができる

のである。 
同じ八王子の町内に住んでいる住民同士で

あっても生活圏・生活様式・地元意識をほと

んど共有しないような住民の多様化が進んで

いるのである。結果的に地域のことに関心が

薄くなり地方選挙の投票率が低下するのは当

然であろう。 
そのように多様化した住民を再び八王子市

民として連携させるひとつの方策として、行

政と市民活動の協働を進めることはできない

であろうか。最低限の連帯意識のないところ

に、自治の基礎となる相互理解と合意形成を

行うのは困難であろう。同じ釜の飯ではない

が、同じ活動をする仲間として、市民の連携

を図り、連帯感を築く企てとしての協働であ

る。協働のプロセスを通じて住民が、相互の

連帯感を感じ、相互理解を高めることにより、

以前の地縁的結びつきのうえに成り立ってい

たものに換わる新しい形のコミュニティをつ

くりだそうとする試みである。 
 
（３）行政の資源的制約を克服するために 
前記の二項が住民側の事情・環境に関わる

協働への理由付けであるとすれば、それに加

えて、行政組織側からの協働に対する必要性

もある。住民の多様化は、多様化した市民サ

ービスへの需要をつくりだす。その多様化し

た需要に対応するだけでも大変困難であろう

と思われる。現在の行政には、多様化した需

要に対応するだけの人員が、人数でも、専門

性の面でも不足していると思われるし、多様

性に対応するような組織構造にもなっていな

い。 
更に問題なのは、日本の人口構造が、急速

に少子高齢化していることである。労働力人

口が減少する一方で、高齢者が増加を続ける。

より少ない働き手がより多くの高齢者を支え

ることが必要となる。しかも、従来であれば、

高齢者の生活は家族や、地域のコミュニティ

が支えた部分が多かったが、将来に向かって

は、少子化と地域地縁コミュニティの崩壊で

そのような家族・地域の支えに大きな期待は

持てず、行政に対する高齢者の生活サポート

ニーズはさらに増大するであろう。 
このように市民サービスの需要はますます

増大する一方で、それを実現するための資源

たる税収の増加は低経済成長や労働人口の減

少から期待できない。では、どうするのか？

ニーズに見合うだけの増税を行うことは、望

み得ないことであろう。そうであれば、行政

支出をともなわない、あるいは行政支出の少

ないサービス供給体制をつくらざるを得ない

であろう。そこに行政と協働する市民活動に

期待することはできないであろうか。市民自

らが、自らの要求に対応する活動の一部を担

おうという試みである。 
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市民が協働に参加するということは、自ら

の要求により生じた市民サービスのニーズに

対応することになり、市民サービスとして本

当に必要とされるものとそうでないものとを

再考する契機となる。そして本当に必要とさ

れるサービスについては、いかにして効率的

に必要とされるものを供給すべきなのかを考

え、効率的に供給する体制をつくりあげる努

力をする。またそう行政に働きかけることに

なろう。こうした市民の姿勢は、自治体を協

働という学習の過程をつうじて、常により良

い組織に発展する“Learning Organization”、
「学習する組織」にしたいとの期待のあらわ

れである。 
多様で高度な八王子市民のレベルを前提と

すれば、協働を行うことにより、市民の間に

存在する資源を有効に活用して、自治体の保

有する資産を新たに増加させることなしに、

より多様なサービスの供給を可能とする、自

治体のスリム経営化も期待できるであろう。 
 
以上の三項をまとめると、市民活動と行政

との協働を通じて市民の自治意識を高め、自

己決定と自己責任による参加型の地方自治行

政を築き、本来の意味である自治を限られた

資源の制約のもとで維持可能な形で実現しよ

うというのが本論文の基本思想である。 
 
３．協働の実現のためのシステム設計をして

みよう 
 
（１）システム設計の前提として必要なこと 
前節で挙げた目的のために、行政の中に、

プロではない市民をパートナーとして本当に

稼動する協働システムをつくるためには、従

来の行政の考え方を根本から変革する必要が

あるであろう。 
（ａ）新しい行政の効率性の基準： 
前節で挙げたような複数の目的のために協

働を進めるとすれば、それぞれの目的を包含

した効率性は単一のものとはなり得ず、複数

の基準を持った効率性のとらえ方が必要であ

ろう。 
従来の行政の効率性の基準から評価すれば、

行政のプロが行うことが最善であろう。しか

し、それでは協働のプロセスに参加すること

によって市民の自治意識を醸成し、あるいは

連帯感・相互理解を高めたりすることには繋

がらない。従来の基準から見れば、少なくと

も短期的には効率が落ちることも、受け入れ

ることが必要であろう。従来とは異なる基準

をつくる必要がある。単なる予算執行の効率

ではなく、より総合的かつ長期的視点に立っ

た自治と市民生活の向上とに資するような効

率性の評価基準が必要とされるのである。 
（ｂ）公平性の基準： 
公平性についても同様である。地域の特異

性・住民の多様性を考慮すれば、必ずしも市

内全域に同じサービスを提供する必要性はな

い。また全地域に提供する必要のあるサービ

スも、地域と住民の特性に対応して、提供の

仕方は異なっても良いはずである。 
 例えば若年層が多い地域と、住民が高齢化

した地域では、当然要求されるサービスも異

なるはずである。地域の発展してきた歴史の

違いも、必要とするものを変えるであろう。 
サービスの提供方法についても、携帯電話

が小さな有効半径を持つ多数のアンテナを連

ねることでより小さなコストと施設で大きな

エリアを隙間なくカバーしているように、小

さな範囲だけを対象とした協働によるサービ

スを連ねることで、結果的により少ないコス

トでより大きなベネフィット（利便）の総和

を生むことも可能であろう。提供方法の工夫

なしに、資源的制約のもとで期待された成果

を上げることは困難であろう。 
地域と住民の多様性を考慮しながらコスト

と成果を比較した、公平性を判断する視野を

広げることが必要となろう。 
（ｃ）正当性の基準： 
協働のプロセスでは、従来の行政とは異な

り、目的に対する達成度、成果を重視する基

準が必要であろう。前例や、法律・規則のみ

に正当性の基準を求めていては、市民の自由

な創意や意気込みを活かすことができない。

厳格な規定に従って、業務を行う忠実度が重

要なのではなく、いかに目的を達成したかを

重視すべきであろう。 
また行政プロセスを熟知していない市民に、

規定に厳密に従った詳細な記録を必要以上に

求めることは無理があり、書類主義・形式主

義は改める必要があるだろう。 
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（２）協働のシステム設計 
（ａ）基本理念 
協働は多数の特定目的を対象とした“プロ

ジェクト”と呼ぶ個別の業務により成り立つ

ことを想定した。例えば「○○小学校児童の

基礎学力向上プロジェクト」とか「××地域

公園の維持管理プロジェクト」などといった

具合である。 

これらプロジェクトを設計する基本理念と

して次の３点を設定したい。 

i  各プロジェクトの対象目的の限定 
ii ネットワークとモジュール化 
iii 地域からの開放 
 
まず「i 各プロジェクトの対象目的の限定」
であるが、これは各プロジェクトの対象目的

を広げ過ぎると、協働に参加する市民が限定

されてしまう危険を回避するためである。一

般の市民の関心あること、興味の対象は限ら

れたこと・地域である。その範囲のことであ

れば、協働に参加してみようという市民は多

いのではないだろうか。たとえば自分が卒業

した学校のことであれば、児童の学力向上プ

ロジェクトにも興味をもって参加してもらえ

る可能性があるだろう。 
次に「ii ネットワークとモジュール化」で
あるが、上記のように各プロジェクトの対象

目的を限定するかわり、そのようなプロジェ

クトを多数繋ぎ合わせて、広い地域と目的を

カバーしようという考えがネットワークであ

る。そしてそれぞれのプロジェクトは、連携

されているが、それぞれ別個のものであるの

で、不都合があれば、個別に代替プロジェク

トに置き替えたり、あるいは抜き取ったりで

きるようにしようという考えがモジュール化

である。ネットワークとモジュール化により

失敗を恐れずに、果敢に新しい試みを行うこ

とができるようになるであろう。また個々の

プロジェクトの存続期間を短くすることが可

能となるので、市民は関心のある期間プロジ

ェクトに関わり、終了次第辞めて新しいメン

バーと交代してゆくことで参加市民のすそ野

の拡大が可能となり、全体として開放度の高

いシステムをつくることができる。また、対

象となる地域と、市民の多様性に対応するこ

とにも繋がる。 
プロジェクトは通常、類似の目的を持ちカ

バーする対象地域だけが異なるものなど複数

のプロジェクトを集めユニットとして管理さ

れる。ただし、各プロジェクトを繋ぐ役目を

担う部局に荷重が集中する可能性が高いので、

ここに質量ともに十分な人員配置を行う必要

があるだろう。 
「iii 地域からの開放」については、各プロ
ジェクトを担当する市民を、地域地縁組織の

みに頼らない運営とすることである。市民一

人一人の意識・生活様式・生活圏が多様化し

た現代では、居住する地域ごとに市民をまと

め、把握することが難しいのではないか。同

じ世帯のなかでも、父親・母親そして子供が

それぞれ全く異なった生活圏・帰属地域を持

っていることのほうが、多いのではないだろ

うか。従って多様な市民一人一人を対象とす

るためには、地域のみに頼らず、興味の対象

や価値観ごとに市民一人一人に訴え、それぞ

れの個人の参加意識に基礎をおく組織をつく

る必要があるだろう。 
（ｂ）協働の参加者 
協働に参加して、各プロジェクトの構成員

となれる資格は、市内に住む全ての個人と、

市内に存在する全ての企業・ＮＰＯを含む団

体とすることを提案したい。八王子市に存在

する全ての個人・団体に広く門戸を開き、よ

り多くの可能性を残したいからである。八王

子市民でなくとも、八王子の企業で働く人に

協働に参加してもらうことは合理性があると

考える。どこに住んでいるかよりも、協働に

参加したいという動機を大切にしたいのであ

る。 
（ｃ）プロジェクトを動かすメカニズム 
各プロジェクトの参加者は行政の一部を担

うことになるのであるから、当然それに対し

ては、何らかの対価を払うべきであり、無償

のボランティアに頼るべきではないだろう。

個人が協働に参加するか否か、はボランタリ

ー（自発的）な意思であるにしても、参加し

て結果を出す以上はそこから報酬を得ること

は当然であると考える。そうすることにより、

より専門性の高い参加者を得やすくなるであ

ろうし、継続的な参加者を得ることにもつな

がるであろう。多くのＮＰＯ組織が介護保険

 15



制度により、報酬を得る手段を手にして、よ

り強固な組織と永続的な活動を行えるように

なったことを参考にしたい。善意のみに頼る

のでは、協働に大きな広がりがでないと考え

る。 
 
４．具体的な協働のイメージを描いてみよう 
 
ここまでは、抽象的な議論であったので、

具体的な例で協働のイメージを描いてみよう。

例として「健康で活動的な中高年“ネオシニ

ア”をつくる活動」というテーマを考えてみ

る。 
 
（１）テーマに沿って具体的な政策目標と方

策を形づくる 

「健康で活動的な中高年“ネオシニア”を

つくる活動」はいろいろな形をとり得るので、

具体的な目標とそれを実現するための方策を

検討した上でテーマをさらに絞り込むことが

必要である。この過程は基本的に自治体サイ

ドの作業となるであろう。ここでは、たとえ

ば次のように設定されたとする。 
ａ．医療保険費・老人医療費の増大を防ぐた

めに、健康で活動的な中高年をつくる 
ｂ．教育・訓練を通じて、幼児・学童教育支

援・保育支援ならびに外国人生活支援業

務を行えるようなネオシニアを創出する 
ｃ．上記のような活動をすることにより、中

高年に働く場とやりがいを提供して健康

で活動的なネオシニアをつくる施策とす

る 
政策目標と方策が設定されたら、それに対

する予算シーリング（枠）と工程が決められ

る。予算シーリングは、同じ目標を行政が実

現する場合に要すると予想される費用に難易

度を考慮して、たとえば 80％とか 60％とか
に設定されるべきであろう。 
 
（２）協働への転換プロセス 

いよいよ協働プロセスの始まりである。協

働の第一段階は、構想提案の募集・選定と、

それを実現してゆく任にあたるコーディネー

ターの選定である。自治体は、設定された目

標・施策を予算シーリング・工程の範囲内で

具体策に実現する構想の提案と、その構想を

実行する段階のコーディネーターの募集を行

う。この構想とコーディネーターはプロジェ

クト単位ではなく、プロジェクトの集合であ

るユニット単位で実施される。構想はいわば

基本設計にあたるものであり、ここで予算シ

ーリングが更に概算予算に限定される。自治

体が構想とコーディネーターを選定した後は、

コーディネーターが概算予算を使って採用さ

れた構想を実現するために、実務を推進する。

ここからが、協働の市民側の活動となる。な

おコーディネーターは業務量から考えると一

個人ではなく、団体となるであろう。コーデ

ィネーターは、予算内で業務に応じた一定の

報酬を受ける。 
コーディネーターは、採用された構想に基

づき地域特性を考慮し全体をいくつかのブロ

ックに分け、それぞれのブロックで構想を実

現する実施計画提案を募集する。ここでは、

たとえば中心市街地を対象としたブロックと、

大学を多数含むブロックでは、異なった計画

提案を採用する可能性が高いかもしれない。 
郊外地域のＡ大学、Ｂ大学、Ｃ大学を含む

ブロックでは三大学がコンソーシアム（連携）

を組んで、ネオシニアの教育／資格認定試験

／幼児・学童教育支援プログラムの作成並び

に実施監督業務を請け負う計画を提案するか

もしれない。一方、中心市街地ブロックでは、

老人の自立支援ＮＰＯ／育児支援ＮＰＯ／地

域ＰＴＡが連携して計画を提案することもあ

るだろう。実施計画は必要に応じ一部修正な

どを経たのち承認をされ実行予算が決定し、

それぞれの計画を提案した組織により実施に

移される。監督はコーディネーターの業務と

なる。 
ネオシニアは、各地域で計画を承認された

組織が実施するプログラムにより教育・訓練

を受けたのち、資格検定に合格すれば、実際

に幼児教育の支援や、学童教育の支援に携わ

り、業績の評価に応じ、一定の報酬を受ける

ことになる。 
所定の期間を終了した段階で、各ブロック

の実績の評価を実施する。実績の評価方法は、

コーディネーターが監査機構の承認のもと策

定する。この評価も含めたプロジェクトの記

録はデータベース化されて、以後の協働の参

考に使われる。優れた実績を上げたプロジェ
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クトは、更なる協働の発展のために、一般市

民に公表される。 
コーディネーターの業務全般についての監

査は、事前に自治体が公募した市民により組

織される市民の協働全般に対する監査機構が

行う。 
 
おわりに 

 
八王子市においては、すでに市民企画事業

補助金制度など協働のまち実現のために施策

が実行されている。しかし、一般市民に市の

意図するものが、ひとつのメッセージとして

明確に伝えられていない。いま必要なことは、

地方分権時代にふさわしい将来のあるべき社

会・地方自治の姿を思い抱き、そのグランド

デザインを持って、それに向けて様々なしく

みをつくりあげ、市民とともに育ててゆくこ

とであろう。市民活動と行政の協働もその一

環として取り組まれねばならない。単なる予

算削減策や、他の自治体もやっているからと

いった時流に乗る施策であってはならない。 
多様化した市民により構成されている現代

社会である。自らの選択として自治やコミュ

ニティと関わらない生き方を好む人もまた多

いと思われる。そのような人々に自治への参

加を強いるべきではないであろう。しかし、

多くの住民を置き去りにしたまま本当に市民

のものとしての自治が成り立つことが難しい

こともまた真実であろう。いかに多くの市民

を巻き込むことが可能な魅力あるしくみを、

将来に向け有効な形でつくりだし運営するこ

とができるか、現代を生きる我々の責任を問

われていると感じる。 
 
参考文献 
・ 今井照「市民参加の論点」公職研『地方自

治職員研修』 第 36 巻通巻 505 号（臨時
増刊号 74）、2003年 11月 

・ 岩崎恭典「都市内分権の現在・過去・未来」

東京市政調査会『都市問題』第 94巻 第４
号、2003年４月 

・ 宇沢弘文・國則守生・内山勝久（編）『21
世紀の年を考える』 東京大学出版会、 
2003年６月 

・ 延命敏勝「小さな自治への道程」東京市政

調査会『都市問題』第 94 巻第４号、2003
年４月 

・ 大石田久宗「住民参加の視点からコミュニ

ティを考える」公職研『地方自治職員研修』 

第 36巻通巻 505号（臨時増刊号 74）、2003
年 11月 

・ 大森彌・卯月盛夫他『自立と協働によるま

ちづくり読本』 ぎょうせい、2004年 3月 
・ 公職研『地方自治職員研修』 第 36巻通巻

505号（臨時増刊号 74）、2003年 11月 
・ 菅原順子「市民が担う新しい公共性」東京

市政調査会『都市問題』第 94巻第４号、2003
年 4月 

・ 玉野和志「住民自治はいかにして可能か－

コミュニティの実際から」都市問題研究会

『都市問題研究』 第 52巻 11号、2000
年 11月 

・ 東京市政調査会『都市問題』 第 94巻 第
４号、2003年４月 

・ 森岡賢治「「協働」による地域社会の可能性

と展開－三重県における生活創造圏づくり

の取り組み」都市問題研究会『都市問題研

究』 第 52巻 11号、2000年 11月 
・ 都市問題研究会『都市問題研究』 第 54
巻 ７号、 2002年７月 

・ 豊川市ホームページ とよかわ市民活動活
性化基本方針 
http://www.city.toyokawa.aichi.jp/tanto/s
eikatsu/s-sk1.html 

・ 北海道ホームページ 協働 50 Q&Aハ 
ンドブック 
http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatsu/ks-
bssbk/kyodou50/kyodou50.htm 

・ 宮川公男・大守隆（編）『ソーシャル・キャ

ピタル』 東洋経済新報、2004年９月 
・ 横浜市ホームページ 横浜市市民協働推進

事業本部 市民活動推進委員会・意見具申 
http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/ti
shin/npo/gusin3.htm 

 
（にいくら えいいちろう・市民公募委員） 
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●八王子の自治をひらく 

 
第３章 シビック・エリア（行政区画）の再編と地域事務所の機能拡充 

－出先機関からシビック・センターへ－ 
都市政策研究会議委員  中 川 和 郎

同   研究員  三 上 真 史

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 
八王子市は、東は多摩ニュータウンから西

は明治の森高尾国定公園と、東西 24.3km・
南北13.4 kmに広がる東京都下最大の都市と
して、様々な“顔”を持つ地域を有している。

それらの“顔”には、長い歴史の中で自然発

生的に形成された数多くの村々の特色が刻ま

れている。八王子市に設置されている地域事

務所も、合併される前の町村役場を基本とし

ているものが多い。 
 明治及び昭和の大合併を経て、また第二次

世界大戦後の高度経済成長を通して、八王子

市も大きく発展した。特に公共交通網の整備

は、生活圏や経済活動が広がり、中心市街地

の位置と広がりを大きく変えてきた。また、

都市化の進展や社会経済の発展が、住民生活

を一層多様なものとしている。こうした中で

地域事務所という市民生活に最も近い行政機

構にも、新しい機能や役割に変化が求められ

ているのではないだろうか。 
こうした問題意識から、本章は地域事務所

に焦点を合わせ、その役割を再検討しようと

するものである。具体的には「バス路線」と

「乗降客数の多い駅」を検証し、人の流れの

中心となる場所を地域の核と捉える。その核

としての「地域事務所」は、市役所（本庁）

まで出向かなくても済む程度の簡単な事務処

理の場、いわゆる市役所（本庁）の窓口業務

の延長という存在ではなく、市民参加の促進、

市民ニーズの把握、コミュニティ事業の助

言・支援等を行う、地区のネットワークセン

ターのような存在とする。そして、本市が

2003（平成 15）年に策定した「八王子ゆめ
おりプラン」の中にある６地域という地域区

分の考え方から離れ、上記の地域の核を中心

とした生活圏を行政区画とし、現在の「地域

事務所」から「シビック・センター」という

名称のもとに、市民サービスを効率的に提供

することを目的とした仕組みを考えてみたい。 
 
１．「出先機関」からの脱却 
 
基礎的自治体の出先機関である、「支所」及

び「出張所」は地方自治法第 155条に基づく
地域行政機構である（注１）。これは「市民に

とって身近な市役所」であり、言い換えれば、

市役所の窓口業務の延長である。設置にあた

っては、任意となっている。ただし、それら

の設置や変更に際しては、位置、名称、所管

区域を条例で定めなければならない。 
設置にあたっての時代的背景としては、日

本全国各地で展開された 1955（昭和 30）年
前後の合併による行政区域（市域）の拡大が

挙げられる。つまり行政区域（市域）の拡大

に伴うデメリットを、住民の利便と受益の均

等という観点から支所・出張所によって解決

しようとしてきたのである。その中心的な役

割は、市民が市役所（本庁）まで出向かなく

ても済むことを目的とした事務処理であった。 
しかし近年、住民生活の多様化とともに、

地域（市民）自治の充実を図るべく、支所と

出張所のあり方についての「都市内分権」が

様々に論じられている。その中で支所と出張

所の整備充実もまた再検討の対象となってい

る。「都市内分権」とは集権統合型自治体（本

庁一括主義）から分権分散型自治体へ転換さ

せることである。その目的は、歴史的かつ地

域的な特性から自治体をいくつかの地域に区

分して、それぞれの地域行政機構（支所・出

張所）へ決定権限を移譲（分権）するととも

に、市民の声を適切に吸い上げながら、地域

に適合した施策を実現することである。 
 
２．八王子市の地域事務所の現状 

 
（１）地域事務所への交通の利便性 
八王子市では現在、本庁を含めた５つの地
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域に分け、本庁と４つの事務所（拠点事務所）

及びその事務所に属する２から３の事務所

（非拠点事務所）という合計 14 の事務所、
合わせて総計 15 ヶ所の事務所を開設してい
る。 
しかし、先にも述べたように各事務所の立

地は、かつて合併前に存在した町・村役場を

基本としているところが多く、現在の公共交

通手段の実態が考慮されているとは言い難い。 
下記に、各事務所へのアクセス方法、その

際の所要時間と 2003（平成 15）年度の各事
務所の取扱件数を示す。 
（ａ）各事務所へのアクセス方法と所要時間               

図表２に各事務所の 2003（平成 15）年度
の各種証明（住民票・戸籍謄抄本・各種税証

明等）・住民異動届（転入・転出・転居等）・

母子手帳の交付・戸籍届出（婚姻・出生等）・

自動車臨時運行許可（仮ナンバー）・畜犬取扱

件数の総数を示した。また、取り扱っていな 
図表１は、各事務所へのアクセス方法及び

所要時間を示している。各事務所へのアクセ 
スについては、不便なところが多く、逆に「利 
 
図表１ 各事務所へのアクセス方法と所要時間 

便性の高い事務所」といえるのが南大沢事務

所、北野事務所、八王子駅前事務所、由木東

事務所である。しかし、由木東事務所につい

ては、多摩都市モノレール自体、立川―多摩

センターを結ぶものであるので、八王子市民

の利用は少ないと思われる。 
（ｂ）取扱件数 

い業務もあるので、比較にはならないが、同

じ市民部である市民課（本庁）の件数も参考

までに示した。なお、含まれないのは、各種 
税証明及び畜犬取扱件数である。 
 

地 域 事務所名 路 線 最寄駅 手 段 時間（約） 

浅川 JR・京王 高尾 徒歩 10分 
徒歩 20分 

横山 JR 西八王子 
バス 6分 

京王 めじろ台 バス＋徒歩 12分 

浅 
川 

館 
JR 八王子（南口） バス＋徒歩 25分 

南大沢 バス＋徒歩 10分 
由木 京王 

北野 バス＋徒歩 21分 
多摩都市 大塚帝京大学 徒歩 8分 

由木東 
モノレール 松が谷 徒歩 5分 

由 
木 

南大沢 京王 南大沢 徒歩 5分 
八王子・京王八王子 バス＋徒歩 35分 

元八王子 JR・京王 
高尾 バス 20分 

恩方 JR・京王 高尾 バス＋徒歩 25分 
川口 JR・京王 八王子・京王八王子 バス 40分 

元 
八 
王 
子 

加住 JR・京王 八王子・京王八王子 バス＋徒歩 31分 

北野 京王 北野 徒歩 3分 
京王 京王片倉 徒歩 10分 

由井 
JR 片倉 徒歩 15分 
JR 小宮 徒歩 15分 

北 
野 

石川 
JR・京王 八王子・京王八王子 バス＋徒歩 19分 

 八王子駅前 JR・京王 八王子・京王八王子 徒歩 5分 

JR 西八王子 徒歩 15分 
参考 本庁 

JR・京王 八王子・京王八王子 バス 20分 
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図表２ 
各事務所の取扱件数 2003（平成 15）年度 
事務所名 件 数 事務所名 件 数 
浅 川 16,469 川 口 15,677 
横 山 42,447 加 住 8,897 
館 31,510 北 野 47,354 
由 木 48,683 由 井 25,184 
由木東 23,045 石 川 32,051 
南大沢 62,102 八王子駅前 117,951 
元八王子 41,143   
恩 方 9,913 市民課 256,202 

 
図表２から、人口や駅の乗降客数などによ

る要因も考えられるため、一概にはいえない

が、好立地な事務所への利用者が多いのは確

認できるのではないだろうか。取扱件数が多

いのは、八王子駅前事務所、南大沢事務所、

由木事務所、北野事務所の順で、由木事務所

以外の事務所はいずれも駅より徒歩圏内の事

務所である。由木事務所の取扱件数が多いの

は、拠点事務所という性質上、戸籍届出等を

取り扱っているためと思われる。また、由木

地区には日常的にマイカーの利用が多いので、

自動車での来庁者が多いのも要因ではないか

と思われる。 
 
（２）地域事務所の取扱業務 
下記に市民部事務所の分掌事務（抜粋）を

記す。（八王子市組織規則第 18条より） 
 
事務所 

浅川地域事務所、由木地域事務所、元八王

子地域事務所、北野地域事務所及び八王子

駅前事務所共通 

 

(１) 住民基本台帳の管理に関すること。 

(２) 印鑑登録の申請及び原票の管理に関

すること。 

(３) 戸籍及び死産の届出に関すること。 

(４) 住民基本台帳、印鑑登録、戸籍、戸籍

の附票、外国人登録等に係る証明等の

交付に関すること。 

(５) 税務に係る次に掲げる証明書の交付

に関すること。 

ア 市都民税の課税及び非課税証明書 

イ 土地及び家屋課税台帳（補充課税台帳

に係るものを含む。）の登録事項証明

書 

ウ 市都民税、固定資産税、都市計画税及

び軽自動車税の納税証明書 

(６) 埋葬及び火葬の許可に関すること。 

(７) 斎場施設の火葬室及び火葬に係る待

合室の使用承認に関すること。 

(８) 国民健康保険、国民年金及び介護保険

に係る届出及び証書の交付に関する

こと。 

(９) 母子健康手帳、老人保健法に基づく健

康手帳及び老人医療証の交付に関す

ること。 

(10) 犬の登録及び注射済票の交付に関す

ること。 

(11) 市民集会所（事務所に併設するものを

いう。）の管理に関すること。 

(12) 自動車臨時運行許可に関すること。 

 

浅川地域事務所、由木地域事務所、元八王

子地域事務所、北野地域事務所共通 

 ※八王子駅前事務所を除く 

 

(13) 戸籍の記録整備に関すること。 

(14) 戸籍の附票の作成に関すること。 

(15) 成年被後見人、被保佐人、破産者及び

犯罪者の名簿の記録整備に関するこ

と。 

(16) 身元及び身分の調査に関すること。 

(17) 人口動態調査に関すること。 

(18) 相続税法第58条の規定に基づく通知

に関すること。 

(19) 福祉に関する申請の受付等に関する

こと。 

(20) 地域行政サービスその他の市長が必

要と認めた事務に関すること。 

 

以上が現在地域事務所で行っている業務の

詳細である。住民基本台帳事務・戸籍事務以

外の事務については、証明の交付・申請（受

付）事務が主な内容であり、意思決定を要す

る事務、相談業務は少なく、本庁と市民を結

ぶ経由機関的な業務が多い。 
図表２の「各事務所の取扱件数」が示すと
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おり、市民課の件数が圧倒的に多いのも、地

域事務所の取扱業務との差異（できる事務と

できない事務の存在）により、多少遠くとも

本庁に行けば全ての事務ができると感じてい

る市民が多いことの現われではないかと思わ

れる。 
 

３．改善を要すると思われる点 

 
（１）地域事務所への交通の利便性 
① 市民にとって身近であり、行きやすい

場所にあること。例えば現在の由木東

地域に住んでいる市民が本庁に行こ

うとする場合、公共交通機関であるモ

ノレールと JR を使用し立川経由で１
時間近くかかってしまう。多摩市役所

の方がはるかに近い。 
② 行政側にとっても、本庁から訪問等で

出向く時に、時間的なロスが発生する。 
 
（２）取扱業務 
① 本庁に比べると取扱業務の専門性が

低いため、用件によっては本庁へ足を

運ばざるを得ない。 
② 地域事務所には権限が無い業務が多

いため、一部経由機関的存在となって

いる。 
③ 金銭収納等の事務処理が複雑化して

いる（各種税金・使用料の所管やシス

テムが異なるため）。 
④ 地元市民のニーズの吸収ないし地元

住民との話し合い、意見交換の場が十

分ではなく、きめ細やかな市民サービ

スが徹底していない一面がある。 
 
４．市民の事務所のための解決策 
 
（１）地域事務所配置の再検討 
各事務所の取扱件数をみてみると、駅に近

く商業施設などが充実している好立地な事務

所が多いことがわかる。現在の事務所で該当

するのが、南大沢事務所、北野事務所、八王

子駅前事務所である。やはり「駅に近い」こ

とや「商業施設の充実」という条件は、市民

にとっては大きな魅力なのだろう。そこで、

バス路線などの公共交通機関が集中している

駅、また、商業施設やレジャー施設が充実し

ている駅を地域の「核」と捉え、生活圏内に

存在することが望ましい地域事務所の配置を

再検討する必要があると思われる。 
また、「同じ生活圏」（行動範囲）＝「地域」

と考え、その「地域」を「行政区画」（管轄）

とし、八王子市における行政の民主的かつ能

率的な運営を図り、市の進展を期するため、

また、内部事務を円滑に行うために「行政区

画」を設置する必要があるのではないかと思

われる。 
 
（２）地域事務所への都市内分権 
人口 53 万人、面積 186ｋ㎡の八王子市に
とって、本庁を唯一の総合行政窓口と位置付

けることは困難である。市民サービスを向上

させていくには、市民に対しての身近な業務

をできるだけ本庁から地域事務所に権限を移

譲し、市民の意向を反映した施策を実現でき

る組織を構築していくことである。そして、

地域事務所は、行政区画ごとに設置し、市民

生活に密着したサービスを提供していく。 
以上のことを踏まえて、地域事務所のあり

方を次の５点に留意して考えたい。 
① 本庁窓口における機能を地域事務所へ。 
② 地域団体の指導育成・連絡調整の役割

を果たすよう整備する。地域事務所は

市民のニーズに対処する役目を遂行す

るには格好の場である。 
③ 情報収集を中心に地域単位のまちづく

りを推進する。地域事務所は、地域の

市民生活に最も身近な施設であるだけ

に、地域の情報を収集することが比較

的容易であり、地域単位のまちづくり

を推進する原動力となるべきである。 
④ 文化行政の諸行事を住民の交流の場と

して開催する。 
⑤ 行政に対する市民の苦情・要望・相談

等に即応できるような体制を整備する。

これまでの本庁への連絡・橋渡し役と

いう現状を改め、地域の信頼を得るた

めの仕組みをつくりあげていく。 
 
５．新たなシビック・エリアの設定 
  －新たな行政区画の考え方と根拠－ 
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公共交通手段（乗降客数の多い駅・バス路

線の集中場所）や商業施設の充実している場

所は、市民にとって足の運びやすいところ・

出かけたいところであり、「市民の市役所」は

まずこうしたことを踏まえて便利な場所に設

置される必要があろう。このことは、地方自

治法第４条第２項において「事務所の位置を

定め又はこれを変更するに当っては、住民の

利用に最も便利であるように、交通の事情、

他の官公署との関係等について適当な考慮を

払わなければならない」（この場合は本庁で

あるが）としていることからもいえることで

ある。 
以上のことから、下記の（ａ）（ｂ）の結果

を踏まえて、生活圏＝地域＝行政区画と考え、

新たな行政区画を考えた。また、この新しい

行政区画は、昨年の地方自治法改正によって

導入された「地域自治区」を将来的に検討す

る際にもひとつの手掛かりとなろう。 
（ａ）八王子市内各駅の状況 

2003（平成 15）年度の八王子市内各駅の
１日平均の乗降客数を図表３に示す。なお、

図表３に無い駅は１万人以下である。 
 
図表３ 八王子市内各駅の１日平均の乗降客数 

駅 名 乗降人数 備 考 

八王子駅 81,204  

高尾駅 45,714 京王・JR 合算

京王八王子駅 29,397  

西八王子駅 29,089  

南大沢駅 24,800  

八王子みなみ野駅 12,225  

京王堀之内駅 12,064  

北野駅 10,334  

※2003（平成 15）年度 1日平均 
※2003（平成 15）年度「統計八王子」より 
 
（ｂ）八王子駅端末交通特性 

1998（平成 10）年度に現在の八王子市交
通政策室が実施した「八王子駅端末交通特性」

（路線バス、図表４）をみると、八王子駅・

高尾駅にバス路線が集中しており、これら二

つの駅を中心とした生活圏が存在することが

うかがえる。北西部地域（川口・加住地区）

は現本庁舎付近を経由しているバス路線が多

く存在するので、現本庁舎を中心とした生活

圏として考えられる。北東部地域（石川地区）

は八王子駅方面へのバス路線が存在すること

から八王子駅を中心とした生活圏とした。由

木地域は、多摩センター駅、豊田駅方面への

バス路線の集中が多い。しかし、1998（平成
10）年はまだ、南大沢駅のアウトレットモー
ルや映画館は存在しておらず、南大沢事務所

も開設されていない状況下での調査結果であ

る。多摩ニュータウン地域は変化が激しい地

域でもあるので、京王バスよりバスの路線図

を取り寄せて調べたところ、明らかに南大沢

駅を中心としたバス路線を展開しており、南

大沢駅を中心とした生活圏が存在するといえ

るのではないか。 
これらのことをふまえて、新たなシビッ     

ク・エリア（行政区画）を下記の４地域とし

た（詳しくは図表５参照）。 
 
① 中央地域 
② 南東部地域 
③ 南西部地域 
④ 北西部地域 

 
６．シビック・センターの設置 
 
今までの地域事務所のような、市民の便宜

のために本庁まで出向かなくても済む程度の

簡単な事務処理、いわゆる本庁の窓口の延長

（末端行政機構）ではなく、また、住民自治

の観点から、単なる出先機関ではない、常に

きめ細かい市民参画を実現し、市民との協働

による行政運営を展開できるように一定の権

限を与え、市民参加の促進、市民ニーズの把

握とその組織化といったような、市民の生活

に密着したサービスを行う機関として、地域

事務所に替わる「シビック・センター」とそ

の地域内に出張所（図表５）を設置する。 
また、現在の地域事務所における事務の大

半が証明発行、金銭出納事務になっているこ

とから、各行政区画にそのような簡易的な事

務を行う出張所を、市民のサークル活動等の

拠点になっている市民センター内等に設置す

る。ここで断っておきたいのが、行政区画を

設けるのはあくまでも八王子市行政の民主的

かつ能率的な運営を図り、市の進展を期する

ため、また、内部事務を円滑に行うためであ

るので、たとえ他の行政区画に住民登録して

 22



いるものであっても、事務手続きを可能とす

る。要するに、本庁的機能をもったシビック・

センターが八王子市内に４ヶ所存在すると考

えればよい。 
シビック・センターの具体的な役割につい

ては次節において検討することとする。 
 

７．八王子市が目指すシビック・センター 

 

（１）シビック・センターの機能 

シビック・センターの役割は、市の特定区

域に限り、主として市民の便宜を図るために

本庁に出向かなくても済むように、市民に対

して行政上の利便と受益の均衡を図ることで

ある。従って、子育て支援、福祉、生涯学習

などの事務については、本庁からシビック・

センターにできるだけ一定の権限を移譲させ

ていくことが望まれる。すなわち、本庁は、

総合計画や事業計画の策定、施策立案などの

企画部門、予算編成、文書・例規事務、人事、

契約事務などの管理・庶務部門などの業務を

中心に担うこととなる。他方、シビック・セ

ンターの業務は、証明、受付、税金の賦課・

納税、税務相談、子育て支援・福祉サービス

の相談等、市民にとって身近な事務を行う。

また、政策課題の発見・出発点となり、市民

に対して説明責任を高めていくために、市民

の要望、意見、苦情等を受け入れていく市民

相談窓口を各シビック・センターに置く。そ

して、シビック・センターの市民相談窓口と

本庁の所管課、健康福祉センターなどの出先

機関が連携し、迅速に対応していくことが求

められる。 
また、シビック・センターと市民が協働し

て政策課題を発見していくためには、地域住

民の活動を促していくことも重要である。近

年、積極的な市民活動等が地域単位やテーマ

ごとに盛んに行われるようになっている。市

民が自由に集まり活動でき、地域の市民生活、

コミュニティに関する情報に接することがで

き、さらに、地域社会の課題や解決方法等の

アイデアなどを交換できる場が整備されつつ

ある。今後は、市民活動等の支援、一般住民

へのすそ野の拡大を念頭に、生涯学習活動機

能の充実を図り、地域課題に対して地域で対

応できる仕組みをつくりあげていくことが求

められる。 
シビック・センターの機能拡充を図りつつ、

地域のニーズに即した施策を展開するために

は、ＮＰＯ法人、地縁組織やボランティア団

体とのネットワーク化を図ることも重要であ

る。まちづくり、福祉、教育や保育を含めた

子育て支援など地域の様々な課題を、地域自

治の多様な主体から吸い上げることにより、

そうした主体の有する高い専門知識とノウハ

ウを活かした、市民サービスを提供すること

ができる。 
以上のことを踏まえ、シビック・センター

は、市民自らが地域社会を形成していく住民

自治の拠点として、また市民に身近で重要な

第一線機関という多機能型ワークステーショ

ンとして、さらに多様な住民参加組織を調整

してまとめていく事務局としての機能を担っ

ていくことを期待されているといってもよい。 
 
（２）シビック・センターと行政需要 

シビック・センターは、市民に対して多様

な市民サービスを提供する機関でなくてはな

らない。そのためには、行政需要を幅広くキ

ャッチし、施策、事業計画に反映させ、また

はそれらを直接間接に充足する必要がある。 
ここでいう市民は、八王子市内に住所を有

する人だけではなく、市内の企業に勤めてい

る者、市内の学校に在学中の者、またはボラ

ンティア活動などで関っている者などをも含

むものである。また、行政需要とは、市民が

政治体系にその充足を期待するにもかかわら

ず、いまだ充たされていない効用をいい、政

策決定機構の側で、政治体系が対応すべき行

政需要として認定した行政ニーズとは異なる

ものである（注２）。 
こうした行政需要を地域レベルで幅広く掘

り起こしていくためには、本庁とシビック・

センターとが対等の関係になることが先決で

あろう。そして、市民から幅広く行政需要を

吸引し、質の高い市民サービスや施策に反映

させていくために、ＰＬＡＮ（計画＝政策形

成（問題発見→課題設定→問題分析→政策立

案））→ＤＯ（実行＝政策執行）→ＳＥＥ（評

価）→フィードバック→ＰＬＡＮという政策

過程の中で（注３）、本庁とシビック・センタ

ーが協力していくことが重要である。この政
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策形成の手法としては、八王子市の行政課題

における基本方針のもと、施策、事業計画に

ついての市民の要望や意見などを本庁の所管

課がシビック・センターにヒアリングを通じ

て行う。そのためには、組織的分権モデルを

活用し、組織内の事務分掌が重複または関連

している作業集団（部及び課単位）が協力し

て公共政策をつくり上げ、組織全体の集団的

決定過程を効果的に遂行していくことが求め

られる（注４）。 
以上のことを踏まえるならば、シビック・

センターを中心に市民との日常的な接触を緊

密にし、市民相談窓口機能を充実させ、行政

に対する市民の苦情、要望、相談等に即応で

きる体制を整備していくことである。そして、

情報公開についても単なる結果だけではなく、

施策、事業計画の形成過程について、できる

だけ公開していくことが望まれる。 
 
（３）シビック・センターが目指すべき方向

性 

（ａ）シビック・センターが責任を持って行

う範囲 

シビック・センターが市民に対して責任あ

る市民サービスを提供していくには、①市民

の日常生活に密着した市民サービスの提供、

②市民サービスの総合窓口化、③市民への説

明責任を果たすことである。 
まず、市民の日常生活に密着した市民サー

ビスを提供していくには、証明、受付、税金

の賦課・納税、税務相談、子育て支援・福祉

サービスの相談等をシビック・センターで行

っていく必要がある。 
次に、市民サービスの総合窓口化について

は、市民が何ヵ所かの窓口を歩くことなく、

１ヵ所で様々な市民サービスを受けられる仕

組みにしていくために、ワンストップサービ

スの導入を図っていく。 
さらに、市民への説明責任を果たしていく

には、市民サービスに対する市民の意向及び

満足度について把握し、市民の多様化した行

政需要に合わせたサービスを提供していくよ

うにする。具体的には、シビック・センター

に市民相談窓口を置き、施策の効果、行政の

透明性、政策課題の発見・出発点となるよう

にしていく。これは、市民が市政に対して何

を求めているかを把握するだけではなく、市

民の声をできるだけ市の施策、事業計画に反

映させていくシステムにしていくことを意味

する。また、行政資料コーナーを設置し、必

要に応じて情報公開も行う。そのうえで、留

意しなければならないことは、シビック・セ

ンターの市民相談窓口が本庁の所管課、健康

福祉センターなどの他の出先機関と連携し、

迅速に対応していくことである。 
このように、シビック・センターが果たす

べき役割は、市民の要望を継続的に把握し、

窓口業務のワンストップサービス化などによ

り迅速性と利便性を高め、多様で的確な質の

高い市民サービスを提供していくことにある。

同時に、市民と行政の相互理解を深めていく

ために、市民の提案や意見を的確に把握し、

基本方針、施策、事業計画に反映させていき

ながら、その一方で行政が自らの活動内容や

政策の判断理由について、市民に対してわか

りやすく説明する説明責任を果たしていくシ

ステムづくりにあるのではないだろうか。 
（ｂ）住民が地域で責任を持って行うために 

－コミュニティ活動等を通じての生涯

学習支援－ 
2003（平成 15）年３月に策定された「八王

子ゆめおりプラン」では、市民と行政が相互

理解を深め、対等な立場に立ち、それぞれの

役割と責任でまちづくりを計画的に推進して

いくとしている。そのために必要な方法とし

て、コミュニティ活動と生涯学習への支援が

挙げられている。コミュニティ活動について

は、市民の個性や意思を尊重した共助社会を

築くため、日常生活圏を住民自治の単位と位

置付け、その基盤づくりを支援していくこと

としている。また、生涯学習活動の支援につ

いては、誰もがいつどこでも楽しみや生きが

いを持って暮らせるよう、生涯学習・生涯ス

ポーツの場や機会の拡充につとめるとしたう

えで、その学習効果を地域に活かせる仕組み

づくりを推進していくとしている。 
また、八王子市では、2004（平成 16）年３

月に環境問題について行政と市民・事業者と

の協働を目指す「八王子市環境基本計画」、誰

もが多様に学び、豊かな文化を育むまちを目

指す「八王子市生涯学習プラン（2004（平成

16）年度～2009（平成 20）年度）」を策定し
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た。しかし、「第 36 回市政世論調査報告書（平

成 16 年度）」では、市民が感じている市民協

働の推進状況について、「そう思う」（3.6％）

と「どちらかといえばそう思う」（14.4％）を

合わせた割合は 18.0％と少数であり、逆に

「あまりそう思えない」（29.5％）と「思えな

い」（18.0％）を合わせた割合は 47.5％であ

り、市民側からみて、行政と協働していると

いう意識が現時点では決して高くないことが

うかがわれる。その背景には、長い間、行政

側のみで公の領域の業務を行っていたが、あ

る日から突然、協働でやろうといっても、市

民側も行政側も具体的な行動をどうするかに

ついて戸惑ってしまうことが考えられる。 

このような協働の現状を前提とするなら

ば、出先機関の新しいあり方としては、協働

推進の一つの主体として市民相互の意見交流

や協働を活発にしていくことが必要である。

具体的には、シビック・センターがそのサブ

組織としての出張所及び 17 館ある市民セン

ターと連携しつつ、地域のコミュニティセン

ター的な役割を担い、市民が生きがいを持っ

て市政に参画し、また地域活動に関心を持て

るように、まちづくり講座、子育て支援など

の講習会、「はちおうじ出前講座」（注５）を

活用した勉強会、地域の歴史や環境学習活動

などの展示会、スポーツ活動、レクリエーシ

ョンなどの生涯学習活動の事業を開催し、住

民同士または地域の団体同士などが交流し合

う場にしていくことである。そのうえで、市

民サービスについて行政でできる範囲と市民

でできる範囲を確認し合い、協働していく。

そのことにより、交流の場として活性化し、

健全な地域コミュニティ形成の土壌づくりに

もなる。例えば、商店街活性化を考える会や

環境問題を考える会、登山、ハイキング、ス

ポーツなどの趣味的な同好会などが、新しい

地域コミュニティをつくるきっかけづくりを

し、市民がキャリア型、余暇型、教養型など

個人の適性に合った団体、サークルをみつけ、

地域活動に生きがいを見出し、行政と協働で

きる基盤づくりをしていく。 

また、八王子市環境基本計画では、地区ご

とに環境市民会議を設けており、緑地保全、

ゴミ減量化などの地域の環境問題を行政と協

働していく機会がある。従って、環境市民会

議をシビック・センターごとに再編し、環境

保全について市民と行政が協働で参画してい

く機会をつくることも一案である。そのこと

により、地域が独自のまちづくりの文化を創

造し、コミュニティ活動の活性化に結び付く

ことにもなる。 

以上のことを踏まえて、シビック・センタ

ーは、地域資源を掘り起し、市民参画の土壌

づくりをしていくために、ＮＰＯ、ボランテ

ィア、サークルなどの団体の自主活動支援、

生涯学習活動の支援をしていき、これらの団

体と様々な分野において協働で事業を実施す

る機会を増やしていくことである。そして、

このことにより市民が身近な地域活動をする

きっかけとなり、行政と協動していくシステ

ムづくりに寄与していくことにもつながる。 

 
（４）シビック・センターの事務内容 

シビック・センターの組織形態は、４つ（中

央シビック・センター、南大沢シビック・セ

ンター、高尾シビック・センター、西八王子

シビック・センター）とも、部長級の所長を

置き、市民サービス課、市民相談窓口課、税

務サービス課、子育て支援課、健康福祉サー

ビス課、まちづくり調整課、地域協働推進課

を設ける（図表６①）。そして、従来の行政組

織にみられがちな縦割り型の組織ではなく、

市民サービスの向上を目指した横断的な組織

にし、シビック・センター内の各課、本庁、

他の出先機関との連携を密にした組織的分権

モデル方式にしていく。 

以上のように、シビック・センターでは、

市民に身近で不可欠な市民サービスを提供し

ていくだけではなく、所在する地域の特性に

合わせたサービスを提供していく（図表６②）。

そして、地域の特性に応じたサービスを行う

ことにより、効率的な行政組織となり、効果

的な市民サービスを提供できる。 

 
おわりに 

  
本章では、「バス路線」と「乗降客数の多い

駅」を検証し、人の流れの中心となる場所を

地域の核と考え、行政機関をシビック・セン

ターとした。さらに市民サービスにおけるワ

ンストップサービスを拡充させていきながら、
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市民と行政との協動の結節点であるシビッ

ク・センターの重要性について触れてきた。

そして、シビック・センターは単なる「出先

機関」ではなく、市政における民意の吸収、

地域における社会的合意形成の場であり、多

様な市民サービスを具体的に市民に提供する

機能を有するものにしていかなければならな

い（注６）。そのためには、シビック・センタ

ーの組織が縦割り型ではなく、市民サービス

の向上を目指した横断的な組織にしていくこ

とが不可欠である。 
行政運営が独自に自らの意思と責任で地域

内の諸問題や諸課題を解決、処理していくた

めに、市民に対して身近な事務を本庁からシ

ビック・センターに移譲させていくうえで重

要なことは、市民の声を反映しやすいユニッ

トとして、シビック・センターが市民のニー

ズを把握し、政策課題の発見・出発点となり、

その政策の効果に対する説明責任を果たして

いくことである。 
そのことにより、都市内分権が現実的なも

のとなり、市民サービスが向上し、効率的な

行政運営を可能なものとし、八王子市独自の

自治制度になるものと考える。 
 
注 

１）八王子市における「地域事務所」は、地方

自治法第155条に基づく出先機関ではない。 

２）西尾勝『行政学の基礎概念』東京大学出版

会、1990 年、129 頁 

３）阿部孝夫『政策形成と地域経営』学陽書房、

1998 年、43 頁－49 頁 

４）組織的分権モデルについては、Ｈ・Ｇ・フ

レデリクソン著、中村陽一監訳『新しい行

政学』中央大学出版部、1987 年、120 頁－

126 頁を参照した。 

５）「はちおうじ出前講座」は、職員が市民の主

催する学習会に講師として出向き、生涯学

習に対する支援と意識の向上を図るとと

もに、市政に対する理解を深めることを目

的とした講座である。 

６）羽貝正美「地方政府の確立と基礎的自治体

の政治的機能」八王子市都市政策研究会議

『まちづくり研究はちおうじ』創刊号、

2004 年３月、11頁 
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・ 瀬沼克彰『生涯学習社会への接近―生涯学
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 図表５ 新たなシビック・エリアとシビック・センター 

シビック・エリア シビック・センター 地域の核 交通事情 その他 人口（人） 面積

（㎢） 出 張 所 

中央地域 中央シビック・センター 八王子駅 

石川方面より八

王子駅へバス路

線が集中してい

る。横浜線・八高

線の存在。 

八王子市の中心

市街地であり、商

業・娯楽施設、飲

食店が数多く存

在している。 

146,819  29.948
みなみ野出張所（八王子みなみ野
駅付近へ新設） 
石川出張所（石川市民センター内） 

南東部地域 南大沢シビック・センター 南大沢駅 

多摩ニュータウ

ン通り・野猿街道

を経由するバス

路線・京王相模原

線の存在。 

アウトレットモ

ール・映画館・大

型小売店が充実。 
法務局の存在。 

120,742  24.489
由木東出張所（由木東市民センタ
ー内） 
由木出張所（由木市民センター内） 

南西部地域 高尾シビック・センター 高尾駅 

バス路線がめじ

ろ台・高尾駅へ経

由または集中し

ている。中央線・

京王高尾線の存

在。 

高尾山という観

光資源の存在。 85,294  44.022

館出張所（館市民センター内） 
めじろ台出張所（めじろ台駅へ新
設） 
元八王子出張所（元八王子町に新
設） 

北西部地域 西八王子シビック・センター 現在の本庁 

川口・加住方面よ

りバス路線が秋

川街道・陣場街道

を経由している。

最寄駅の西八王

子の乗降客数も

八王子市内の駅

で第 4位である。 

従前より「市役

所」として市民よ

り認知されてい

る。 

176,968  87.851

台町出張所（台町市民センター内） 
長房出張所（長房市民センター内） 
中野出張所（中野市民センター内） 
川口出張所（川口市民センター内） 
恩方出張所（恩方市民センター内） 
加住出張所（加住市民センター内） 

28 

 ※人口データは平成 16年 1月 1日現在の住民基本台帳データである。 
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図表６  シビック・センターの分掌事務 

①シビック・センターで取り扱う共通の市民サービス 

課 名（仮称） 事  務  内  容 

市民サービス課 

 

転入転出各種手続、住民票・印鑑登録・印鑑登録証明、母子手帳の交付、
戸籍の届出・謄本・抄本発行、住居表示（住所の付定・変更・廃止、街区
の変更・修正）、外国人登録（外国人の新規登録・切替・住所変更、外国
人の印鑑登録、登録原票記載事項証明書の交付、印鑑登録証明書の交付）、
老人医療証交付・再交付、介護保険証交付、飼い犬の登録、指定保養所利
用受付、国民健康保健・国民年金・介護保険に係る届出及び証明、国民健
康保険税の収納、住民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税などの税
証明、固定資産の各種台帳の閲覧、原付の登録・廃車、公共施設の貸出し
受付、市主催の公演事業のチケット販売 

市民相談窓口課 市政に関する市民の要望・陳情・苦情等の処理及び連絡調整・その他の広

聴、情報公開サービス（情報公開に係る請求書・個人情報の本人開示及び

訂正の請求等に係る請求書の受付、行政文書・個人情報の閲覧等の紹介・

情報提供）、シビック・センターの行政資料コーナーの閲覧・コピーサー

ビス 

税務サービス課 税務相談、住民税の確定申告の受付、固定資産税・都市計画税の評価及び

課税、市税の収納 

子育て支援課 子育て支援に関する総合的な相談、乳幼児医療費助成の交付、児童扶養手

当の新規申請、児童育成手当の新規申請、児童手当及び特別児童手当の申
請・給付、一人親家庭医療助成費助成の新規申請及び交付、保育園入園に
関する相談・受付、私立幼稚園の紹介及び園費の補助、就学援助に関する
相談・受付、学校（市立小・中学校）選択・高尾山学園に関する相談、児
童館・学童保育所の相談・紹介、奨学金の支給、入学資金の融資斡旋 

健康福祉サービス課 福祉に関する申請の受付、介護保険・高齢者福祉サービスの相談、障害者
（児）の生活の援助相談、介護サービス計画（ケアプラン）の相談及び作

成、生活保護の相談・申請 

まちづくり調整課 建築確認に関する事務（建築確認申請書等の受付及び確認済証等の交付、

建築計画の確認及び中間・完了検査、違反建築物の調査・措置、建築の相

談・助言、中高層建物紛争調整）、建築協定・緑地協定の相談、地区計画

の策定、公園・街路樹の整備、公園の新設や改良における施策・事業計画

の策定、生垣・屋上緑化助成、市道の整備、狭隘道路の整備、木造住宅耐

震診断、住宅修築資金融資の斡旋 

地域協働推進課 地域内市民組織との連絡・調整、町会・自治会との連絡調整、町会・自治

会への助成事業、地域防災計画の策定、コミュニティ活動等を含めた市民

に対する生涯学習支援、市民企画事業補助金交付事業の受付・審査、生涯

学習活動に関する市内のＮＰＯ・ボランティア・大学などの教育活動の紹

介、市民活動支援事業に関すること、ゴミの分別収集に関する推進・相談

（ゴミの減量・リサイクルの推進）、環境市民会議に関する支援・助言、

自転車駐輪場の新設・整備の策定、放置自転車・バイクの撤去・保管・処

分、防犯パトロールの支援 

※事務内容欄に明朝体かつ斜体で表示されているのは、既に拠点事務所または事務所で取り扱われて

いる事務である。 
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②シビック・センターで取り扱う地域特性に応じた市民サービス 

市民生活センター名（仮称） 課 名（仮称） 事 務 内 容 

市街地整備推進課 中心市街地活性化に関するまちづくり

の策定、建築物に附属する屋外広告物の

指導・助言 

中央シビック・センター 

経済振興課 消費者センターに関する業務（消費生活

に関わる相談業務及び消費生活に関す

る講座や講習会の講座）、コミュニティ

ビジネスの支援・助成 

南大沢シビック・センター ボランティア推進課 ボランティア活動の相談・情報提供・講

座・体験学習 

観光推進課 高尾山を中心とした観光振興事業 高尾シビック・センター 

獣害課 野生動物の駆除など 

西八王子シビック・センタ

ー 

農林業課 管轄内における農業委員会に関する事

務（農地転用の届出など）、農林業の振

興に関すること、農村環境改善センター

（上川・恩方）の利用受付 

 

 

 

 

 30



●八王子の自治をひらく 

 

第４章 指定都市制度を生かした分権都市づくり 

－政令指定都市移行・市町村合併と新行政区－ 
都市政策研究会議研究員  渡 辺 富士夫

野 村 秀 郎

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

現在、地方では「平成の大合併」が強力に

推進され、基礎自治体の再編が劇的に行われ

ている。合併後の新市の名称をめぐる話題等

が報道に取り上げられることも多く、全国的

に大きな関心事となっている。合併まで円滑

に進んだ枠組みもある一方で、法定合併協議

会を設置しながらも最終的には合併を見送っ

た枠組みもあり、あるべき姿・大きさの基礎

自治体を模索し、地方は大きく激動している。 

例えば、市町村合併が順調に進んだ岐阜県

では、2003（平成 15）年３月末時点で 99 あ

った市町村が、2005（平成 17）年３月末まで

に 47 にまで再編された。その中には、東京都

に匹敵する面積を有する巨大市まで誕生して

いる（高山市）。また、ほぼ全ての市町村が法

定合併協議会にまで進んだ愛媛県では、同じ

間に 70 市町村が 27 にまで再編された。本年

中には、さらに 10 市町が３市町に再編される

見込みで、愛媛県の地図はほぼ全て書き換え

られることになる。このように、地方では「平

成の大合併」は大きな動きとして目に見え、

住民は関心をもたざるを得ない状況である。 

そのような現在進行形の自治体改革の中で、

「補完性の原則」に基づいた基礎自治体の役

割が重要視されているのは間違いのないとこ

ろである。53 万もの人口を誇る八王子市では、

今のところ動きが皆無であるが、今後どのよ

うにあるべきなのか。本章では、指定都市制

度・市町村合併を視野に入れ、八王子市での

「シビック・エリア」の構築について検討し、

基礎自治体・八王子市のあるべき姿を探って

みたい。 

 

１．自立した基礎自治体の確立を目指して 

 

（１）補完性の原則 

2000（平成 12）年４月の「地方分権一括法」

の施行に伴い、従来の中央集権的な行政シス

テムからの脱却を図り、地域づくり・地域財

政における自己決定・自己責任を重視した、

地方分権的なシステム構築の必要性が論じら

れている。 

その主旨をより具現化するために、地域住

民に最も近い存在である市町村、すなわち「基

礎自治体」の強化・充実が望まれている。こ

れは、少子・高齢社会へと変動する社会情勢

を生き抜くために、同時に、個性豊かな地域

社会を形成するために不可欠と言ってよい。 

では、こうした基礎自治体の強化を図ろう

とするとき、どのような原理を基礎に据える

べきであろうか。本章では「補完性の原則」

に注目したい。 

「補完性の原則」とは、行政の基本は基礎

自治体であり、そこで実現できないことや広

域的なことを都道府県（広域自治体）が担い、

地方でできないことのみ国が行うというよう

に、大きな単位が小さな単位を「補完」して

いく地方分権の行動原理である。これをより

小さな方向から考えてみると、個人自らが実

現できることは個人が行い、個人で不可能な

ことは家族が行い、家族で不可能なことは地

域住民が行い、さらにその単位では不可能な

ことや非効率的なことを最も身近な行政であ

る基礎自治体が担っていると言うこともでき

る（注１）。 

地域住民と行政が対等な関係の中で、それ

ぞれができること・なすべきことを考え、地

域のことは地域で考え、行政は行政でその活

動の社会的意義を再確認しつつ、自己決定・

自己責任を基本に活動していく。今求められ

ている地方分権とは、そのようなみんなで進

める地域づくりのしくみではないか。 

 

（２）分権改革と自治体の規模・能力 

では、実際の状況はどうであろうか。分権

改革の最近の動向をみておきたい。 
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今日の分権改革は国主導の強引な権限移譲

の様相を呈し、「補完性の原則」が志向する住

民主体の分権とは相反している感が強い。今

後、分権の主体たる基礎自治体の行政施策に

「補完性の原則」をどこまで応用できるか、

新しい地域像をどのように描き、どのように

つくりあげていくかという点で、今まさに地

域独自の知恵が求められているのである。 

他方、基礎自治体が主体的に行政運営を担

っていくためには、規模と体力のある自治体

の方が有利である。ここでいう規模とは、そ

の基礎自治体の人口・面積を指し、体力とは

行財政力を指す。すなわち、ただ規模が大き

いだけではなく、それに見合った権限及び財

源が必要になる。中でも財源の確保は、財政

状況が逼迫している基礎自治体にとって最大

の問題と言えよう。 

この問題は、八王子市が直面する課題でも

ある。本市は、1997（平成９）年、東京都内

で唯一中核市移行の名乗りをあげたが、数次

に亙る東京都との折衝で、大きな壁となって

いた財源問題を調整できず、2000（平成 12）

年２月の市議会定例会で中核市移行の凍結を

表明した苦い経緯がある。仮に権限を国や都

道府県から譲渡されたとしても、それに必要

な財源がなければ行政サービスの低下を招く

ことになり、直接影響を受けるのは、誰でも

ないその基礎自治体に住む地域住民である。 

今、地方自治体は、「三位一体の改革」とい

われる税源移譲・補助金削減・交付税改革に

おいて、権限の移譲とそれに伴う財源の確保

を国に対し求めている。補助金改革について

地方六団体は、閣議決定に基づく政府の要請

を受け、「国庫補助負担金に関する改革案」を

まとめ、2004（平成 16）年８月 24 日に政府

に提出している。この改革案をもとに国と地

方とで協議が重ねられたものの（同年９月 14

日以降）、各省庁が内閣官房等に提出した代案

の内容（同年 10 月 28 日）は、現行の国庫補

助負担金を維持するゼロ回答、交付金化、補

助率の引き下げという、地方の改革案とは程

遠いものであった。 

それでも国は、総務省を旗頭に合併特例債

の発行等の優遇処置を取り、積極的な市町村

合併政策を推し進めている。後に述べるが、

この「平成の大合併」によって、2004（平成

16）年 12 月時点での基礎自治体数は 3000 を

切るまでに至った。このように国は規模と体

力ある基礎自治体を増やそうと懸命であるが、

各省庁においては、補助金・交付金等の削減

による税源移譲に関し、自らの権益を保守す

るため改革に難色を示しており、国が一体と

なって分権改革を推進しているようには到底

思えない。 

2004（平成 16 年）11 月 26 日、政府・与党

で合意された三位一体改革の全体像（最終案）

が示されたが、全国知事会会長の梶原・岐阜

県知事の「60 点ぐらい。改革の精神が強く感

じられず、先送りされたものも多いので、評

価も先送りする」というコメントにみられる

ように、国からは地方が満足のいく回答を得

られていない。 

このように、地方制度全体の改革は今なお

途上にある。しかしながら、今後、分権改革

をさらに進める中で、「補完性の原則」という

点から、自治体の「規模と体力」の充実を図

ることがまず何よりも重要であるとすれば、

現行の都市制度の枠の中で、その可能性を探

ることもまた不可欠であろう。 

こうした視点に立つと、国や都道府県との

間に垂直的な問題を残しながらも、現行法上、

基礎自治体としては最大の権限と財源を擁す

る「指定都市(注２)」が注目される。以下で

は、この指定都市制度に焦点を合わせ、その

可能性や今後の課題、八王子市にとっての意

義や合併を想定した場合の行政区のあり方に

ついて考察したい。 

 

２．指定都市制度の動向と制度活用の意義 

 

（１）指定都市をめぐる最近の動き 

大都市においては、人口や産業の集中に伴

い、市民ニーズも高まり、また、質的にも高

度で多種多様な行政サービスが必要となって

くる。そのため、地方自治法その他の法令で、

行政制度及び財政制度に一般とは異なる特例

を定め、市民生活に関係の深い事務や権限を

都道府県から大都市に移譲し、大都市行政の

合理的・能率的な運営及び市民福祉の向上を

図る目的で制定されたのが指定都市制度であ

る。現在、札幌・仙台・さいたま・千葉・川

崎・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・
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北九州・福岡の計 13 市が指定を受けている。 

これまでは、人口 100 万以上または近い将

来これを見込める人口 80 万以上の市が指定

されてきたが、市町村合併を進める国の方針

により、2005（平成 17）年３月までに合併し

た自治体に限り、弾力的な指定を検討すると

いう方針が出されている（注３）。これにより、

静岡市・清水市の合併で 2003（平成 15）年４

月に誕生した（新）静岡市は、人口 70 万で指

定都市の指定を受けることとなった（注４）。

り人口 78 万となった（新）新潟市をはじめ、

浜松市周辺・堺市等で、合併型指定都市の誕

生が見込まれている（注５）。 

ただし、人口要件だけでなく、大都市の

この他にも、本年３月に 13 市町村の合併によ

経

営

ところで、現在既に指定を受けている 13

に対応できる行財政能力や都市的形態・機

能を備えていなければ、指定都市に移行でき

ないことは言うまでもない。今後の市町村合

併や道州制をめぐる議論の動きによっては、

地方自治法に規定される人口 50 万以上で指

定都市に移行可能になることも想定される。 

2004年10月1日現在の推計人口

数 平均人口

札幌市 1,860,379 1,121.12 10 186,038 北海道 5,675,509 32.78

仙台市 1,025,714 788.09 5 205,143 宮城県 2,370,985 43.26

さいたま市 1,065,198 168.33 9 118,355 埼玉県 7,063,942 15.08

千葉市 918,364 272.08 6 153,061 千葉県 6,047,388 15.19

川崎市 1,306,021 144.35 7 186,574 神奈川県 8,740,136 14.94

横浜市 3,555,473 434.98 18 197,526 神奈川県 8,740,136 40.68

名古屋市 2,202,111 326.45 16 137,632 愛知県 7,205,625 30.56

京都市 1,464,238 610.22 11 133,113 京都府 2,645,451 55.35

大阪市 2,633,685 221.96 24 109,737 大阪府 8,839,699 29.79

神戸市 1,519,878 551.40 9 168,875 兵庫県 5,591,881 27.18

広島市 1,144,433 742.02 8 143,054 広島県 2,879,313 39.75

北九州市 1,000,136 485.55 7 142,877 福岡県 5,059,670 19.77

福岡市 1,391,146 340.03 7 198,735 福岡県 5,059,670 27.49

指定都市計 21,086,776 6,206.58 137 － － － －

13市平均 1,622,060 477.43 11 153,918 － － 33.95

東京都 12,451,966 4.44

（多摩地域） 4,034,975 13.72

＊ 八王子市＋日野市 727,570 213.84 － － （多摩地域） 4,034,975 18.03

＊ 八王子市＋多摩市 699,795 207.39 － － （多摩地域） 4,034,975 17.34

＊ 八王子市＋日野市＋多摩市 873,903 234.92 － － （多摩地域） 4,034,975 21.66

＊ 新・新潟市 782,991 649.95 7 111,856 新潟県 2,448,025 31.98

静岡市 702,499 1,374.05 3 234,166 静岡県 3,799,809 18.49

＊ 新・浜松市 802,875 1,511.17 7 114,696 静岡県 3,799,809 21.13

＊ 新・堺市 833,409 149.99 7 119,058 大阪府 8,839,699 9.43

＊＝指定都市を目指す市・地域及び本章で提案する合併パターン

※各市及び都道府県のホームページを参照した。

※札幌市及び北海道の人口データは、住民基本台帳に基づく2004年9月末日現在

※静岡市は2005年4月1日に指定都市に移行予定

※新・新潟市＝新潟地域合併協議会参加市町村及び新津市（2005年3月21日合併）

※新・浜松市＝天竜川・浜名湖地域合併協議会参加市町村（2005年7月1日合併予定）

※新・堺市＝堺市及び美原町（2005年2月1日合併）

＊

市　名
人　口
（人）

所属県

八王子市 553,462 186.31 7 79,066

面積
（ｋ㎡）

図表１　指定都市等の人口及び県内人口占有率

県の人口
（人）

県の人口に
占める割合
（％）

行政区

 33



市の人口を合わせると、2000 万を超えており、

こ

現在、全国には 700 を超える市があるが、

超えているのはわずか

25

が、対都道府県人口比では、そ

の

る

るから、（特別 23 区と

い

な行政経営体への再編分割 

そこで、効率的な行政運営を目指して、最

検

）。しかし、筆

者

しての基礎体力が落ちて

し

区制度の限界点 

しかしながら、現行の地方自治法下では、

あるが、そこに

「

務吏員の中から指名される

と

れは日本の人口の６分の１に相当する。言

い方を変えれば、日本人の６人に１人は指定

都市制度を適用された基礎自治体に居住して

いるわけである。元々は、特例的に制定され

た指定都市制度も、既に特例制度とは言い難

い状況になっており、上述のとおり、さらに

多くの指定都市の誕生が見込まれていること

から、今後はより一般的な都市制度のひとつ

として、さらに活用されていく可能性がある。 

 

（２）都市の肥大化 

その中で人口 50 万を

市に過ぎない。地方において、50 万都市と

言えば、各県において相当な人口占有率があ

り、圧倒的な存在感と影響力を持つ大都市と

言えよう。 

もちろん、八王子市も人口 50 万超を誇る大

都市ではある

値は５％にも満たない数値になってしまう。

50 万都市であるにもかかわらず、この程度の

値になってしまうのは、東京都には 23 区とい

う日本最大の人口過密「都市」が存在するか

らである。しかし、これを多摩地域だけに絞

って考えてみると、その値は 14％にまではね

あがる。多摩「地域」とは言っても、人口だ

けでみれば 400 万を超えており、これは他道

府県の中でみれば、人口の多いトップクラス

の「県」とみなすこともできる（注６）。 

ここで、指定都市の対都道府県人口比をみ

てみると、地方では圧倒的な人口占有率を誇

指定都市も、人口が集中する首都圏では（横

浜市を別にすれば）、その値は 15％前後にな

っている（図表１）。その値が近いということ

から考えると、首都圏に属する八王子市も、

首都圏内の指定都市と同様の問題を抱えてい

ると言えるのではないか。つまり、ひとつの

都市自治体としては「既に肥大化している」

ということである。端的に言うと、都市とし

ての効率的な運営は難しい状況に陥っている

ということである。 

指定都市制度はこのような問題を解決する

ために存在するのであ

う特殊性を排除したあとの）対都道府県人

口占有率という点で、首都圏内の指定都市並

みである八王子市も、同じような問題を抱え

ている状況があるであろう、という逆からの

推論である。 

 

（３）最適規模

適規模な団体（行政経営体）への再編分割を

討する必要がある。その方法論は後述する

が、ここではまず、行政経営体としての最適

規模について考えてみたい。 

様々な論文や資料では、13～17 万人といっ

た数字を見ることが多い（注７

は、行政運営に最適な人口規模として、そ

れよりも一回り小さい規模を想定し、望まし

い行政経営単位として、「数万人」という人口

規模を提案したい。具体的な数字で言うなら

ば、５～10 万人を考えている。ただし、人口

の集中した首都圏では、その値が 12～13 万人

程度にまで上がってしまうことはやむを得な

いかもしれない。 

しかし、現行の八王子市を単純に分割させ

てしまうと、都市と

まう。そこで、50 万超の人口を抱える都市

としてのダイナミズムを保持したまま、都市

内分権を行う方法論として、指定都市の行政

区制度を活用した再編分割を提言する。現行

法上、最大の権限と財源を有する指定都市に

移行し、かつ、その行政区制度を活用した都

市内分権を目指すわけである（注８）。つまり、

母体としての八王子市の行財政能力を高めな

がら、「シビック・エリア」としての行政区を

構築し、最適規模な行政経営体を実現するの

である。 

 

（４）行政

行政区という「区制（度）」は

区政（治）」があると言えるのだろうか。現

行法制度には、区政への限界点があると言わ

ざるを得ない。 

その中で最大のジレンマは、行政区の区長

が市長によって事

いうことである。つまり、区民の公選によ

るのではない市の職員が、区運営のトップに

立っているという点である。もちろん、問題

は、区長が市の職員であるということではな
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く、市の職員という立場、地方公務員という

地位である。地方公務員は、地方公務員法で

政治的な活動が制限されており、良い意味で

イニシアティブを発揮した区政が担えないこ

とになる。 

そこで、既に川崎市長が提唱している「区

担当助役制」の導入を実現し、各区で責任と

自

区

政区と

連

さて、これまでは、現在の八王子市を前提

政区を活用した都

市

とができる。1867（慶応３）年

の

府県の下に郡区と町

村

の地方自治法のルーツであり、

近

制

の大合併 

既に論じたとおり、2004（平成 16）年 12

町村数は 3000 を割り、

29

は国への依存体

題は自らが責任をもって

解

覚ある行政経営を行えるようにすることを

提案したい。仮に、助役も市長が指名するに

しても、任期のある特別職の助役であれば、

独自の「区政」の展開が期待できるからであ

る。さらに一歩踏み込んで、区民から選ばれ

た人材を助役に任用する方法を取れば、より

住民主体の自治に近づくと言えよう（注９）。 

ただし、現行法下では、特別職の助役をそ

のまま区長にはできないため、事務吏員たる

長も存在せざるを得ず、区担当助役と区長

とのバランス関係が難しいという問題は残る。

根本的には、法制度を改正し、区長を事務吏

員に限らないようにすべきである。 

また、あくまでも都市内分権としての区で

あるので、母体としての市及び他の行

携・協調しながら、行政運営を行っていく

必要がある。その中で、都市内分権の拠点た

る区の自治（区政）を目指していきたい。 

 

３．市町村合併 ～基礎自治体の再編～ 

 

（１）過去の市町村合併 

として、指定都市制度の行

内分権について検討してきた。本節以降で

は、合併をも視野に入れたときに、八王子市

の規模と体力をいかに充実することができる

のか、また、その上で都市内分権をどのよう

に実現し得るのかについて考えてみたい。は

じめに、これまでの合併の歴史を振り返るこ

とにする。 

市町村合併の歴史は、明治時代初期にまで

さかのぼるこ

大政奉還からわずか４年後の 1871（明治

４）年、明治政府が行った「廃藩置県」によ

り、地方は３府 302 県に再編された。藩主に

代わり、府知事・県令が中央から派遣され、

官吏による中央集権型行政システムが構築さ

れていくことになる。 

その後、1878（明治 11）年に公布された「郡

区町村編成法」により、

という二段階の自治制度が作られるが、100

戸以下の非常に小さな自然発生的な町村が多

く、その数７万１千余りの小規模町村が乱立

していた。 

1888（明治 21）年、こうした状況を打開し

ようと、今日

代的地方自治制度の原型となる「市制町村

制」が制定された。また、内務大臣訓令によ

り、戸籍管理・小学校運営等を基礎にし、300

～500 戸を合併基準として全国的に町村合併

を行った。これにより町村の数は１万６千弱

にまで整理・統合される（明治の大合併）。 

戦後、1947（昭和 22）年に現在の地方自治

の基本となる「地方自治法」が施行され、新

中学校の設置管理や消防・保健衛生の事務

等が市町村の事務とされたため、行政事務の

効率化を図るため町村の合理化が進められた。

1953（昭和 28）年制定の「町村合併促進法」

では、町村はおおむね 8000 人以上の住民を標

準とし、さらに、1956（昭和 31）年制定の「新

市町村建設促進法」では、当時の市町村数を

約３分の１に減少することを目途とし、実際

に約 9800 の市町村がその目標数値に近い

3900 あまりに減少した（昭和の大合併）。 

 このように、市町村の数は、近代化当初の

約７万から 1950 年代の３千数百へと、主とし

て行政効率化を目的に大幅に減少してきたの

である。 

 

（２）平成

月末日現在、全国の市

27（市 712・町 1734・村 481）となってい

る。1995（平成７）年に「市町村の合併の特

例に関する法律」が改正されたことにより、

平成に入って合併は急速に推し進められてき

たが、その背景には明治・昭和の大合併のよ

うな行政事務の効率化のみならず、次に示す

ような複数の要因がある。 

①地方分権の推進 

地方分権により、市町村で

質を改め、地域の問

決していくという「自己責任・自己決定の

原則」に基づいた行財政の運営・管理が求め
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られている。これを可能にする新しい体制の

整備の一方法として、市町村合併が選択され

ているのである。しかし、分権改革により一

定の権限移譲が行われたものの、それに見合

うだけの税源等の移譲がなされていないため、

財源の裏付けが不十分であるという問題も抱

えている。 

②生産年齢人口の減少 

国立社会保障・人口問題研究所が、2002（平

将来推計人口による

と

わせた借金（長期債務残高）

成 15）年度末で約 686 兆円に達

し

営と構造改革に関する

4」の中で「地方分権の推進、地

方

のであ

ろ

村

ング 

2003（平成 15）年３月、東京都（総務局行

村合併」とい

う

町村同士のゾーニングとして「①広域

ゾ

市＋日

野

合併案 

以下では、都のゾーニング案を参考にしつ

案として、具体的な

４

成 14）年１月に推計した

、日本の総人口は 2006（平成 18）年にピー

クを迎え、その後は減少に転じると見込まれ

ている。また、年齢別で見てみると、2050（平

成 62）年には、生産年齢と呼ばれる 15 歳か

ら64歳までの人口が現在より約40％減少し、

逆に 65 歳以上の高齢人口が約 60％増加する

と予想されており、少子・高齢社会がさらに

進む見込みである。こうした人口構成の変化

に伴う労働力の減少によって、税収・社会保

険・年金等の社会保障制度等への影響も懸念

されている。 

③財政危機 

国と地方を合

は、2003（平

、そのうち地方の借金は約 199 兆円と見込

まれている。今後は地方交付税の減額や人口

減少による税収の伸び悩みにより、国・地方

の財政状況はさらに悪化することが予想され

る。今後も厳しい財政運営に直面していくこ

とは避けられない。 

④国の姿勢 

政府は、「経済財政運

基本方針 200

の再生･活性化を図るためには、住民に身近

な自治体である市町村の行財政基盤を強化す

ることが不可欠であり、市町村合併を引き続

き強力に推進する」としており、国の施策と

して「市町村合併」を掲げている。 

こうした背景の下、現在進められている

「平成の大合併」は今後どこまで続く

うか。それは、八王子市には無関係なこと

なのであろうか。これまで、庁内及び議会に

おいて合併について取り上げられることはあ

ったものの、市民をも含めた市全体で、合併

について考える機会はあったのであろうか。 

1917（大正６）年９月１日の市制施行以来

今日に至るまで、小宮町をはじめ周辺の９町

と合併し、面積 186.31ｋ㎡にまでその規模

を拡大してきた八王子市内では、事実上、他

市の区域と生活圏を共にしている地域もある。

高倉町・高月町・鹿島等では、それぞれ隣接

する日野市・あきる野市・多摩市と生活圏が

一体化し、ボーダーレスな状況になっている。

生活圏を共有する隣接市との合併は考えられ

ないのであろうか。次節では八王子市の合併

について検討してみたい。 

 

４．「新八王子市」考 

 

（１）都の市町村ゾーニ

政部市町村課）が「東京の市町

冊子を発行している。多摩地域でこれまで

に行われてきた市町村合併に関する歴史等の

他に、2001（平成 13）年 1月に東京都が作成

した「市町村のゾーニング」が掲出されてい

る。このゾーニングについて確認しておきた

い。 

まず、広域的に地域的なつながりが認めら

れる市

ーニング（６ゾーン）」が挙げられ、次いで、

人口 20 万を目安に広域ゾーニングの６ゾー

ンをさらに細分化（２倍）したゾーニングと

して「②細分化ゾーニング（12 ゾーン）」が

挙げられている。そして、細分化ゾーニング

（12 ゾーン）から人口 30 万を超える八王子

市と町田市を除いたゾーニングとして「③細

分化ゾーニング修正型（11 ゾーン＋現行２

市）」が示され、全部で３パターンのゾーニン

グ案が提案されている（図表２）。 

八王子市に関しては、①八王子市＋日野市

＋多摩市＋稲城市＋町田市、②八王子

市、③八王子市単独（既に人口 30 万超であ

るため）という 3パターンが掲げられている。

旧南多摩郡を中心に考えられたゾーニング案

と言えよう。 

 

（２）具体的な

つ、それを一部修正した

つの合併案を提示してみたい。 
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（ａ）八王子市＋日野市 

〔人口 73 万；面積 214ｋ㎡〕 

ＪＲ中央線・京王線・国道 20 号・中央自動

川という自然の流

れによ 、市境

（

うかもしれない。しかし、

日

を共に担っ

ある。とりわけ八

王子市 に融合

しており、生活圏の一体化が顕著に見て取れ

る。ここでのまちづくりをさらに一体的・総

合的に進めていくためには、有効な合併であ

併も考えられる。ただし、多摩市を

市合併案

も当然 ；面積

25

・南多摩というように旧所属郡

も

しかし、これらの自治体が互いに密接な関

ーニング

構　成
人口
（人）

面積
（K㎡）

構　成
人口
（人）

面積
（K㎡）

1 武蔵野市、三鷹市 2市 313,871 27.23

2 府中市、小金井市 2市 354,690 40.67

3 国分寺市、国立市 2市 189,063 19.63

4 調布市、狛江市 2市 291,727 27.92

5
小平市、東村山市、清瀬市、
東久留米市

4市 516,635 60.74

6 西東京市（田無市、保谷市） 1市 187,819 15.85

Ⅲ 7
立川市、昭島市、東大和市、
武蔵村山市

4市 427,112 70.62 4市 427,112 70.62

8 八王子市、日野市 2市 727,570 213.84

9 町田市、多摩市、稲城市 3市 626,932 110.67

10 青梅市、奥多摩町 1市1町 149,265 328.89

11 福生市、羽村市、瑞穂町 2市1町 151,219 36.98

Ⅵ 12
あきる野市、日の出町、
檜原村

1市1町
1村

99,072 206.84
1市1町
1村

99,072 206.84

③細分化修正型

－ A 日野市、多摩市、稲城市 － － － 3市 396,032 66.58

※　2000年国勢調査に基づく2004年10月1日現在の推計人口による

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ

8市

5市

5市

3市2町

1,149,351

704,454

1,354,502

300,484

115.45

76.59

324.51

365.87

①広　域 ②細分化

関　係　市　町　村
広

域

細
分
化

車道という交通動脈及び浅

って、線としても緊密に繋がり

面）も多く接する自治体同士の合併案であ

る。高倉町・旭が丘付近では、街が完全に連

たんしており、また、石川町・日野台付近で

は、同一の工場地帯を形成している。生活圏

の一体化と街の融合度合いの高さの例は、枚

挙に暇がない。 

ややもすれば、人口比・面積比から考えて、

日野市民の方々は「吸収」合併のようなイメ

ージを持ってしま

野市も十分な行財政能力を備えた、体力あ

る基礎自治体であるため、筆者は調和した合

併が可能であると考える。少なくとも、小規

模自治体が大都市に「飲み込まれる」ような

イメージの合併はあり得ない。 

（ｂ）八王子市＋多摩市 

〔人口 70 万；面積 207ｋ㎡〕 

多摩ニュータウンのまちづくり

ている自治体同士の合併で

の由木地区は、多摩市とは完全

ろう。 

（ｃ）八王子市＋日野市＋多摩市 

〔人口 87 万；面積 235ｋ㎡〕 

上述の二案を合体させた案である。日野市

と多摩市も密接した関係にあるため、この三

市での合

中心に考えれば、稲城市を含んだ４

に出てくるであろう（人口 95 万

3ｋ㎡）。やや広域になってしまう危惧を感

じるかもしれないが、全国的にみれば、面積

250ｋ㎡前後では極めて小さな指定都市であ

る。逆に、首都圏内の指定都市としては、ス

タンダードなサイズであるかもしれない。 

（ｄ）八王子市＋あきる野市（＋福生市＋昭

島市･･･） 

この案に関しては、複数のパターンがあり

得るため、人口や面積までは示さないが、多

摩川を越えた合併パターンも考えてみたい。

多摩川という大きな線で分断されており、北

多摩・西多摩

異なるため、これまであまり考えられたこ

とのない合併案と思われる。 

図表２　東京都のつくった多摩地域ゾ
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係にあることは事実である。例えば、八王子

市の加住・川口地区の住民はあきる野市（秋

川駅前）に日常行動（買い物等）に出かける

ことが多く、高月町は八王子市中心部とは加

住丘陵で分断され、あきる野市との方が平坦

に

つ、八

王

した最適規模な行政経営単位（数万

）も考慮した区割になっている。 

市

区割り

を

を目指した論議の場を 

「平成の大合併」が進む中、これまでに一

併の要請が

あ

視点に立って論議の場

を

図 り案

仮称区名

中央区
（八王子区）

八王子駅
北口

71,000
本庁管内のうち、浅川以北・
緑町を除いた地域

主に中心市街地を対象とした区政

小宮区 大和田町 54,000
本庁管内のうち、浅川以北
かつ国道16号以西の地域及
び石川事務所管内

日野市と合併した場合、日野市の一部（旭ヶ丘・日野台・
新町等）と新たに効率的な行政区を作ることも考えられる

北区
（川口区）

中野町
（甲の原）

65,000
本庁管内のうち、浅川以北
かつ国道16号以東の地域及
び川口・加住事務所管内

農林業や自然保護を考えていく区政
あきる野市と合併した場合、高月町はあきる野市の一部
と新たに行政区を作ることも考えられる

西区
（陣馬区）

四谷町
交差点付近

67,000 元八王子・恩方事務所管内
農林業や自然保護を考えていく区政
夕やけ小やけの里・陣馬高原を観光資源として活用する

高尾区 高尾駅 101,000
浅川・横山・館事務所管内
（大船町を除く）

高尾山の観光も視野に入れた区政

南区
（由井区）

八王子
みなみ野駅

77,000
北野・由井事務所管内及び
緑町・大船町

大船町は、今後「みなみ野」開発の一部に入ってくる地域
と考える

東区
（由木区）

南大沢駅 99,000
由木・由木東・南大沢事務所
管内

多摩市と合併した場合、鹿島・松が谷は多摩市の一部
（多摩センター駅周辺）と新しい行政区を作ることを考える

繋がっている。また、その加住丘陵の山々

の地主には、あきる野市在住の方も多い。昭

島市とは、ＪＲ八高線・国道 16 号等の幹線公

共交通で繋がっており、小宮地区を中心に昭

島方面に生活圏を有する人は多い。 

もちろん、それだけの理由で合併できるわ

けではないが、案のひとつとして挙げておき

たい。 

 

（３）合併を視野に入れた新行政区割り案 

これまでに示した合併案を考慮しつ

子市の都市内分権の拠点たる行政区として、

図表３のような区割り案を提案したい。これ

は、前述

人

また、この試案はあくまでも現行の八王子

の市域をベースにしたものではあるが、将

来的に合併が実現した場合に、合併市の一部

とさらに発展的な新区を作ることもできると

いう考えに基づいている。というのは、市町

村合併を行った場合、旧市域内ごとに

するのではなく、新たに統合された新市域

の全体で市民生活に適合した区割り（シビッ

ク・エリア）を考えていくべきであると考え

るからである。 

 

５．指定都市移行

表３　合併を視野に入れた八王子市行政区割

区役所位置 人口規模 区の範囲

 

（１）中長期的な視点に立って 

度だけ他自治体から八王子市に合

った。ただし、本格的な協議に進む前にこ

の可能性は消えている。実際問題としては、

越県で非常に難しい合併パターンであったた

め、協議しても早晩難航したであろうし、合

併そのものは不調和に終わったものと思われ

る。しかし、近未来の八王子市のあり方につ

いて、市民を含めた市全体で具体的に考え、

議論し、動いてみる良い機会が失われたこと

自体は悔やまれる。 

筆者はここで、指定都市移行・市町村合併

に関して、中長期的な

作ることが重要である、ということを改め

て強調したい。多摩地域では合併の動きが皆

無に近いが、本当にそのままで良いのであろ

うか。地方では激変している「自治体再編」

を、我々は傍観するような立場なのであろう

か。 

何が何でも合併を目指す、というのは誤っ

地域特性・将来展望・その他
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た見解であるが、合併についての真剣な議論

の場（複数市町村による研究会や任意協議会

等）がなかったことは事実である。多摩地域

の自治体も合併し、指定都市体制へ移行し、

自治体としての基礎体力を強化するというこ

とを考えてみても良いのではないだろうか。

実際それに向かうべきか否かは、それから検

しても遅くはないであろう。拙稿がそのた

 

 

市

移

ベースにした多摩地域の再構築（リストラ

グ）も先導していくよう提言する。 

市に移

違いない。 

今後もこの制度について研究を進め、他市

向にも注目していきたい。 

注 

２）

併

４）

５） ないものの、岐

る。 

７）

８）

号・都

９）

施行令第

174 条の 43 に規定される、事務吏員から選

ばれる区助役のことではない。 

証

めのきっかけになれば幸いである。

（２）多摩地域のリーダーとして 

特に、八王子市が合併のパートナーと考え

うる市町村に、指定都市移行のメリットを伝

えていくことは重要である。なぜならば、指

定都市移行ということを念頭に置くならば、

50 万超の人口を誇る八王子市抜きではあり

得ないからである。効率的で安定した地方自

治の確立を目指していくためには、指定都

行が大きな選択肢であることを、隣接自治

体と共に考えていくことは必要である。 

今後、道州制の導入も検討される等、自治

体再編の動きはまだまだ大きな流れとして続

くものと思われる。そうした中で、基礎体力・

都市としての規模・財源・権限、全ての面で

強化しておく必要がある。繰り返しになるが、

現行法制度下で最大の権限と財源を有する基

礎自治体が指定都市である。多摩地域のリー

ダーとして、八王子市はその制度を生かした

まちづくりを検討し、併せて「補完性の原則」

を

クチャリン

 

おわりに 

 

 2003（平成 15）年にさいたま市が指定都市

に移行して以来、多くの市（地域）が指定都

市に移行しようという動きを見せている。本

年４月に移行が決定している静岡市をはじめ、

（新）新潟市も 2007（平成 19）年前後にはそ

の指定を受けるであろう。既述のとおり、他

の多くの市（地域）でも指定都市移行を目指

した動きがある。これらの市は、（合併を行う

前は）八王子市と同程度の人口規模であるが、

このような規模の都市自治体が指定都

行しようとするのはなぜなのであろうか。筆

者の関心はそこから始まっている。 

 それは、「基礎体力の強化」と「都市内分権

（シビック・エリアの構築）」という、一見相

反する事象を同時に成立させることができる

からではないだろうか。都市が肥大化すれば

必ずと言ってよいほど起こる問題を、解消し

うる手段を内包しているのが指定都市制度な

のである。本来は、そのために作られたのが

この指定都市制度であるという逆からの見方

が正論であろうが、いずれにせよ、現在の八

王子市も既存の指定都市と同様の問題を抱え

ており、この課題を解消するひとつの手段と

して、「指定都市制度」があるのは間

 

の動

 

１） 「補完性の原則」については、第５章でも

述べている。 

 地方自治法上の「大都市に関する特例」で

は、単に「指定都市」とされているところ

であるが、中核市や特例市の制度が創設さ

れる以前は、政令で指定される都市制度が

何種類もなかったため、同法第 252 条の 19

に規定される指定都市は、一般に「政令指

定都市」と呼ばれていた。本稿では、同法

のとおり「指定都市」の呼称を用いる。 

３） 首相官邸市町村合併支援本部『市町村合

支援プラン』（2001（平成 13）年８月 30日） 

 2005（平成 17）年４月１日移行予定。 

 現状では人口要件を満たさ

阜市・姫路市・岡山市等でも指定都市移行

を目指した動きがあ

６） 47 都道府県に当てはめてみると、人口は第

10位に相当する。 

 例えば、佐々木信夫『市町村合併』 等。 

 指定都市移行のメリット等については、

『まちづくり研究はちおうじ』創刊

市体制編「政令指定都市～効果的な行政区

を目指して～」を参照されたい。 

 ここで言う「助役」とは、地方自治法第 161

条に規定される市長の補助機関としての

助役のことであり、地方自治法
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●八王子の自治をひらく 

 

 第５章 地方主権をすすめるために 

－補完性の原則と広域連携－ 

都市政策研究会議研究員  長谷川  仁

田 口 啓 明

 

 

 

 

 

はじめに 

 
中央集権的な行政システムは明治維新や戦

後の復興、高度経済成長期において地域間の

格差の是正などに一定の役割を果たしてきた。

しかし、自治体が地域の特色を活かしたまち

づくりをするためには「地域の問題はできる

だけ地域に近いところで解決する」ことが望

ましい。中央から地方へ権限が移譲され、地

方は処理する事務が増えるだけの地方分権か

ら、さらに一歩すすめて自治体が自己の責任

において自らが主体となって意思決定できる

地方主権へ行政システムを再構築する必要が

ある。国、広域自治体および基礎自治体の関

係を再構築するにあたり「補完性（サブシデ

ィアリティ）の原則」（注１）の考え方が注

目されている。 
「補完性の原則」は、個人や地域で解決で

きないことを、地域に最も身近な行政である

基礎自治体（市町村）が担い、基礎自治体で

は実現不可能なことや広域的に処理すべきこ

とを広域自治体（都道府県）が、広域自治体

では難しいことを国が担うというように、大

きな単位が小さな単位を補完していくもので

ある。この用語が広く知られるようになった

のは、マーストリヒト条約（注２）の前文に

明記されたことによるものであるが、民族的、

社会的に歴史を異にし、地方主義が強い欧州

において古くからある概念で、カトリック神

学の教義として成立したものであり、ＥＵ

（ヨーロッパ連合）では集権的な超国家にな

らないようにするための歯止めの原理として

導入されている。我が国においても地方（都

道府県や市町村）がそれぞれの地域の独自性

を保ちつつ、より大きな地域としての統一性

を確保するために必要な社会原理といえる。 
「補完性の原則」では、小さな単位で不可

能もしくは非効率な場合、それを包括する大

きな単位で問題解決にあたることになるが、

問題の解決手段としては、小さな単位が相互

に協力する方法もある。徳川幕府の時代に米

沢藩の財政再建で有名な上杉鷹山という藩主

が藩運営の基本とした考え方に「自らできる

ことは人に頼らず、互いに助け合ってできる

ことはその中で行い、それでもだめなら藩が

助けよう」というものがある。この「自助・

互助・公助」の考え方は個人と藩（公）との

関係を示したものであるが、個人を自治体に

置き換えた場合、自治体間における互助（共

助）の関係や自治体とそれを包括する組織の

関係としても成立し得るのではないだろうか。

ここでの互助（共助）とは、自治体の広域連

携や市町村合併、道州制を指すことになる。 
本章では「補完性の原則」の視点に立った

基礎自治体と広域自治体の関係を八王子市と

東京都の事務権限や財源の分配といった役割

分担のあり方から検討し、また自治体間相互

の協力関係を互助（共助）という観点から考

えてみることとする。 
 
１．東京都の事務と大都市制度 

 
基礎自治体と広域自治体はそれぞれが多く

の事務を担っている。地方主権に根ざした

「まちづくり」をするうえで、都と区市町村

の役割分担を明確にしなければならない。そ

のためには、まず東京都がおこなっている事

務について確認する。 
 
（１）東京都の事務と事務移譲 

都がおこなっている事務は図表１に整理さ

れるように、法令に基づく都の事務、都と区

市町村の共管事務、都の任意事務に分けられ

る。共管事務はさらに、都に義務付けがある

事務、都と区市町村のどちらかが行わなけれ

ばならない事務、都と区市町村の双方が独自

の判断でできる事務に分類され、都の任意事

務は、法令に基づく都事務や共管事務と密接 
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図表１ 都の事務 第二次東京都地方分権推進計画より 

法令に基づく都の事務（個別の法令で都が行う事務） 

都に義務付けがある事務 

都と区市町村のどちらかが行わなければならない事務 

都と区市町村の共管事務（個別

の法令で都と区市町村のいずれ

も行える事務） 都と区市町村の双方が独自の判断でできる事務 

法令に基づく都事務や共管事務と密接な関連がある事務

（上乗せ、拡大〔横だし〕） 

都の任意事務（都の任意の判断

により条例・規則等に基づき行

う事務） 法令に基づく都事務や共管事務と密接な関連がない事務 

 

図表２ 個別法による権限移譲制度 第二次東京都地方分権推進計画より 

特定行政庁（建築主事設置区市町村）となることによって都道府県の権限が移るも

の 
０（４）

保健所政令市の事務・権限 38 

福祉事務所設置町村となることによって都道府県の権限が移るもの ０（６）

その他個別法による権限移譲制度 13（17）

 

図表３ 条例による事務処理特例制度 第二次東京都地方分権推進計画より 

中核市・特例市の事務権限 ８ 

中核市・特例市の権限とされたものを除く都の権限 11 

現在建築主事設置区市の全部又は一部において処理

している権限 
12（19）特定行政庁

への権限移

譲 
新たに、建築主事設置区市町村に移譲を提案するも

の 
５ 

現在特別区において処理しているもの 38 保健所政令

市等への権

限移譲 

新たに特別区又は保健所政令市に移譲を提案するも

の 
２ 

個別法の権限

移譲制度に付

加して、移譲

する事務・権

限 

その他の政令で定める市への権限移譲を提案する事務 ２ 

事務処理特例条例の見直し ２ 

な関連がある事務と関連がない事務に分ける

ことができる。 
東京都は新たな行政需要に対応するため、

広域自治体として実施してきた従来の事務の

一部を基礎自治体に事務・権限を移譲しよう

と動きはじめている。第二次都庁改革アクシ

ョンプラン（2003（平成 15）年 11 月）によ

ると、「区市町村との役割分担の見直しをお

こない積極的に事務・権限を移譲する」とし

ている。具体的には第二次東京都地方分権推

進計画（2000（平成 12）年８月）のなかで

事務・権限の移譲の手法として、中核市・特

例市制度（地方自治法第 252 条の 22 および

26 の３）、個別法による権限移譲制度、条例

による事務処理特例制度（地方自治法第 252

条の 17 の２）、規約による事務の委託制度

（地方自治法第 252 条の 14）の４つを示し

ている。図表２および図表３の数値はこの計 

 

画おける八王子市への事務・権限の移譲の数

を示している（カッコ内は事務・権限の移譲

の総数）。 
個別法による権限移譲制度は「法令の中に

は、都道府県の事務と規定したものについて、

該当する区市町村からの申出等に基づき、政

令による区市町村の指定や都道府県知事との

協議等の手続きを経て、都道府県の事務・権

限の一部を区市町村へ移譲する制度を設けて

いるものがある」とあるように中核市・特例

市制度と同じく区市町村側から権限移譲を求

めることが前提とされている。また、都によ

る財政支援を必要に応じておこなうとされて

いるが、財源措置は「地方交付税で対応す

る」となっている。しかし、財政支援が初期

投資の必要となる場合といった経過措置に限

定されるのであるならば、都内にある市の多

くが地方交付税の不交付団体であるため、財
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政に与える影響を考えた場合、事務・権限の

移譲が市へのメリットとしては働きにくいと

考えられる。一般的な考え方からすれば、都

の法令事務の移譲における財源措置として間

違いではないが、実質的な財源を伴わない事

務・権限の移譲は単に事務・権限の押し付け

と取られても仕方がないのではないだろうか。

このことは、現在、中断している八王子市の

中核市移行が検討された際の大きな論点でも

あった。 
 
（２）中核市移行と経費の負担 

八王子市の中核市移行については、市のホ

ームページのなかで「市は、平成11年度ま
で中核市への早期移行に向けた取り組みを続

けてきましたが、都・市ともに厳しい財政状

況のなか、円滑な移行のための重要課題であ

る移譲事務に係る経費の財政負担について、

主に都の固有事務分について都との協議が調

わず、現在、都・市間の協議は中断していま

す。こうした財政問題や、移行についての市

民合意が必ずしも十分とはいえない現状など

を勘案し、市では中核市移行を当面凍結する

こととしました。」とあるように中核市移行

協議は中断したままである。中断の理由を具

体的にあげれば、（八王子市）「法定事務の移

譲における経費は引き受けるが、八王子市民

も都民税を納税しているため、都単独事務お

よび広域事務として都がおこなっている事務

の経費は都が1/2引き受けるべきである」と

（東京都）「事務・権限の移譲は単独事務な

どを含めて市に移譲するのであって、都の手

を離れた以上、財政問題を含め継続または中

止の判断は『手を上げた』市が独自に判断す

べき」という双方の意見の溝を埋めることが

できなかったということではないだろうか。 
ここには「大都市特例制度が抱える事務事

業の財源」と「移譲される事務事業における

自己裁量の有無」という２つの問題がある。 
最初の問題は中核市の場合、事務・権限の

移譲による負担増に対する財政上の措置は普

通交付税の中核市補正だけであり、政令指定

都市のように地方税、地方譲与税・交付金の

措置が無いため、普通交付税の不交付団体で

あるならば、中核市移行による事務事業の増

加に伴う財源措置は無いことになる。では、

大都市特例制度のなかでは、財政上の措置が

講じられている政令指定都市の場合はどうで

あろうか。『政令指定都市・中核市と合併』

（注３）のなかで堺市の財政シミュレーショ

ンに次のような記述がある。これによると

「財政上の措置による歳入の増加分は基準財

政収入額に算入されるため普通交付税が減額

する。このため、政令指定都市移行による財

政負担を基準財政需要額の範囲にまで抑える

行政努力をおこなわない限り、逆に財政状況

が悪化する」とある。つまり「大都市等の特

例」において、移譲される事務事業に見合っ

た財源が措置されていないのである。 
２つ目の問題は、広域自治体や基礎自治体

にとっては「どちらが実施主体であるか」と

いう事が財源などを含めて極めて重要である

が、一般市民の立場からすれば事務事業が

「実施されること」や「実施にかかる費用」

のほうが、より重要となる。そのため実施主

体が変更されたからといって事務事業を改廃

することは容易ではない。結果的に市の創意

工夫の余地が少なく、また財政的に保障され

ているわけでもないため、事務・権限を移譲

されても自己決定、自己責任といった自律性

を確保できないということになる。そういっ

た意味において「事務事業を中止や縮小する

権限」などの自己裁量権さえないのである。

八王子市の中核市移行協議は「東京都の手厚

い単独福祉政策」を改めて浮き彫りにしたか

たちであるが、今後、協議をすすめるには

「福祉の手厚さ」か「自己裁量」の二者択一

ではなく第三の道を具体的に示す必要がある

のではないだろうか。 
 
２．地方主権を確立するために 

 
地方分権の進捗により基礎自治体の事務量

は増加傾向にあるが、経済情勢は緩やかな回

復傾向にあるものの税収の落ち込みにより財

政はいまだ厳しい状況にある。財源を確保す

るためには①歳入を増やす、②歳出を減らす、

③行政の効率化の３通りしかない。③の行政

の効率化について各市町村とも、不要な事務

事業の廃止・縮減、事務事業の見直しといっ

た行財政改革に取り組んでいる。八王子市で

は八王子市行財政改革大綱のもと、財政白書
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により市の財政実態を明らかにするとともに、

「財政再建計画ステップⅠ（平成 11～13年
度）」、「同ステップⅡ（平成 14～16年度）」
を実施し着実な成果を収めている。平成 17
年度以降も新たな行政需要への対応を見据え

た持続可能な行政運営をすすめていくため

「八王子市中期財政計画（平成 17～19年
度）」を策定し更なる取り組みをおこなって

いるところである。ここでは、分権改革の進

捗状況を確認し、多摩地域として分権をすす

めるための財源について考えることとする。 
 
（１）課税自主権 

法定外目的税は課税の選択の幅を広げるも

のであり、また、住民にとって受益と負担の

関係が明確となるものであるが、新税創設に

ついては、受益と負担を直結させるのである

ならば負担金や分担金、課徴金、使用料など

を十分に検討する必要がある。また自己決

定・自己責任の原則からすれば安易に住民以

外の外部者ないし投票権のない法人に対する

課税をすべきではない。地方分権推進委員会

の最終報告にも「自主課税の実施に当たって、

対象を法人等に限定して負担を求めるという

傾向には留意が必要であり、また、独自課税

を検討する場合にも、負担の公平等の租税原

則等との関係を十分に踏まえ、納税義務者等

に対する十分な説明を行い、理解を得るよう

に努める必要があることは言うまでもない」

と記述されている。つまり、放置自転車税の

ような政策誘導を目的とした税の有効性はあ

るといえるが、零細課税や徴収コストなどの

問題があるため、新税の創設による歳入確保

は難しいといえる。八王子市においては、市

税の徴収率アップといった公平性の確保が先

決であることから、現在のところ財源となり

得る段階までいっていない。しかし、地方分

権推進委員会最終報告には次のような記述も

ある。「国・地方を通じ主要な税源は法定税

目とされており、課税自主権の発揮のみで地

方税源を量的に拡充することには限界もある

が、独自課税については、制度立案の過程で、

納税者を含めた関係者の意見を聞き、受益と

負担の関係をより意識する議論が行われると

いう意義も評価すべきである。地域の特色を

踏まえた独自税源の充実が、地方公共団体の

行政運営に対する住民の参加と関心を呼び起

こす契機ともなる側面を考えれば、地方独自

税源開拓の意義は大きい」とあるように独自

課税の議論の場は必要である。 
 
（２）三位一体の改革 

地方分権推進会議の「三位一体の改革につ

いての意見」なかで、国と地方の役割分担の

適正化に応じた税財源配分のあり方を見直し、

地方財政の歳出規模と税収の規模との乖離を

縮小させることを目的として、基幹税による

８兆円程度の税源移譲と９兆円程度の国庫補

助負担金の削減が打ち出された。期間として

平成 17 年度から平成 18 年度までを第一期、

平成 19 年度から平成 21 年度までを第二期と

して第一期は３兆円規模の国庫補助負担金の

削減を予定しており、それと同規模の基幹税

による税源移譲をおこなう。これを受けて全

国知事会など地方６団体は３兆 2000 億の補

助金削減案をまとめ、このまとめに対し政

府・与党の示した補助金削減総額は、地方に

とって使途が一部自由となる補助金の一種

「交付金」化（６千億円）や事業の廃止（４

千７百億円）を含め２兆 8380 億円となった。

「三位一体の改革」における国と地方の対立

の解消は、社会的に認めることができる最小

限度（ナショナルミニマム）の捉え方と地方

行政への不信感に端を発する受け皿論の問題

に既得権が絡んでいるため容易にはすすまな

いであろう。 
 
（３）多摩における地方分権推進基金の創設 

東京都は、特別区において広域自治体と基

礎自治体の両方の業務（大都市事務）をおこ

なっているため、都と区の財政調整機能とし

て都区財政調整制度がある。この制度は、都

と区だけではなく特別区内の財政調整機能の

役割も果たしている。税源を一旦都の財政へ

繰り入れた後、交付税と同じように区へ分配

するもので、そのあり方として「大都市とし

て一体性の確保を優先させるべき」か「基礎

自治体として財政的な自主性を確保すべき」

という議論があり、運用面では、「都が実施

する大都市事務の範囲の明確化」や「都と区

の協議のあり方」など多くの議論の余地があ

るものの、共通する行政課題における調整基
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金としての機能は注目に値するものである。

多摩地域の市町村は、既に独立した自治体と

して、それぞれの事務をおこなっており、全

く同じシステムの導入が有効とは考えられな

いが、少なくとも比較的面積が狭小な自治体

が多く、かつ地形も連たんしている多摩地域

においては、共通の財源を確保し一体的に地

方分権を推進にあたることが有効な方策とい

えないだろうか。 
 
（４）自治体の行政区域を越えて 

個人を自治体に置き換えた場合の「自助・

互助・公助」の考え方における互助（他市と

の連携）を活用する方法はないだろうか。 
多摩地域は都市の広域化により市街地が幾

重にも連なり、また交通手段の発達によって、

市民生活における各市の境界がそれほど重要

ではなくなってきている。自治体にとっても、

多様化する住民ニーズに対応するため既存の

行政単位である市町村や都道府県という枠組

みでは解決が困難な問題や非効率な問題が存

在する。現在、電算システムなどリスクの分

散を目的として他市との提携がおこなわれて

いるが、各市でそれぞれおこなっている事務

事業のなかに、政策的に特化させるものは別

として、目的や地域ごとに連携しておこなう

べき事務事業があるのではないか。 
例えば規約による事務の委託制度がある。

この制度は、地方自治体が、協議によって規

約を定め、地方自治体の事務の一部を他の地

方自治体に委託して行わせる制度（地方自治

法第 252 条の 14）である。東京都の市町村

の場合、市町村の事務事業とされている消防

事業や水道事業を事業費の負担方法などの違

いはあるものの（消防事業は稲城市と東久留

米市を除く市町村が都へ負担金を払い東京消

防庁へ委託、水道事業は昭島市、羽村市、三

鷹市、武蔵野市および奥多摩町を除き東京都

水道局に一元化）市町村から都へ委託してい

る。これらの事務事業は参考にならないだろ

うか。共同処理について、ごみの問題を例に

して考えてみることとする。 
循環型社会の構築といった環境問題は、市

や都のレベルだけで解決できる問題ではない

が、清掃に関する事業は基礎自治体が担って

いる。ごみの処理は特別区の場合、都から区

へ移管された事業であるが、ごみを焼却処理

するには一定規模の人口や環境への負荷を低

減させる高度な処理技術が必要であり、また、

最近では循環型社会を構築するために温水施

設や発電設備などサーマルリサイクル（注

４）に関する設備といった要素も重要になっ

てきている。このため施設を分散させるより

一定の処理能力以上の規模に集積させたほう

が効率的であり、かつ環境への負荷も小さい

ため、複数の市が連携して施設を運営してい

る例は多い。しかし、一般的に複数の市が共

同で事務処理をおこなう場合の問題点も多い。

関係団体の連絡や利害関係の調整などに労力

を要することや責任の所在があいまいになる

などの懸念があり、共同処理はすすんでいな

いのが現状である。 
2004（平成 16）年 11 月に「広域連携サミ

ット in 立川」（注５）がおこなわれた。立川

市長をはじめ、９市の市長がごみと交通の問

題について意見交換をおこなったものである。

今後も、既存の行政区域を越えて広がる住民

の生活圏に対応するために広域自治体との事

務分担の見直しや市町村合併以外の問題解決

の手段として、各市も既に模索を始めている

事務事業の共同処理について検討をすすめる

必要がある。 

 
おわりに 
 

地方主権が目指すものは、地域住民が自ら

暮らすまちを、自己決定・自己責任のもとで

自らの手でつくることにある。これを実現す

るためには「補完性の原則」のもと、住民に

とって身近な問題は、最も身近な基礎自治体

において処理されることが望ましい。そのた

めには、権限、事務、財源が伴っていなけれ

ば真の地方主権は実現できない。 
国と地方の役割分担の適正化と税財源配分

の見直しは、税財源の確保というゼロ・サム

ゲーム（注６）の様相を呈しており、国と地

方、地方においても基礎自治体と広域自治体

といった対立構造になりがちである。地域が

発展していくためには競争と連携の双方が必

要であり、当然のことながらそれぞれの基礎

自治体は一層の行政事務の効率化を図らなけ

ればならないが、行政の枠組みを越えて地域
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の問題を地域で解決するしくみと地域住民に

とって最もかかわりの深い事務・権限と財源

の関係がより明確になるしくみづくりが求め

られている。 
 
注 
１）サブシディアリティ（SUBSIDIARITY）
大きな組織の下位または地方組織が個別独

自に機能を果たすことを許す原理、補足的

機能限定原則、特に ECの活動事項を各国
政府の主権的議決の及ばない補足的活動の

みに限定するという概念「補完性の原則」

については、第 4章でも述べている。 
２）マーストリヒト条約 1991(平成３)年 12
月にマーストリヒトで開催されたヨーロッ

パ連合条約で 1992(平成４)年２月に調印 
改正ローマ条約 

３）初村尤而『政令指定都市・中核市と合併』 
４）サーマルは「熱の」などの意、廃棄物を回

収して燃やし，これを熱エネルギー（発電

や温水設備）として再利用すること。 
５）2004（平成 16）年 11 月８日 立川市、
昭島市、小平市、日野市、国分寺市、国立

市、福生市、東大和市、武蔵野市の各市長、

講師 西尾隆（国際基督教大学教授） 
６）ゲームの理論で、参加者それぞれの選択す

る行動が何であれ、各参加者の得失点の総

和がゼロになるゲーム。 
 
参考文献 
・ 自治体学会編『2010 の自治体―危機脱出
のシナリオを考える―』年報自治体学題

15号 良書普及会 
・ 初村尤而『政令指定都市・中核市と合併 

そのしくみ・実態・改革課題』自治体研究

社 
・ 鄭 小平『地域政策の理論と実践』大学教

育出版 
・ 四日市大学地域政策研究所教授 丸山康人

編著『自治・分権と市町村合併』イマジン

出版 
・ 第二次都庁改革アクションプラン 
第二次東京都地方分権推進計画 
東京都自治制度改革推進担当トップページ

（http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/jiti/
index.htm）より 

・ 三位一体の改革 
地方分権推進会議

（http://www8.cao.go.jp/bunken/index.ht
ml）より 
三位一体改革推進ネット

（http://www.bunken.nga.gr.jp/）より 
・ 上杉鷹山 
上杉鷹山と江戸時代の「再建の達人」たち

（http://www.president.co.jp/pre/199804
00/01.html）より 

・ 補完性の原則 
自助・共助・公助 
PHP地域政策フォーラム・ダイジェスト
（http://research.php.co.jp/field/chiiki/for
um.html ） 

 
（はせがわ ひとし・ 

道路事業部計画課主査） 
（たぐち ひろあき・ 

環境部戸吹不燃物処理センター） 
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●八王子の自治をひらく 

 
おわりに 

「ひらかれた自治」と相互補完のネットワーク化 

 

都市政策研究会議座長／しくみ部会長  羽 貝 正 美

 
 
 
 
 
 
 
導入部分で紹介したとおり、しくみ部会の

５編の論文は、「自治をひらく」を共通テーマ

に、八王子市のこれからのまちづくりを考え

る作業の一環として考察を展開してきた。地

域自治の新しいしくみづくり、社会的活動の

担い手としての市民・企業と行政との協働、

総合的な市民サービスを提供するとともに、

市民や地域の声をくみあげる場として期待さ

れる「シビック・センター」とその地域単位

たる「シビック・エリア」、より充実した住民

自治を実践する単位としての「行政区」、また

基礎自治体相互の、あるいは基礎自治体と広

域自治体との相互補完性など、各論文の具体

的課題は、「分権型社会」の創造が求められる

今日、いずれも本市においておろそかにでき

ない課題である。 
ではこうした課題研究を通して改めて見え

てきたことはどのようなことであろうか。

「相互補完」という言葉をヒントに、さらな

る課題をまとめておこう。 
ひとつは「自治をひらく」、「自治がひらか

れたものとなる」とはいかなることか、その

ヴイジョンの明確化が不可欠ということであ

る。ひとつの自立した自治体として、また自

己決定・自己責任の主体として、本市の近未

来の自治体像、市民社会像をどう描くのか。

「市民主権」や｢地域主権｣といった言葉をさ

らにつきつめて考えていく必要がある。 
より具体的に言えば、自治の担い手は誰か

について、その担うべき責任とともにさらに

検討を重ねる必要がある。指摘するまでもな

く、その担い手は行政だけではない。また議

会だけでもない。同様に市民のみではその重

責は担えない。つまり市民とその信託のもと

にある行政と議会、市民と地方政府（都市政

府）がそれぞれに責任を担い、かつ補完しあ

っているといってよい。但し、この３者の相

互関係を理解する際に、「市民や地域から始

まる」という点が忘れられてはならないであ

ろう。「市民」には、自治体に暮らし、働き、

学ぶ人々すべて、市民活動の主体や自治会・

町内会といった地縁組織、また企業が広く含

まれるものと考えよう。「自治をひらく」条件

として、市民の中での相互補完の充実とその

ネットワークづくりも、今後の極めて重要な

課題である。 
今ひとつは、都市化が一段と進行し、市民

の価値観が多様化する今日の社会状況におい

て、市民や地域の声をくみあげ、必要な市民

サービスを適切に提供するために最もふさわ

しい単位としくみはどのようなものか、とい

うことである。この課題はさらに二つに分け

て検討する必要がある。 
第一は、複数の層からなる地域自治の単位

をどのように整理し、また相互に結びつけて

いくかという課題である。松下圭一氏の表現

を参考にしつつ整理すれば、地縁組織、小学

校区、中学校区といった「コミュニティ」と

して捉えられる「地域社会単位」、さらに第三

論文で扱われた「シビック・エリア」という

「狭域社会単位」、そして市(基礎自治体)とい
う「基礎社会単位」、これらの数層に区分しう

る自治の単位についてそれぞれの役割やその

合意形成の仕組みをいかに整え、また相互に

補完しあう関係を築くのか。第一論文の主題

である新たな地域自治組織としての地域協議

会との役割分担もさらに検討する必要がある。 
第二は行政機構・行政組織の側の課題であ

る。本庁に集中する業務を地域の特性や需要

を勘案しつつ、どのように「狭域社会単位」

に分権していくことが望ましいのか。政策立

案・執行を担う職員の能力を行政として最大

限生かすという観点から、また地域の民意に

応えるという観点から、「都市内分権」の検討

が求められている。言いかえれば行政内部で

の相互補完のあり方が問われている。 
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以上のように今後の課題を整理するとき、

｢ひらかれた自治｣の実現にはまだ多くの時間

とエネルギーが必要となることが予想される。

すでに指摘したとおり、自治の担い手はひと

り行政あるいは議会のみではない。とすれば、

その実現を考えていく作業それ自体を市民と

共に担っていくことも欠かせない。ひとつひ

とつの言葉の意味を確認しつつ、この基礎的

研究の成果を次なる課題の検討につなげたい。 
 
（はがい まさみ・ 
東京都立大学大学院都市科学研究科教授） 
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●八王子の「顔」をつくる 

 
はじめに  

八王子の「顔」をつくる －研究の概要－  
都市政策研究会議委員／政策部会長  前 田 成 東

 

 

 

 
 
 

１．独自政策の重要性 

 

 社会環境の急速な変化は、自治体が作成・

実施する政策の内容に大きな影響をおよぼす。

少子高齢化、国際化、高度情報化をはじめと

する環境変化の度合いは地域によって異なっ

ており、自治体はこれらの変化を的確に認知

し、政策に反映させなければならない。同時

に、分権時代においては、自治体が独自に政

策を展開する領域が拡大している。 

分権の流れについては、2000（平成 12）年

における地方分権一括法（地方分権の推進を

図るための関係法律の整備等に関する法律）

の施行を大きな転換点として位置づけること

が一般的であるが、このことは、国からの権

限移譲という制度的な側面のみならず、自治

体における独自政策への“動機づけ”を高め

るものと考えることもできよう。また、2001

（平成 13）年に発足した小泉純一郎内閣によ

る「構造改革特区」（2002 年）の制度（注１）

も、特定の地域に対して国の規制を緩和する

という分権的政策であり、多数の自治体が実

際に申請を行っている。いまや、独自政策を

めぐる自治体間競争の時代を迎えたといって

も過言ではない。そして、このような時代に

おいては、ある自治体の先進的な政策が他の

自治体に波及するという指摘もなされている

（注２）。それが事実であれば、政策をめぐる

競争が全国的に展開されることによって、結

果的に、自治体の政策は多様な領域でレベ

ル・アップすることになる。八王子市都市政

策研究会議は、このような独自政策を提案す

る一つの場として設置されたといえよう。 

 

２．研究の経緯 

 

 今回の研究「八王子の『顔』をつくる」は、

八王子市における独自政策としての一つの提

案である。ここで、本研究の経緯について述 

 

べておきたい。昨年度（2003 年度）は、「都

市体制部会」および「都市政策部会」の二つ

の部会を設けて研究を行った。昨年度の「都

市政策部会」においては、構成する委員およ

び研究員がそれぞれ研究テーマを設定し、個

別の研究にもとづく成果を論文の形式で公表

した（注３）。今年度（2004 年度）、「都市政

策部会」は「政策部会」として継承されたが、

研究方法としては、個別研究から共同研究へ

と転換されることとなった。 

 共同研究のテーマ設定にあたっては、政策

の実現可能性を念頭に置き、市長（最終的に

は市民）に対して提言が可能な内容とするこ

と、総花的な内容とせず研究領域をある程度

限定することによって視点を明確にすること

などを前提とした。議論の結果、“ネオシニア

を核として八王子の「顔」をつくる”という

テーマを設定するに至った。 

このテーマについては、昨年度に萌芽的な

研究がなされており（注４）、それを継承発展

させたテーマであるということができる。八

王子市を今後発展させるために、「八王子はこ

のようなまちである」というシンボル的な

「顔」をつくり、その「顔」を柱として様々

な中核的諸政策が展開されるという考え方で

ある。そして、後述するように、今回この共

同研究で「顔」として設定したのは、「ネオシ

ニア」という世代である。 

 

３．研究の中核としてのネオシニア 

 

 八王子の「顔」をどのように設定するかに

ついては、当然様々な考え方があろう。都市

のイメージであったり、市内のある地域であ

ったり、基幹的な産業であったり、無数に考

えられる。この共同研究では、ネオシニアと

いう年齢層に焦点を合わせ、その世代をまち

の「顔」にするという共通の理解から出発し

た。そして、ネオシニアを“対象とする”（政
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策の客体）政策だけでなく、むしろネオシニ

アが“主人公”（政策の主体）となりうるよう

な複数の政策領域を重点的にピック・アップ

し、研究を進めることになった。 

ここで、ネオシニアという用語について、

説明する必要がある。詳細は、引き続く「序」

を参照していただきたいが、この研究では以

下のように定義している（一部、語句は変更

している）。すなわち、「長い人生経験で蓄積

した仕事や子育てなどの様々な能力を活かす

ことにより、さらに自分自身も人生に新たな

価値を見いだしていく、新たな人生のステー

ジへシフトしようとしている世代」であり、

「年齢的には概ね 50 歳前後から 70 歳前後の

元気な世代」として捉えている。この世代に

は、様々な知識、経験があり、まちづくりに

関心を有する人たちが多く含まれている。ま

た、すでに時間的に余裕があり、現在はそう

でなくてもいずれは余裕ができることにより、

すぐにでもまちづくりに参加可能な人たちが

含まれているという側面もある。 

しかしながら、従来の自治体はこのような

ネオシニアを明確に意識し、積極的にまちづ

くりへの参加を促していたかというと、必ず

しもそうではなかろう。「八王子はネオシニア

が元気にまちづくりを担っている」と市の内

外から認識されるようなまちをつくる。これ

が今回の共同研究の出発点でもあり、中核を

なしているのである。 

 

４．本研究の構成  

 
 ネオシニアを八王子の「顔」とする視点で

の共同研究であるが、もとより人的、時間的

制約により網羅的な研究にはなっていないこ

とをあらかじめお断りしておきたい。本研究

の本論部分は、「序」および第１章から第６章

によって構成されている。共同研究の形式を

とっているが、執筆は章ごとに委員、研究員

がそれぞれの責任で行っている。以下、本研

究の概要を紹介しておきたい。 
「序」は、本研究全体の総論部分に該当し、

ネオシニアの意味を説明したうえで、まちづ

くりにおいてネオシニアが果たす役割の潜在

性について論述している。 
第１章では、「序」を受けて、ネオシニアの

潜在的なパワーを分析しながら、主として産

業振興の側面での新しい政策を複数提案して

いる。 
第２章では、公共交通分野に焦点を合わせ、

交通を核とした都市構造の転換、ネオシニア

にとって利便性の高い交通機関などを提案し

ている。 
第３章では、生涯学習の推進に注目し、ネ

オシニアを市民活動の中心に据えた上で、そ

の活動をより一層推進させるための提案を行

っている。 
第４章では、「育児は育自」という考え方に

もとづき、子育ての主役としてネオシニアを

位置づけ、子育てに参加するための様々な仕

組みを提案している。 
第５章では、ネオシニアが健康に敏感であ

るという特性に着目し、その健康づくりにつ

いて、自然をキー・ワードに、川との関わり

と食の観点を中心に提案している。 
第６章では、第５章とは対照的に山の魅力

に焦点を合わせ、高尾山を中心とする豊かな

八王子の自然の魅力をまちづくりに活かす方

策を提案している。 
 

注 

１）構造改革特区は、2002 年６月 25 日に閣議

決定された「経済財政運営と構造改革に関

する基本方針 2002」で提起され、これにも

とづいて、同年 12 月 18 日に「構造改革特

別区域法」が制定された。 

２）たとえば、伊藤修一郎『自治体政策過程の

動態』慶應義塾大学出版会、2002 年を参照。 

３）八王子市都市政策研究会議『まちづくり研

究はちおうじ』（創刊号）2004 年を参照。 

４）太田國芳・菅野匡彦「“顔(^^♪)”の見え

るまちづくり～歴史と生活の営みから生

まれる八王子中心市街地の活性化～」同上、 

  99-115 頁。 

参考文献（上記注の文献以外） 

・ 八王子市『八王子ゆめおりプラン』2003 年 

・ 構造改革特別区域推進本部ホームページ 

(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/) 
 

（まえだ しげとう・ 

東海大学政治経済学部教授） 
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研究報告 
序 
――まちづくり新提案「未来標準はネオシニア」― 

 
 

都市政策研究会議研究員 
 
 

１．まちを進化させよう。 

－キーワードはネオシニア－ 
 
（１）資源を生かした魅力あるまちの創造 

ちょっと想像してみてください。都会の喧噪

から八王子に帰った時「肩の力が抜け、ホッと

した。」こんな感覚を感じたことはないだろう

か。 
「ゆめおりプラン」にうたわれているとおり、

私たちのまち八王子は豊かな自然環境と調和

した心安らぐまちである。これからも自然と共

生したまちづくりを基本理念に踏まえながら、

進めていくことが近未来、八王子のまちには必

要である。 
具体的には 2004 年３月多摩ビジョン 2020
研究会報告書「多摩ブランドの創造」（注１）

の中に多摩のまちの望ましい姿として、一つの

個別ブランド、未来に向けて「ほっとする街」

が提案されている。 
八王子には多摩地域の特性がすべて存在し

ているのである。先にも述べたとおり、豊かな

自然と調和した都市空間はゆとりとぬくもり

を与えてくれるのである。子どもの人間形成、

高齢者の自己確認の場としてこの空間は、何物

にも代えがたいほど貴重な空間といえる。 
八王子の近未来はこうした地域に暮らす

人々が積極的にまちづくりに参加し、その中か

ら感受性や審美眼など形には表せない価値を

発見する心を養い、そして地域のまちなみや景

観への愛着を深めることができる、魅力あるま

ちづくりの条件を満たしている。 
 
（２）新たな方向へまちを変化させる。 

近未来、都市間はさらに広域的連携を求めら

れる。反面、個性としての競争はさらに激しさ

を増すだろう。その中で「選ばれ続けるまち」

を築くには、まちのイメージを確立しスタイル

として定着させることが必要である。 

近未来八王子の目指す「まち」とは、「ほっ

とするぬくもり」と「災害に対する強さ」を兼

ね備えた、混合世代型タウンといえよう。何故

なら社会が迎える急速な高齢化、さらに、平均

寿命の延長は今までの社会のしくみを変化さ

せる。その中で各世代が、個々に絆を深めつつ

助け合い、さらにそこで生活をする人々がまち

の中でふれ合える、新たな営みを創造できる空

間こそが、未来が迎えるまちの標準スタイルな

のだ。そしてその「核」に「人」を置き、その

一人ひとりの人間性を尊重した地域社会を形

成する。まさに人間尊重を軸としたまちへの進

化である。 
このように進化したまちの「核」となる主人

公が「ネオシニア」なのである。 
 
２．「ネオシニア」がまちの「顔」になる 

 
（1）ネオシニアとは 

ネオシニアとはなんだろうか？ 
誰もが疑問に思うことだろう。これは、八王

子市都市政策研究会議政策部会（以下「部会」

という）が創り出した新語である（注２）。部

会が提唱するネオシニア像とは、簡単にいえば

「人生昇華世代」といえよう。 
つまり、長い人生経験で、蓄積した仕事や子

育て等の様々な能力を生かすことにより、更に

自分自身も人生に新たな価値を見出していく、

新たな人生のステージへシフトしようとして

いる世代。つまりこのカテゴリーは、年齢的に

は概ね 50 歳前後～70 歳前後の元気なエルダ
ー（先輩）と考えていただきたい（図表１）。 
現代社会において、人生には４つのステージ

があると考えられている。１つ目が「成長期」、

2つ目が「充実期」、３つ目が「成熟期」、そし
て 4つめが「完熟期」である。ネオシニアはち
ょうどこの第３ステージから第４ステージに

あたる。 

序 まちづくり新提案 
     －未来標準はネオシニア－ 

都市政策研究会議研究員  太 田 國 芳

●八王子の「顔」をつくる
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部会はこのネオシニアを人生シナリオ「起承

転結」の「転章」と考えている。まさに人生の

新たな章へ昇り、自分の華を咲かせる世代と考

えているのである。加齢特性、社会システムと

人生においてステージをシフトする時期が必

ず来る。つまりネオシニアという時期は必ず誰

もが迎える節目、避けては通れない、普遍的持

続的要素を持った道標である。 

八王子市年齢層別人口分布（H16.10.1現在）
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今後のネオシニアの推移

 
出所：八王子市ホームページより筆者が作成 

 
過去に「人生 50年」といわれた時代が久し
くあった。それはすべてをやり終えるというこ

とと、同時に寿命を意味していた言葉であった。

今の時代、平均寿命も延び、定年を延ばしたと

しても、サラリーマンであれば定年は必ずやっ

てくる。こうした時代、定年を待っているので

はなく、その前に蓄積したスキルを活かしたり、

新しい分野に挑戦したりと「個」の意識は確実

に変化している。 
さらに社会のしくみも組織から「個」へと

「個」が尊重され、「個」と「個」の絆が社会

的軸になるのである。つまり、これからの時代

に人生の無限の可能性を秘めている世代。まさ

にその主役こそがネオシニアと考えている。 
 
（２）ネオシニアの魅力 

－ネオシニアスタイル－ 

ネオシニアが持つ魅力的特性は、大きく５つ

挙げられる。 
① 時間的ゆとり：時間力 
② 蓄積された経験、能力：労働力 
③ 資産力と消費力：経済力 
④ 社会参加意識：地域力 

⑤ 好奇心と向上心と元気：活性力 
これらの特性は、未来のまちづくりの要素とし

て大きな可能性を秘めている。ネオシニアのス

タイルがまちの未来標準になる必然がここに

見えてくる。 
 
（３）ネオシニアがまちを進化する 

部会の真の狙いは、先にも述べたとおり、こ

れから増えるネオシニアをまちの「顔」にする

ことであり、「個」に蓄積されたアイデアと工

夫を引き出し、やさしく今の姿を変化させるこ

とを可能にすると考える。ネオシニアはそんな

潜在性と経験、知識を秘めている。さらに、現

在のネオシニアは体力的にはまだまだ元気で

あるが、身体的な加齢は避けられない。それを

考えればネオシニアにやさしいまちはすべて

の人にとってのやさしいまち、つまりネオシニ

アを主役とすることは、自然にユニバーサルデ

ザインのまちが形成されることにつながると

考えられる。 

 
図表１ 八王子のネオシニア人口分布 

まちに新しい空気を呼び込むことで、まちに

変化が生まれ新しい息吹を吹き込み、「まちを

再び輝かせたい」それが近未来のまちの姿と考

えている。 
まちの進化とは、「決して大きな流れではな

く、市民に身近で小さな自然の流れをつくるこ

とが重要であり、大切なのは確実なスタート」

と考えている。 
ネオシニアがまちの「主人公」になるという

ことは、いい換えれば、市民はみな時代ととも

にドラマの主人公になるということである。

「自分たちのまち」という意識でネオシニアが

自分たちにできる範囲でスタートを切ること

で、変化が生まれた時、ネオシニアの意識の成

熟が生まれ、まちは進化を起こす。 
いまや「人生 100 年」時代は現実になる日
も近い、一世にして二代を生きる事ができるこ

とが当たり前の世の中がそこまで来ているの

である。 
八王子のかけがえのない自然、歴史、文化と

いった世界的資源を活かし、近未来多様化する

生活像を満たす場としての景観を形成させる

ことが、未来のまちの姿である。そのための主

役となる人、それがネオシニア。 
ネオシニアがまちの進化の命運を握ってい

るのである。 
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このような前提に立ち次章以降、未来に向け

て進化するまちのネオシニア政策を提言する。 
 

注 

１）「多摩ビジョン 2020」とは、（財）東京市町
村自治調査会において、多摩地域の 20 年
後のあり方を研究、2020年頃の多摩で実現
してほしいモノ・コトを実現方策として「多

摩ブランドの創造」を提言。その中に多摩

の街のあり方の個別ブランドとしてゆとり

あふれる“郊外”の「ほっとする街」の実

現が提唱された。 
 
２）八王子市都市政策研究会議平成 16 年３月
発行創刊号『まちづくり研究はちおうじ』

都市政策編、「“顔”の見えるまちづくり」

研究報告にて、第６章「活性化の成功要因

を考える ～ターゲットはネオシニア！」

の項でネオシニアという新語を発表。 
 
（おおた くによし・ 

下水道部総務計画課主査） 
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研究報告 
新「はちおうじスタイル」始動。「主役」にネオシニアを 

―まちの「」からの発信― 
 

都市政策研究会議研究員 
太田 國芳 

 
はじめに 

 
20XX 年、世は確実にネオシニアに注目せざ

るを得ない状況が来る。そこで、本章では、ま

ちの中心をネオシニアにシフトしたモデルに

ついて考えてみたい。 

 
１．ネオシニアシフト 

―現状とネオシニアが求めるもの― 
 
プロローグとしてネオシニアとまちの中心、

中心市街地の役割に関する、以下２つの興味深

いアンケートの結果に注目した。 
 

（１）分水嶺 

   －外からの目－ 

まずは、八王子の客観的現状イメージを分析

する。（東京都が平成 13 年度に行った「繁華街

利用実態調査報告書」より） 

① 都民が最も利用する繁華街：「八王子駅周

辺」3.9％（注１） 

② 八王子市の商圏：内訳の 71.0％が市内、つ

いで日野市が 32.6％とほぼこの二市で占

められている（注２）。 

③ 評価項目別に見た繁華街比較：利便性・流

行性・親密性・新奇性・買い物施設充実度

等 13 項目で安全性以外最下位を示してい

る。都内消費者から見た八王子の繁華街に

対するイメージは厳しい。消費者のニーズ

が多様化する中で「足を運ぶ」に値する特

化した価値がなければ現状は崩せない。し

かし、悲観するのは早い。ここで把握しな

ければいけないのは、イメージに対する現

状把握のみで、新しいイメージをつくり上

げるには現状とのギャップが大きい方が

効果は現れやすい。ネオシニアという新し

い特化したイメージを発信するには好都

合と考える。 

 

（２）分水嶺 

－内なる目－ 

ここでは、ネオシニアがまちづくりに積極的

に参加しているデータが読み取れるアンケー

トを示す。八王子市が平成 15 年度に実施した

中心市街地の活性化に向け、中心市街地の個店

強化・意欲的な商業者の発掘・公共的事業の評

価と改善を目的に行った４つの調査結果であ

る。 

① 中心市街地における商業施設集積の実

態調査 

② 顧客満足度調査 

③ 移動態様調査 

④ 個店代表者に対するアンケート調査 

であるが、単に中心市街地と商店との関係だけ

でなく、このアンケートからネオシニアの潜在

的ニーズがうかがえる、興味深い結果が表れて

いる。 

今回のこの調査に対する回答者の年齢分布

をみると、10 代 20 代の若い世代がまちに多く

いるにもかかわらず、回答率が極端に低く、50

代以上の回答率がかなり高い傾向にある。これ

により、ネオシニアがまちづくりに関心がある

と推測できる（図表１）。 

 

（八王子市ホームページより）

回答者の年齢分布

 
 

図表１ 八王子市中心市街地顧客満足度調査

第１章 新「はちおうじスタイル」始動。「主役」にネオシニアを 

―まちの「心
しん

」からの発信― 

                    都市政策研究会議研究員  太 田 國 芳

●八王子の「顔」をつくる
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特に、中心市街地に立地する公共施設の側面

からも意見を聞いた質問では、その回答者の多

くはネオシニアの女性であり、今後のネオシニ

アを考える上で、この世代の女性のニーズを加

味しなければ方向違いの投資になりかねない

現実が浮かび上がってきたのである。 
ネオシニアは蓄積した経験の中から信念を

持ち、新しい自分をつくり上げるために、今ま

での疲れを癒そうとする反面、新しいものへの

探究心が旺盛であり、収入にとらわれずに新た

な交流の場を求める傾向にある（図表２）。ネ

オシニアは本物志向と遊び心を併せ持った元

気世代であることが、改めてうかがえる。 
 

（八王子市ホームページより）

買い物の気分に関する調査結果

動態調査の結果

 

（３）分水嶺 

－新たな流れ－ 

２つのアンケートの結果から、八王子の新し

いイメージをつくることは、新たな活性化の要

因になる可能性がある。ネオシニアという元気

世代を起因として、その他の世代を誘導する。

そのうえで中心市街地というエリアは注目度

が高い。 
その第一として、ネオシニアに受け入れられ

るまちを検証する。 
以下にそのニーズを示し、ここでは中心市街

地にこだわらず、「まちの中心」（以下「心」（し

ん）とする）とした場合のシフト戦略として、

ネオシニアに「たのしい、うれしい、やさしい：

３つのＣ（しい）」をキーワードとした方向性

を示したい。 
 

図表２ 八王子市中心市街地顧客満足度調査 

① 仲間づくり交流の場の提供：心の癒し 
② 世代を超えた連携：新たな絆 
③ ぬくもりと刺激：安心感と好奇心 
④ 非日常的空間の演出の場：心のときめき 
⑤ 価値観へのこだわり：本物志向 
ネオシニアにシフトしたまちを考える時、

「成熟はしているが活気にかける」イメージを

想像する人がいる。しかし、この世代のニーズ

を見る限り、その想像を打ち消さざるを得ない。

元気世代の新たな交流と世代を超えた連携、ぬ

くもりと、ときめきある本物志向がネオシニア

の持つ感性であり、この世代が主役になること

でまちの新たな方向性も見えてくる。 
八王子のまちは今、分水嶺に差しかかってお

り、ネオシニアが活躍する新たな流れに未来が

かかっている。 
 
２．３Ｃ戦略：ネオシニアにたのしいまちを 

－クロスウエーブ：交流とふれあい－ 

 
ここでは、ネオシニアの仲間づくり交流の場

を求めるニーズに応え「ネオシニアにたのしい

まち」と題し、「交流」というキーワードを通

じて示す。 
 

（１）ネオシニアのための世界交流を 

－ネオシニアサミット－ 

はちおうじのまちは歴史をたどれば、常に線

を結びつけた交通の結節点、要はクロスした要

衝として栄えた地域特性を持っているのであ
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る。この特性を今度はネオシニアの基地として

ネオシニアのための結節点と位置づけ「心」で

サミットを開催し、世界に先駆けるまちの発信

地点と宣言したいのである。 

2007 年以降時代は少子高齢化、人口減少時

とまちのあり方を模索している（図表３）。 

はちおうじのまちのネオシニアが立ち上がり、

世界で展開されている、少子高齢化対策を始め

とする課題を「モデル研究」するのである。ネ

オシニアの過去に蓄積された経験と人脈をフ

ルに活用し、新しい課題に向けての新たなネッ

トワークづくりをおこなうのだ。これはネオシ

ニアに課せられた使命で、ネオシニアが新たに

負った責任だと認識し、社会貢献の一翼を担う

意識をもち、新たな目標とネオシニアの存在 

感の植え付け、新たな世界標準を自分たちでつ

くり上げる気運を起こすことで、世界の中心と

してのネットワーク交流をする場を提供する。 
まさに、ネオシニアのための情報発信基地と

してネオシニア社会のパイオニアに位置づけ

ることを提言したい。 
 

 
 
 
（２）暮らしの中の交流づくり 

－新しい家族－ 

次に、より具体的に、身近な部分の交流の形

を示す。ネオシニアの暮らし方、「棲家」の形

である。「心」にはマンションが多い。既に利

便性において、「心」のマンションは今後も需

要が高まる傾向にある。しかし、マンションと

いうと、とかく交流という面では疎遠というイ

メージが多い。これからのネオシニアに特化し

た場合の「棲家」は、新たな交流の居住空間と

して存在させたい。このまちで暮らしてみたく

なるような新たな居住空間と交流の形を今後

の中心市街地のマンション建設のコンセプト

として提案する。 

「コレクティブハウス」がそれである。共同

居住型集合住宅または、別名「人生の後半を生

活するための家」などという呼び方もされる。

これは、女性の社会進出が顕著になったスウェ

ーデンなどの北欧で 1970 年代から盛んに建設

された住宅形態で、キッチンやダイニングなど

の共用空間をつくり、住人が家事の一部を当番

制で行うという、今までにない新しい住まいの

形である。多世代混合型のネオシニアのまちを

考えるにあたり、住まいのあり方は重要な位置

を占める。特に、このコレクティブハウスは、

生活様式の中で共有できる部分を集約し、もっ

と合理的に、経済的に変えていくことで、働け

る世代の女性が仕事を続けるために、ネオシニ

アの特性と働く女性たちのニーズを組み合わ

せ、特に子育てしやすい環境を生み出すことも

できる。 

 

最近、日本でも「助け合うコミュニティ、新

『ご近所』」として紹介されたものに、東京都

荒川区の複合住宅「日暮里コミュニティ」があ

る。中でも、その２～３階部分「かんかん森」

がコレクティブハウスになっている。まさに多

世代居住で、各世代の特性で家事を自分でやる

のは大変、病気や事故など「万が一」も心配、

各世代のこうした希望に沿う新しいタイプの

住まいの実例である。多世代の住民同士が家事

の一部を分担するなどして助け合う賃貸住宅、

安否確認や日常生活での簡単な手助けが受け

られるマンション。核家族化した共働き世代や

独り暮らし、夫婦だけの高齢者世帯でも、安心

して暮らせる。まさにコレクティブハウスの真

髄である。 

ただし課題もある。過去に震災の復興として、

神戸市と県が経営するコレクティブハウスが

できた。規格型のこのコレクティブハウスは抽

選で入居者を決めるので、コミュニティができ

るにはかなり難しい問題もあった。例えばコモ

ンスペース（注３）の電気代や施設運営費を入

図表３ 内閣府平成 15年度年次経済財政報告
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居者全員で負担することに対しての抵抗にあ

い、コモンスペースの閉鎖を余儀なくされたと

いう経緯もある。そういった生活を理解したう

えで入居できればよいが、「ここはこうです」

と指導していくのには難しい問題があるよう

だ。 

 スウェーデンでも、クラシック・モデルはほ

とんどサービス型だったが、いまアメリカでも

ヨーロッパでも参加型が多く、サービス型はほ

とんどなくなっている。コレクティブハウスに

住んでエコロジー活動に携わりたいなど、付加

的な目的をもっている人が多い。参加すること

により自分たちのコンセプトで運営できるこ

とを望んでいる。 

現在まだ、完全形のコレクティブハウスはな

いが、今後ネオシニアのまちにシフトする場合

の住まいのあり方としては高い可能性を秘め

ている。より多くのコレクティブハウスが「心」

に建設されれば、ネオシニアが望む心の癒しと

新たな絆、そして世代を超えた連携の可能性が

広がる。 

これからは、混合世代の多目的特性を活用し

た共有スペースを設け、育児、介護や防災上の

避難空間としても活用できる居住区間が必要

視されるのである。今後もまだまだ、「心」に

は高層マンションは建設されるであろう。官の

考えを民に反映し共同による、コレクティブハ

ウスが期待される。 

 
（３）「心」活性化の切り札「交流人口」 

－ネオシニアへのおもてなし－ 
先に述べたとおり、ネオシニアのまちには交

流という言葉がとても身近になる。まちに住む

人はもちろん、訪れる人、通過する人、そのす

べてのネオシニアの行きかう場を交流と考え

る。ネオシニアはそのニーズからも分かるよう

に、新たな交流をとても重要な位置においてい

る。それは、仕事、趣味、遊び等その行動範囲

のすべてに交流というキーワードがついてく

るように感じる。そこで、新しいまちの人の集

まりについてネオシニアのまちは「交流人口」

を新たな単位と考えたい。 

まずは八王子のまちに観光にくる人々を

「心」に誘導し、交流を持たせる交流人口増加

策を示す。 

（ａ）マルチフリー・チケットの可能性 

ネオシニアの健康、観光指向は高まる一方で、

はちおうじのまちを訪れるネオシニアの多く

は、自然を大切にする意識が高い。数ある資源

の中でも、高尾山へと向かってしまうのも事実

である。何しろ、非日常の空間が駅を降りると

すぐ目の前に広がっているのである。身近な山

としてネオシニアの心（こころ）をくすぐる、

まさに「八王子の資源」であり、ネオシニアに

愛されるアイテムそのものだ。 

年間 250 万人の来山者全員を八王子の市街

に迎えることが出来れば、まさに宝の山だ。誰

もが一度は思いをめぐらせる（写真１）。 

アクセスの面からすれば、高尾は京王線高尾

山口駅が一番便利である。しかし、それでは北

野駅を経由してしまい、「心」にアクセスする

ことがない。何とか京王八王子駅もしくは、Ｊ

Ｒ八王子駅経由で市街地を回遊させたいので

ある。そのための秘策がマルチフリー・チケッ

トである。マルチというだけあって、ケーブル

カー、リフトをパッケージにしたお得チケット。

ネオシニアをターゲットとした市内フリー切

符（市内公共交通機関、高尾ケーブル・リフト

にいたるまでの乗り降り自由なマルチ切符）で

ある。更にそのチケットを提示すると市街地の

商店の買い物や食事の割引特典または、夢美術

館プレミア券、八王子名産品引き換え特典、更

に訪れた回数をマイレージにした割引特典等

八王子の資源とネオシニアを価値統合する。是

非企業の理解と協力でネオシニアが楽しめる

新たな流れをつくりたいものだ。 

 

 
写真１ 八王子八十八景 

人々でにぎわう高尾山節分会 
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（ｂ）はちおうじノスタルジー 

－八王子駅弁の復活－ 
はちおうじを訪れる人へのおもてなしとし

て、はちおうじの独自性を食で出したい。それ

も、はちおうじの「心」でしか買えない限定感

を持たせる。まさに、身近な名産づくりである。 
旅のお供、楽しみの一つはお弁当「駅弁」の

復活である。 
「郷愁」なつかしいひびきである。最近、八

王子の駅弁をついぞ見かけなくなったことに

お気づきであろうか。今は、コンビニ系おにぎ

りや弁当が主流、確かに手軽でおいしい。しか

し、ここで考えていただきたい。八王子は旅の

起点、要所であり、はちおうじ色の駅弁こそが

「新名産」になる商品価値を見出せるのではと

考える。ネオシニアが創作する八王子のお弁当

である。 
高尾登山・八王子からの旅のスタートは、コ

ンビニではなく「はちおうじ駅弁」。ノスタル

ジックな非日常は「ときめきとぬくもり」ある

演出から生まれると考える。 
 
３．３Ｃ戦略：ネオシニアにうれしいまちを 

－「一世二代」の人生設計－ 

 

つぎに、ネオシニアにうれしさを提供する。

テーマは「支援」である。 

「ぴんぴんころり」という言葉がある。 

これは、人生最高の生き方の代名詞。つまり

生涯を全うする直前まで働き、ころっと苦しま

ず人生を終える。それがネオシニア的生き方と

いえる。 

平均寿命が大幅に伸びている現代、体力も知

力もまだまだ現役、しかし社会のしくみだけが

ネオシニアたちの働く場を奪ってしまう。一世

二代とは、一生で二度の人生が当たり前。ネオ

シニアが二度目のスタートを切るための方向

を示す（図表４）。 

 

（１）「マイスターシステム」の確立 

－ネオシニア人の活用－ 

これは、企業が積極的にネオシニアの特性を

活かし支援した、一つのユニークな事例を紹介

する。 

すでに現在では沢山の取り組みがされてい

るが、中でもその魁となった事例として、大阪

にユニークな会社が誕生した。名前は「マイス

ター60」（資本金 1000 万円）。事業の内容は、

各種プラント、工場設備、建築物の各種設備な

どの「メンテナンス＆エンジニアリングサービ

ス」を行う、すなわち、高度化した産業機器の

メンテナンス事業を行う会社である。 

 何がユニークかというと、それはスローガン

に端的に表れている。「年齢は背番号、人生に

定年なし、60 歳新入社、70 歳選択定年の熟練

技術者集団」（65 歳以降は本人の希望）。給与

体系は、職種別賃金で４種類。各種類とも年齢

やキャリアに関係なく一律で、昇給、退職金は

なく、完全週休２日制で、病欠時の賃金保証、

労災の上積保証をしているほか、トラブルに対

するサポートも行われている。要は、定年退職

した人材を活かした企業である。 
 
 図表４ ミドル世代の生活実態調査 

・定年はうれしい？うれしくない？

定年をどう思う
か？（％）

Aに近い まあAに近い
どちらとも言え

ない
まあBに近い Bに近い

ミドル男
性（４５～
５４歳）

11.5 36 49 3 0.5

３０代男
性（３５～
４０歳）

12.3 36.8 42.5 4.7 3.7

ミドル世代の生活実感調査 ミドル世代と仕事：サントリー不易流行研究所

定年退職後の人生設計･

自分の好きなことが出来るようになるので、嬉しい→Ａ
特にしたいこともないので、不安→Ｂ

 
 
もともと、この会社が出来たきっかけは、な

かなか休暇等が取れない状況の社員の長時間

労働を解消しようとリタイヤした高齢者の雇

用の提供をコンセプトに生まれた会社で、ネオ

シニアの特性を活用し、現状課題を解消した事

例である。 

ネオシニアだからできる価値活用である。そ

のネオシニアが持っている価値を、企業や社会

がいち早く気づき支援する体制が望まれてい

る。特に中心市街地のように 24 時間稼動して

いるエリアは、企業によるネオシニア活用を考

えれば、新しいタイムシェアの形が雇用の中で

確立されると考えたからである（図表５）。 

あえて、この支援を紹介したのはネオシニア

のまちを考える時、まち全体にこの気運が出来

なければネオシニアがまちの主役になりえな

いからである。まさに、支援という名のまち全

体の「志縁」と考える。 

 58



 

 
 

 
出所：平成 12 年版労働白書 

 

（２）ネオベンチャー・ビジネスへの挑戦 

－３人寄れば事業が出来る- 

人生の幸福について、福沢諭吉がこんなこと

をいっている。「世の中で一番楽しく立派なこ

とは、一生涯を貫く仕事を持つことで、世の中

で一番寂しいことは、する仕事がないこと。」

と語り、高齢化に挑戦しているデンマークの元

気な高齢者も「孫と遊ぶのは楽しいけれどそれ

だけではない。仕事を通じた発見が、毎日の充

実感を生む」と語っている。時代、国を問わず

生涯現役を通せることは、人生の幸福といえる。

しかし、社会は既に終身雇用制度、年金制度も

崩れ、組織から個に大きな流れが動き始めてい

るのが現状であり、既に世界の動きも「依存」

から「自立」へと確実に変化し、依存の生き方

よりも自立の生き方が、より幸せになれるとい

う考えが出て来ている。そこで生涯現役を貫く

ネオシニアの自立への手助けとした支援制度

を紹介する。 
このためには、高年齢者共同就業機会創出助

成金制度（注４）がある。この制度を活用しよ

うとするネオシニアに対し、手続き方法、事業

に関するアドバイス、広報活動等を支援し、そ

の起業に対し全面的に応援する制度を確立す

る。八王子はネオシニアに対し全面的にサポー

トするイメージを確立するのである。 

図表５ セカンドライフの玉手箱より 

「転職に当たって役立った能力」 

 

（３）ぴんぴんころりの実践－第二のビジネス、

ヒントは「ビジネスコーチ」－ 

支援だけではなく、ネオシニア自らが自分た

ちの価値を認め働く場をつくった事例を紹介

する。 

大阪に企業のＯＢ集団で構成されるユニー

クな会がある。「ビジネスライブの会」（1987

年設立）。企業を退職したスキルの高い方々が、

自らの能力を生かして事業会社を運営、生涯現

役を目標に活動しているのである。会の目的は、

「会員が永年培った知識、経験、人脈を結集し、

健康・仕事・生きがいを達成する生涯現役のラ

イフスタイルを創出し、仕事を通して社会に参

画し高齢化社会の活性化に貢献する」というも

ので、ここで何かを生産するというわけではな

く、顧客との取引の窓口の役割を果たすのが主

な仕事。この会社の特徴は、任意団体で法人格

を持たないため、要はハーフボランタリーなコ

ストでサービスを提供出来るということで、社

会のニーズにマッチしたのである。ネオシニア

が自らの可能性に気づき新しい形で自立した

事例である。 

ネオシニアはまさに自立した世代でもある。

起業支援を期待する方法もあるが、あえてフロ

ンティアとしての自立こそがネオの世代には

ふさわしい。 

ネオシニアが社会の一員として自らの意思

で労働に参加し、充実した毎日を送ることが出

来る雰囲気のあるまちが、うれしいまちの方向

と考えるのだ。最近では、三鷹市も積極的にＳ

ＯＨＯ（注５）に取り組んでいる。更に横浜市

ではシニアのＳＯＨＯなども運営されている。 

これらを見る限りでも、ネオシニアに最も適

したビジネス展開になると思われる（図表６）。 

しかし課題としては、ＳＯＨＯが出来やすい

環境づくりの相談やＳＯＨＯが行う仕事をそ

の内容により適切な事業主につなぐエージェ

ントとしての役割が重要になるだろう。それを

行政が担えればネオシニアの自立はさらに明

るい。 
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ここで一つ提案をする。これからのネオシニ

アが始める職種は、「ビジネスコーチ」（注６）

などが面白い。 
過去の経験、知識を活かしつつ、この複雑で

多様化する時代のビジネスコーチを行う。今、

最も注目されている職種といっても過言では

ない。今後個人コーチの需要が増えれば、きち

んとしたコーチングを習得し個人での業務契

約も可能になり、ＩＴとの連動を考えれば、在

宅コーチも可能である。ネオシニアを活用し、

仕事におけるマンパワーの潜在能力を開発す

る。それにより企業の業績もアップさせる。夢

のような話であるが、夢ではない現実もそこま

で来ている。ネオシニアの特性を活かした近未

来職種となるに違いない。 
ヒントになれば幸いである。 
 
４．３Ｃ戦略：ネオシニアにやさしいまちを 

－日常空間のリニューアル－ 

 

ここでは、まちを構造的にシフトする方向を

示す。心の癒し、おもてなしの心、交流の舞

台に、まちの「心」にもっともっと花を植え、

彩りとやさしさを創出するのである。 

まちづくりに誰もが参加できるきっかけづ

くりとして、ネオシニアのまちにふさわしく、

花の持つ力を活用して生命感ややさしいまち

をネオシニアが演出するしくみを提案する。 

図表６ セカンドライフの玉手箱より 

 

（１）ミリオンフラワーネットワークをつくろ  

う  

ネオシニアの花への関心は非常に高く、年齢

が増す毎にその愛着度が高くなる傾向にある

(図表７、８)。 

 

 

 

図表７ セカンドライフの玉手箱より 

「参加率の高いレジャー」 

 
出所：（財）余暇開発センター「レジャー白書 2000」 
 

 

出所：99年総務庁家計調査 

図表８ セカンドライフの玉手箱より 

「花苗やガーデニング用品への年代別消費額」 

 

すでに市街地では、アドプト制度によりマル

ベリーブリッジ等に置かれたプランターがま

ちに和みを与えている。しかし、更にその輪を

広げ、ガーデニングのような潤いあるスペース

を増やしたいのである。車道のスペースの最小

化や商店の店先提供や歩道空間の空きスペー
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ス、更には屋上庭園としての空間を最大限利用

してミリオンフラワー（100 万本の花）を目指

してネオシニアがまちに花壇を増やし、花を植

える。先のマルチフリー・チケットの特典に花

苗をつけ、花植えをしていただくなんていうこ

とも一考である。 

過去八王子の駅前に織物のまちのオブジェ

とその周りを囲むように花壇があった。沢山の

花を増やしネオシニアと花を身近にしたいの

だ。これは大きな空間的改革である。今はどこ

もそうであるが、どこも画一的な街並みになり

かけている。無機質感を取り除き生命感をかも

し出すのである。四季を通して沢山の花が咲き

乱れる、まちのイメージを創造していただきた

い。ネオシニアのニーズとまちのイメージの統

一と考える。 

更に、花を増やす効果はこれだけではない。

この植物に触れたり育てたり出来る空間は「園

芸療法」としての価値も見出されており、各世

代にその効果は波及し始めている。世代を超え

たつながりづくりの補完的役割も果たす効果

がある。 

思い出ベンチなる木製ベンチや既に計画中

である歩行者道路バリアフリー化、オープンカ

フェと組み合わせることで、八王子のまちは確

実にぬくもりあるネオシニアにシフトしたま

ちの構造へと変化し、広がりが生まれる。まち

に腰をおろし休んでいる人を増やし、「たたず

む」「語らう」「ながめる」、忙しい時代を駆け

抜けたネオシニアに、少しだけまちを眺める場

を提供したいのだ（写真２）。 

 

 

（２）「心」からの始動―リニューアル― 

（ａ）バス待ち時間掲示板 
現在、ＪＲ八王子駅前のバスターミナルはマ

ルベリーからバス停まで行かなければ次のバ

ス待ちの時間が分からない。バス停まで降りて

しまえば確実に回遊性を寸断し、まちに足を運

べない状況を招いてしまっている。ネオシニア

に限らず、階段の昇り降りは苦痛であり、何ら

かのアイデアが必要である。そこで、マルベリ

ーブリッジの上にバスの待ち時間が把握でき

る掲示板を設置するのである。さらに、近隣の

商店会の情報も流せる掲示板であれば、不便の

解消と同時に産業の振興につながると考えら

れる。そこで思い当たるのが、河川情報板であ

る。いろいろな制約はあろうが、駅前の数少な

い情報アイテムとすれば、もっと活用する枠を

広げてもいいと思える。 
（ｂ）24 時間安心して使えるトイレリニュー

アル  

ネオシニアのまちを提唱するにあたり、安心、

安全のイメージは自然と定着するであろう。安

心感を感じる都市施設として挙げられるイメ

ージにトイレがある。通常日中であれば、デパ

ート、商店のトイレを使用することも可能であ

るが、当然夜間の使用も考えると、24 時間安

心して使用できる清潔感あるトイレは安心と

安全のシンボルである。おもてなしのまち、や

さしいまちをイメージづくるには現状のトイ

レをリニューアルすることは必須条件であろ

う。 
（ｃ）ペット預かり施設設置 

 子どもが巣立ったあとのネオシニアに欠か

せないアイテムは、ペットの存在である。新た

な人生のパートナーにペットを飼っているネ

オシニアは多いのである。しかし、ペットと共

にお店を見たり食事をしたり出来る商店や施

設をふやすことは、難しい現実がある。そこで、

買い物の間、食事の間、プチ預かりのペットセ

ンターが「心」にあればと考える。普段の世話

からしばらく開放され、空いた時間を有効に使

い、まちを回遊してもらう。そのような心配り

がネオシニアには必要なのではないだろうか

と考える。当然預かったペットのお世話をする

のはネオシニアである。 

写真２ 八王子八十八景 

「マルベリーブリッジからまちを眺める」 
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おわりに 

 
ネオシニアというターゲットを限定するこ

とでいろいろなものが見えてきた。その世代の

意識感覚、深層心理まで考え、課題を抽出し、

それに対し理詰めで考えるのではなく、感性と

して捉えることで見えてきたのである。 
現代は複合した問題が世の中を難しくして

おり、もつれた糸の先がまるで分からないので

ある。『星の王子さま』の作者、サン＝テグジ

ュペリがその本の中でメッセージとして残し

た言葉に「大切なものは目には見えない」があ

る。今まで我々は沢山のものを見ようとして、

本質が見えなかったのかもしれない。 
ネオシニアは新たな時代の救世主になりえ

る。今後迎える超高齢化社会は、今まで経験し

たことのない世界であるが、人が寄り添うまち

にシフトすることこそが「新たな投資」に他な

らない。大きな変化をつくることは難しいが、

小さな変化を沢山行うことは決して難しいこ

とではない。それが進化への近道だと考えるの

である。 
八王子のまちには、目には見えない「ぬくも

り」という買えない価値があり、更にこれから

は「人」から始まるまちづくりを目指すことで

「人が大切にされる」「『人』がまちの『顔』」

としての新しいイメージが完成される」と確信

するのである。 
更にまちの進化実現は、「人を動かすこと」

であり、その「人を集めること」である。 
あまりにも観念的言い回しではあるが、人を

動かすのは「論より行動そして情熱」。それに

尽きる。 
ネオシニアが「心」で光り輝く日は近い（写

真３）。 
 
 

 

注 

１）東京都が都内消費者の日常の買物行動及び都

内繁華街の利用状況を調査し、報告書として

平成13 年７月にまとめたもの。主な調査内容

としては、「消費者世帯調査（調査表送付に

よるアンケート調査）」「都内11の繁華街（新

宿、池袋、渋谷、銀座、錦糸町、上野・浅草、

赤羽、吉祥寺、立川、八王子、町田）におけ

る来街者調査（街頭におけるアンケート調

査）」「都内11の繁華街における通行量調査」

などがある。 

都民が最も利用する繁華街 

都内で最も利用されている繁華街は、１位「新

宿駅周辺」19.3％、２位「池袋駅周辺」   

11.8％、３位「銀座駅周辺」7.7％、４位「渋  

谷駅周辺」7.5％と区部の代表的な繁華街が続

き、市部では「吉祥寺駅周辺」が7.5％と渋谷

と同値で健闘している。「八王子駅周辺」は

3.9％で市部の中では吉祥寺、立川5.7％につ

いで第３位となっている。 

２）注１による調査で、八王子の商圏は、行政区

分別に、それぞれの繁華街を消費者が選択す

る割合（選択比率）で見ると、八王子市の商

圏は、八王子市が71.0％、日野市が32.6％と

この二市でほとんど占められており、他はあ

きる野市6.8％、羽村市6.2％であった。 

３)コモンスペース：コレクティブハウスの間 

取りのうち、キッチンやダイニングなどの 

共有空間。 

４）高年齢者共同就業機会創出助成金制度とは、

60 歳以上の方が、自らの職業経験等を活用す

ることなどによって３人以上共同して事業を

創設し、継続的な就業機会を創出した場合に、

事業の創設に要した経費の一定範囲について、

助成金が支給される制度 

５）small office home office の略：在宅、小

規模オフィスでパソコンやインターネット

等を活用したネットワークビジネス 

６）コーチングとは、対象者（クライアント）の

目標を明確にし、その目標達成に向けて必要

な知識・スキル・ツールを装備し、短時間で

成果があがるようにサポートしていくとい

うインタラクティブな（双方向の）コミュニ

ケーションである。よって、コーチが何をす

るかを対象者に与えるのではなく、対象者自

身の自発的な能力を引き出す手法。スポーツ

の世界と同様、ビジネス分野にもコーチング

が取り入れられるようになったのは 1990 年

代前半から。米国で企業の組織改革を行う際

に有効な手法として広まっている。 

写真３ 八王子八十八景 

「ＪＲ八王子駅前がネオシニアで光り輝く日は近い」 
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研究報告 

ネオシニアにもやさしく利用できる交通機能を 

－人にうれしい、まちにやさしい公共交通－ 

都市政策研究会議研究員 

吉 田  樹 

 

はじめに 

 

 モータリゼーション（生活のなかに自動車

利用が定着すること）の進展は、市民の生活

を大きく変化させた。好きな時間にどこへで

も行くことのできる「マイカー」は、そのプ

ライベート性ともあいまって、私たちの生活

を豊かなものにしている。しかし、その一方

で、交通の混雑や環境負荷の増大など、様々

な側面で不利益（外部不経済）を生み出して

いるのもまた事実である。 

 平成 15 年 12 月に出された「多摩北部地域

の幹線道路検討会報告書」によれば、八王子

市内の甲州街道と国道 16 号が高い混雑度に

なっていることが示されている。特に、甲州

街道の混雑度は 1.75 を越えており、ほぼ一日

中混雑が発生している状況にある（注１）。ま

た、わが国における二酸化炭素排出量のうち

自動車交通など運輸部門に起因するものが全

体の 22％を占めており、そのうちの約半数が

マイカー（自家用乗用車）によるものである

（平成 13（2001）年）。 

本章は、ネオシニアを主たるターゲットに

据えた交通の戦略である。しかし、こうした

交通問題を抱えているなかで、バラバラの施

策を並べ立てただけでは、対症療法的な戦略

にしかなり得ない。つまり、本章で述べる様々

な施策が一つの目的のもとで相互にリンクす

ることによって、はじめて十分な効果があが

る戦略になるのである。 

 本章では、ネオシニアのポテンシャルを生

かすためには、公共交通を都市交通の中心に

位置づけた都市に変えていく必要があると考

える。ネオシニアのなかでも、昼間時に外出

する機会も多い女性は、マイカー（自由車（注

２））の保有率が低いため（注３）、こうした

層のモビリティ（移動）の活性化には公共交

通の整備が不可欠である。そこで、ネオシニ

アの将来予定の姿であるシニア（高齢者）の

モビリティも考慮しながら、以下のような３

つの戦略を掲げたい。 

① 持続可能な都市と交通をつくる 

② ネオシニアにやさしい公共交通 

③ ライフスタイルを提案する公共交通 

 

１．持続可能な都市と交通をつくる 

 

本章における「持続可能」というキーワー

ドは、２つの側面を持っている。 

 一つは、マイカーがなくても便利に生活で

きるような都市構造をつくることで、マイカ

ー依存型の生活がもたらす環境負荷などの外

部不経済を軽減する側面である。 

 もう一つは、公共交通事業の効率性を高め、

将来にわたっても維持可能な交通システムを

構築する側面である。 

 

（１）都市構造を変える 

（ａ）クリチバ市の取り組み 

 土地利用政策と交通政策を一体的に展開さ

せた都市政策を 30 年にもわたり実践してき

た都市がある。それがクリチバ市である。 

クリチバ市は、ブラジルの南部にある人口

約 160 万の都市で、首都ブラジリアからは南

に約 1600km離れている（図表１）。人口密度

は、約 3700 人／km２で、八王子市の 2,871 

人／km２より高い。 

図表１ クリチバ市の位置（注４）

 

第２章 ネオシニアにもやさしく利用できる交通機能を 

        －人にうれしい、まちにやさしい公共交通－ 

 

都市政策研究会議委員  吉 田  樹

●八王子の「顔」をつくる 
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 クリチバ市の都市政策の特徴は、1966 年に

策定したマスタープランの目的を遂行するた

めに様々な分野の施策を連携させていること

である。なかでも、土地利用と交通に関する

施策はその中心を担うものであり、自動車に

過度に依存しなくても便利に生活できる都市

構造のあり方を描いている。 

 クリチバ市は、1970 年頃から人口が急増し

始め、70 年の 61 万人から 2000 年の 159 万人

と、ここ 30 年間で 100 万人近くも増加してい

る。こうしたなか、1966 年のマスタープラン

では、市内の中心地から回廊状に延びた４本

の骨格軸に沿って都市を発展させることを示

した（後に５本の軸になった）（図表２）。そ

して、詳細なゾーニングによって５つの骨格

軸に開発を集中させ、高密化を図った。写真

１のなかには、直線的に並んだビル群を見る

ことができるが、これがクリチバ市の都市軸

である。また、都市軸から離れた部分の土地

利用は比較的低密であり、緑も多い。 

クリチバ市の公共交通（バス）ネットワー

クは、５本の都市軸に沿って幹線網を整備し

たため、バスを利用して様々な施設にアクセ

スしやすい環境にある。また、バス交通の経

営面においても、多くの移動先がこの軸上に

存在していることから、交通需要を集約しや

すく、事業の効率性を高めることができる。 

図表２ クリチバ市の都市軸と公共交通網（注４）

 

 

 

 

写真１ クリチバ市の都市軸と土地利用（注４）

 

（ｂ）八王子市ではどう取り組むべきか 

 八王子市に限らず、わが国の都市は中心部

から面的に発展していった。クリチバ市のよ

うな明確な都市軸がなかったことが背景にあ

るわけだが、それゆえ、市民が移動する範囲

は多岐にわたり、公共交通によってアクセス

しにくい場所が生まれやすくなる。また、公

共交通は需要を集約させることによって効率

性が高まるため、現在の都市構造は公共交通

を維持していくうえでは、必ずしも効率的で

あるとは言えないのである。 

 では、八王子市の都市構造はどう変えてい

けばよいのだろうか。八王子市中心部を含む

人口集中地区（Ｄ.Ｉ.Ｄ（注５））は周辺のＤ.

Ｉ.Ｄを吸収しながら、拡大している（図表３）。

また、Ｄ.Ｉ.Ｄ人口密度の経年変化を長期的

な視点で眺めると、都市が「広く、薄く」拡

大していった様子が見て取れる（図表４）。だ

が、ここ 30 年の人口密度は、7,500 人／km２前

後でほぼ一定に推移しており、現在は成熟期

にあると言えよう。急速な都市の成長が考え

にくい今日、都市の「軸」をどこに据え、そ

れと連携した公共交通のネットワークをどう

組んでいくかを計画する絶好のチャンスであ

るとも言える。 

このほか市内には多摩ニュータウン地区を

はじめ３つのＤ.Ｉ.Ｄがある（平成 12 年国勢

調査の時点）が、特に多摩ニュータウン地区

のＤ.Ｉ.Ｄは成長著しい。周辺には未利用地

も多く、今後も拡張が進むことが考えられる

が、特に中心部Ｄ.Ｉ.Ｄとの狭間で都市の成

長が見込まれる。そのため、多摩ニュータウ

ンの周辺地区においても明確な成長軸を提示

しておくことが望ましい。 
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図表３ 八王子市中心部のＤ．Ｉ．Ｄ面積
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図表４ 八王子市中心部のＤ．Ｉ．Ｄ人口密度
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 ところで、こうした都市構造を変えていく

施策は時間をかけてこそ達成できるものであ

る。施策のスタート当時、成長途上であった

クリチバ市でさえ、現在の姿に至るまでに 30

年を要しているのだから、成熟期にある八王

子市ではもっと長い年月を要するのは明らか

である。クリチバ市が 30 年もの間、施策を持

続することができたのは、1966 年のマスター

プランを実践するために組織された「イプキ

（クリチバ都市計画研究所）」と呼ばれる公的

シンクタンクの果たした役割が大きかった。

30 年の間に 10 回もの市長交替を経験したク

リチバ市であったが、「イプキ」が首長直轄の

独立した行政機関であり、研究機能に加え、

独自の諮問会議や運営委員会を備えていたこ

とがポイントである。 

 

（２）公共交通の効率性を高める 

 公共交通は、一つの便に乗り合う人数が多

くなるほど、効率的な運営をすることができ

る。その一つの方法として、バス路線の再編

を挙げることができる。例えば、神奈川県相

模原市で行なわれた大規模なバス路線の再編

（平成 15 年 10 月）では、路線の支線部を幹

線部に集約することで、効率性を高めた。し

かし、現在のような都市構造のもとで、こう

した再編手法をとった場合には、結果として

新たな交通不便地域やモビリティの潜在化が

起こりやすくなる可能性がある。 

 筆者ら（2004）は、東京都多摩市のバス路

線をもとに、沿線の人口密度と採算ラインと

なるバス便数との関係を導き出すモデルを開

発した（図表５）。その結果、沿線の人口密度

が高くなるほど、採算ラインとなるバス便数

は増加していくことが分かった（注６）。また、

その増加率は一定ではなく、沿線人口密度が

大きくなるにつれて、逓増していることが分

かった（図表５のグラフ（実線、点線とも）

は、直線ではない）。つまり、バス路線沿線の

人口密度を高めるような都市構造に変えてい

くことは効率的なバス経営をできるばかりか、

増便による外出の誘発効果も生まれ、結果と

して密度の高い運行計画をたてることができ

る（拡大均衡の考え方）。 

図表５ 沿線人口密度から考慮した標準的なバス便数
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２．ネオシニアにやさしい公共交通 

 

 本節では、ネオシニアにやさしい公共交通

をつくるための施策について、２つの視点か

ら記述する。 

一つは、バス路線の再編や新しい公共交通

システムの導入によって、潜在化したモビリ

ティニーズの顕在化を図る視点である。 

もう一つは、公共交通を分かりやすく変え

ていく視点である。 

 

（１）潜在モビリティニーズを掘り起こす 

（ａ）公共交通のサービス水準を上げる 

 ネオシニアの将来予定の姿であるシニア

（高齢者）は、自由車の保有率が低く、公共

交通サービスが十分に供給されていないとモ

ビリティの潜在化が起こりやすくなる。つま
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り、外出したくても、移動手段が不備である

ために外出することができないという状況が

生まれやすくなるのである。また、こうした

状況は、同様に自由車の保有率が低いネオシ

ニアの女性にも起こりやすい。 

 では、潜在化したモビリティニーズを掘り

起こすためには、公共交通サービスをどのよ

うに変えていく必要があるのだろうか。まず

は、増便をはじめ、基本的なサービス水準を

高めることが考えられる。路線バスの増便に

伴う外出の誘発効果は、先に述べた図表５で

も確認できるところである。しかし、現在の

都市構造を抜本的に変えるためには、相当の

時間を要し、その実現を待つことなく高齢社

会は進行する。そして、マイカーを持たない

高齢者やネオシニアの「生活の質（ＱＯＬ）」

を増進していくことができる公共交通のサー

ビスの質を確保していくことが重要になる。 

 そのためには、市民のモビリティを保障し

ていくために必要な財政負担を一定程度、自

治体が担っていくことが重要になる。また、

その一方で、路線の再編や入札による運行事

業者の品質保証など、短期的、中期的に取り

組める公共交通事業の効率化とも合わせて考

えていく必要がある。 

（ｂ）新しい交通手段の導入 

 また、路線バスや路面電車、ライトレール

（注７）といった既存の地域公共交通以外の

ソリューションも考慮に入れていく必要があ

る。そのなかでも近年注目され始めているの

が、ＤＲＴ（Demand Responsive Transport;

需要応答型交通）である。ＤＲＴは、利用者

からの事前予約に応じて、予約の入った停車

地のみを結んで運行する交通システムであり、

路線バスよりもきめ細やかなサービス（ド

ア・ツー・ドアに近い性質を持っている）を

乗合により低運賃で提供することができる。

現在、わが国では福島県小高町の「おだかｅ

まちタクシー」など人口低密度地区を中心に

全国 10 程度の自治体で運行されている。一方、

市街地（もっと具体的には、Ｄ.Ｉ.Ｄ）にお

いても実験ベースながら、運行されている例

がある。多摩ニュータウン地域（東京都多摩

市）での乗合タクシー「のりタク」社会実験

はその一つの例である。 

 丘陵部に開発された多摩ニュータウンは、

地形的な起伏や階段が多く、高齢者をはじめ

とした移動困難者の外出を制約する要因とな

っている。また、多摩ニュータウン特有の状

況として、路線バスを利用する場合に、居住

地である「丘の上」から、道路のある「谷戸」

まで下りなければならず、垂直移動抵抗の解

消が課題となっている。 

こうした状況を踏まえて「のりタク」の試

験運行が開始された。既存の公共交通（路線

バス）の利用が困難な人々のモビリティが増

進することを図るのが主な目的である。利用

者を対象に「のりタク」の運行によって多摩

センター地域への外出が増加したかを調査し

た。その結果、利用者（のうち調査回答者）

24 名中９名（37.5％）が外出は増えたと回答

している。利用者の多くが 60 歳代以上の高齢

者や幼児や乳児連れの家族であることから、

移動困難を抱えている人々のモビリティ増進

にＤＲＴが一定程度、寄与していると結論付

けられる。 

なお、「のりタク」実験の概要は、図表６に

示した通りである。 

図表６ 「のりタク」実験の概要 
名称（愛称） 多摩乗合タクシー（のりタク） 
実験主体 多摩市・都市再生機構 
運行委託先 京王自動車 
許可形態 道路運送法２１条（実験期間中の許可） 

実験期間 
平成 16 年 11 月 1日～平成 17 年 2月 4日 

（日曜・年末年始を除く） 

運行エリア
団地側（落合４～６丁目、豊ヶ丘４～６丁目）と 
センター側（多摩センター駅）の間（東京都多摩市）

運賃 
300 円（片道） 幼児会員は無料 
＊ 11 月 15 日まで：お試し券利用可 
＊ 11 月 16 日～12 月 15 日：無料 

車両 
セダン型車両２台（予備車１台） 

＊ 乗務員ローテーションにより４台を登録 

運行時間帯
団地側→センター側：午前８時～午後４時３０分 
センター側→団地側：午前１１時～午後６時 

便数（定員）
団地側→センター側：１８本（７２名） 
センター側→団地側：１５本（５１名） 

予約 
出発時刻の 60 分前までに予約 

＊「ゆづり葉」利用者は、前日までの予約 

その他 

・利用するためには、会員登録が必要。登録の申込か
ら利用が可能になるまで約１週間を要する。 
・車いす使用者には、ＮＰＯ法人の移送サービス団体
「ゆづり葉」のサービスを提供した。 

 

（２）分かりやすい公共交通 

 公共交通の分かりやすさには、様々な側面

がある。具体的には、案内の分かりやすさや

運行する系統（路線）の分かりやすさなどが

例として挙げられる。特に、市内中心部にお

いては、バス交通を分かりやすくつくり変え

ることが重要な施策の一つになる。筆者が青

森県八戸市で実施した調査の結果、郊外部に
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おいてはバスの増便や運賃が安くなることを

望む市民が多い一方で、中心街では停留所の

分かりやすさを望む人が郊外部と比較して多

くなっていることが分かった（注８）。 

公共交通を分かりやすく変えていく戦略と

して、これまでは、どちらかといえば情報技

術を活用したものが多かったように思う。例

えば、相模原市では、市内の主要駅構内にバ

ス総合案内システムが導入されており、行き

たい場所や停留所の番号を入力すれば時刻表

や運賃などの情報を入手することができる。

また、都営バスなどでは、バス停留所に接近

表示システムを導入し、あと何分待てばバス

が到着するのかを知ることができる。こうし

たシステムを導入することは、バス利用者の

便益を高めることにはつながるが、シニア層

や定期的にはバスを利用しない「一見さん」

にも分かりやすい公共交通をつくるには至っ

ていない。 

 そこで、本章では、運行系統（路線）の単

純化と主要停留所やターミナルを通る系統を

番号やカラーリングで区別することを提案し

たい。 

 まず、運行系統の単純化は、短・中期的に

は系統の再編を行い、系統の支線部を統合し

たり、多くの系統が重複して通過する部分の

統合を行なったりして、系統の数自体を減ら

していく方法がある。また、長期的には、都

市の成長軸をつくりあげ、そこに幹線となる

公共交通を導入し、幹線上に設置したターミ

ナルで支線への乗換えを可能にするといった

戦略をとることも可能になる。 

 一方、番号やカラーリングによる区別は、

運行系統の単純化を進めることでより効果を

挙げることができる。しかし、現況において

も、方面別に番号を振ったり、方向幕に色付

けをしたり（近年はＬＥＤ（電光）表示化が

進み、困難になった）、バスの塗装を変えたり

することで、一定程度は分かりやすさが向上

すると考えられる。特に、八王子駅などのバ

スターミナルはホームの塗装とバス車両や方

向幕の塗装が一致しているとより分かりやす

くなる。また、八王子市役所など主要な停車

地に停まる系統には、方向幕や車両に特殊な

記号や番号、色を付けるという方法もあろう。 

現在、八王子市内には５つの事業者が路線

バスを運行しており、各社がバラバラな塗装

や方向幕を掲出している。こうした取り組み

を実践していくためには、八王子市が各事業

者のサービスを調整、マネジメントをする役

割を担っていく必要がある。 

 

３．ライフスタイルを提案する公共交通 

 

 新たな外出ニーズを公共交通が誘発しよう

とする戦略である。いい換えれば、「このバス

に乗って○○へ行こう」という考えを市民に

持ってもらうためにはどうすればよいのか、

ということになる。例えば、沿線の買物情報

や催し物などの情報を公共交通の情報ととも

に積極的に宣伝する。特に、ネオシニアの女

性は、昼間に外出する機会も多いと考えられ

るため、公共交通の集客性が向上するばかり

か、地域の振興にもつながると思われる。 

図表７ 札幌市電のモデルコース

 

 例えば、札幌市電は、路面電車の路線図と

ともに周辺の施設や飲食店などの紹介を行な

うパンフレットを配布している。そのなかに

は、図表７に示したようなモデルプランを用

意して、市電を利用する観光客や市民の利用

を促そうとしている。 

 また、筆者が関わっている社会実験のなか

でも、青森県福地村で行なっている「予約式

ふくちふれあいバス」では、村内にある温浴

施設「バーデハウス」まで乗り換えなしに利

用できる旨を大々的に広告した。その結果、

実験バスの利用も「バーデハウス」の利用も
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増加に転じている。公共交通の計画は、地域

の振興や市街地の活性化など、まちづくりと

一体的に考えていく必要がある。 

また、日常の外出にすぐ活用できるような

公共交通の情報提供をしていくことも重要な

戦略である。ＲＯＢＡの会（福井市）が製作

している「のりのりマップ」（図表８）は、市

内をはじめとしたバスと鉄道の路線図である

が、主な施設の最寄りにあるバス停や各路線

の便数や運行時間帯など、公共交通を利用し

て外出する際に必要な情報がコンパクトなサ

イズでまとめられており、初めてバスを利用

する場合でも迷うことはない。八王子市でも

こうした地図を製作するメリットは大きい。 

図表８ のりのりマップ（注９）

 

おわりに 

 

本章では、ネオシニアを主たるターゲット

に据えた交通の戦略について記述した。 

ネオシニアのポテンシャルを生かすために

は公共交通を都市交通の中心に位置づけた都

市に変えていく必要があると考え、そのため

に必要な戦略を次の３つの視点から記述した。 

① 持続可能な都市と交通をつくる 

② ネオシニアにやさしい公共交通 

③ ライフスタイルを提案する公共交通 

公共交通を軸に据えた都市構造に変えていく

戦略は、長い年月を要し、決して容易ではな

い。しかし、ネオシニアにやさしい公共交通

をつくるためには、こうした根本的な一つの

政策の柱を組み立てて、それに関連する施策

を継続して実践していく必要がある。クリチ

バ市では、「イプキ」というシンクタンクがそ

の鍵を握っていた。この八王子市都市政策研

究会議もまちづくりに関する調査研究をアク

ティブに行うことのできる独立性の高い機関

に成長させていくことが必要である。 

 

注 
１）混雑度は、道路の交通容量（円滑に走行できる

最大の交通量）に対して何倍の交通量があるの

かを示したものである。混雑度が１を超えると、

日常的に混雑が発生する時間帯（ピーク）が存

在する。混雑度が 1.75 を超えると慢性的な混雑

が発生していると考えられる（「道路の交通容

量」、（社）日本道路協会、昭和 59 年）。 

２）自分で自由に利用できる乗用車を指す。 

３）筆者が平成 14年に東京都多摩市民を対象に調査

した結果、男性の自由車保有率が 69.3％なのに

対し、女性は 52.3％にとどまっている。 

４）服部圭郎著「人間都市クリチバ」より。 

５）人口密度 4,000 人/km２以上の国勢調査区が連担

して、人口 5,000 人以上になっている地区。 

６）並行あるいは交差する他のバス路線よりも便数

の多い幹線的なバス路線を対象にしたシミュレ

ーションの結果である。なお、最大値と最小値

をもって幅を持たせた予測をしている。シミュ

レーションで用いた仮定などの詳細は、吉田ら

（2004）を参照されたい。 

７）従来よりも高速性を図った路面電車。 

８）路線バスへの改善要望のうち、一番重視するも

のとして、中心街の居住者は、18％がバス停の

分かりやすさを挙げていたのに対し、他地区で

は２～３％にしか過ぎなかった。 

９）のりのりマップホームページ（http://f12.aaa. 

livedoor.jp/~norimap/）中の、福井市街地マッ

プイメージより。 

 

参考文献 
・ 交通エコロジー・モビリティ財団ホームページ

（http://www.ecomo.or.jp/top_ecodrive/index

.htm） 

・ 多摩北部地域の幹線道路検討会報告書，東京都ホ

ームページ（http://www.metro.tokyo.jp/INET/ 

OSHIRASE/2003/12/20dcm305.htm） 

・ 服部圭郎著「人間都市クリチバ」、学芸出版社、

2004 年 

・ イプキ（IPPUC）ホームページ（http://www.ippuc.

org.br/IPPUC/index_ippuc_ingles.htm） 

・ 吉田 樹・秋山哲男「外出抑圧の緩和に配慮した

都市部路線バスの標準的運行計画策定に関する

研究」、都市計画学会論文集 No.39-3、日本都市計

画学会、2004 年 

・ のりのりマップホームページ（http://f12.aaa. 

livedoor.jp/~norimap/） 

 
（よしだ いつき・ 
 市民公募委員／東京都立大学大学院） 
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はじめに（本市に求められているもの） 

 

八王子ゆめおりプランでは、都市像の一つ

に“新しい時代にふさわしい創意にみちた協

働のまち”を定めている。本市は、“自立した

協働のまち”をめざして、市民参画のしくみ

や環境づくりを重点的に推進しなければなら

ない。しかし、本市の実施した市政世論調査

（平成 14 年度）によると、市民活動に参加し

たことのない人や、「協働」という言葉を今回

の調査ではじめて聞いた人は、７割を超える

など、「協働のまちづくり」を進める上での課

題は多い。 

また、八王子市生涯学習推進計画では、よ

り、暮らしやすい地域社会を築いていくため

に、市民一人ひとりが、生涯学習での活動を

通して、さまざまな地域での課題に目を向け、

積極的に「まちづくり」に関わり、取り組む

ことを求めている。そのため、本市は、生涯

学習を通して、市民が「まちづくり」の推進

者となるための環境整備を行わなければなら

ない。 

これらの施策に共通点は多い。したがって、

「生涯学習」と「協働のまちづくり」を一体

的に推進し、地域活動を活性化する。そして、

“新しい時代にふさわしい創意にみちた協働

のまち”を実現しなければならない。これら

の実現に向けて、ネオシニアが中心となり活

躍する“まち”をめざした施策を実施する。

これが、今、まさに、本市に求められている

のである。 

  

１．ネオシニアと地域活動との関係 

 

（１）ネオシニアが中心とならなければなら

ない理由とは 

本市の実施した市政世論調査（平成 14 年

度）では、地域活動への不参加の理由に、時

間の余裕がないことをあげた市民は、半数を

超える。また、生涯学習に関する活動をしな

かった理由の第一位は、時間に余裕がないこ

とである。しかし、内閣府の実施した、国民

生活に関する世論調査では、時間にゆとりが

ある国民は、女性は 40 歳、男性は 50 歳を超

えると急激に増加する（図表１参照）。 

図表1　時間のゆとりの有無
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したがって、人口構成の大部分を占めつつ

あり、比較的、時間に余裕のあるネオシニア

をターゲットとし、生涯学習を通して、地域

活動への関心を高める。その後、地域活動に

参加してもらう。これらにより、地域活動を

活性化しなければならない。 

さらに、平成 16 年度市政世論調査（図表２

参照）では、本市の定住意向は高い。地域に

愛着をもった、地域に住み続けることを望む

市民は、確実に、生涯学習の推進や地域活動

第３章 ネオシニアを機軸として地域活動の推進を 

        －ネオシニアが市民活動の中心となり活躍するまち“八王子”をめざして－

 

都市政策研究会議研究員  福 島 稔 明

●八王子の「顔」をつくる
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の人的資源となりうるのである。特に、年齢

を重ねるにつれ「ずっと住み続けたい」とい

う回答は、急激に増加する。今後、仕事を離

れて、主に地域で生活するネオシニアは、増

加し続ける。したがって、この年代をいかに

地域社会に定着させるかが、今まさに本市に

求められているのである。 

 

図表2　定住意向調査
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（２）生涯学習と地域活動を一体的に推進す

るための問題点とは 

 

（ａ）地域活動への参加に関する動機づけが

不十分である 

福岡県、ＮＰＯ・ボランティア支援センタ

ーの調査（平成 11 年度）によると、ボランテ

ィア団体の活動上の課題としては、「新しいメ

ンバーが入ってこない」「メンバーの高齢化や

世代・男女の片寄り」などが多い。しかし、

本市では参加したいと思ったとき、速やかに

参加のできる組織は多くなく、これらの問題

を解決できない現状にある。 

また、生涯学習を通して、リーダーや後継

者を育成するしくみづくりが求められている。

しかし、生涯学習や地域活動の推進は、全市

民を対象とした場合が多い。特定の年齢層を

対象とすることで、参加者の仲間意識を高め

る。このことで、特定の年齢層を、地域活動

へと導くことを目的とした、講座は少ない。

したがって、知人や友人の勧誘（平成 14 年度

市政世論調査での市民活動参加要因の第二位

は、知人や友人の勧誘である。）で、地域活動

に参加する市民は多いとは言い難い。 

（ｂ）活躍のステージづくりが十分でない 

サイバーシルクロード八王子（注）で実施

している、「ビジネスお助け隊」で活躍してい

る、ネオシニアも多い。仕事に対する意識が

非常に高く、自分の特技や経験を活かしたい

と考える市民も着実に増加している。しかし、

「ビジネスお助け隊」は、プロとして活躍し

ている公認会計士などの専門知識を持った人

を対象としている。また、仕事を離れた後、

活躍する場は、シルバー人材センターなどが

ある。しかし、これらの活動と地域活動との

結びつきは少ない。したがって、ネオシニア

が、地域で、活躍する場は、町会・自治会活

動などに限定されている。 

このため、時間に余裕があり、地域で自分

の特技や経験を活かしたいと考えても活かせ

ない、ネオシニアや、地域活動に参加できる

場が少ないために、参加したくても、参加で

きない、ネオシニアも多い。 

（ｃ）「生涯学習」を通して、地域活動への関

心が高まっていない 

平成 14 年度市政世論調査では、生涯学習に

よる学習目的を、「趣味や仕事」と答えた市民

は６割に達する。したがって、これらの講座

に対する市民の関心は高く、これらの講座が
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重点的に実施されている。しかし、ボランテ

ィア活動など、地域活動への関心を高める、

講座は少ない。趣味教養からの転換の動機づ

けともなる、地域社会の資源や問題点などを

学ぶ、地域の関心を高める講座は、八王子学

園都市大学（いちょう塾）などで実施されて

いるのみであり、市民にとって身近な地域ご

とに、開講されていない。しかし、同調査で

は、学習活動の場所は、「自宅近く」と答える

市民は、６割に達する。 

また、平成 15 年度に内閣府の実施した、地

域のための活動を盛んにするために必要と考

えられる社会的整備に関する条件調査による

と、リーダーの育成が第二位である（図表３

参照）。しかし、これらに関する講座は多くな

く、関心の高い市民は、まだ、少ない。した

がって、地域活動を推進するリーダーは十分

育成されているとは言い難い。 
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図表3　地域のための活動を盛んにするた
めに必要な社会的整備条件

 

（ｄ）市民活動に関する情報提供が不足して

いる  

平成 14 年度市政世論調査では、地域活動に

関する、不参加の理由は「どんな活動がある

のか情報を知らなかった」と答える市民は６

割を越える。また、市民参加の活性化に必       

要なことに、「情報を市民に積極的に知らせる

こと」をあげる市民は、７割に達する。しか

し、地域活動に少しでも関心のある市民や、

特定の年齢層をターゲットとすることで関心

を高めるような情報提供は多くない。 

さらに、平成 15 年度に内閣府の実施した、

地域のための活動を盛んにするために必要と

考えられる社会的整備に関する条件調査での

第一位は地域活動に関する情報提供である

（図表３参照）。 

したがって、まずは、ネオシニアに情報提

供をする。これらにより、地域活動の現状を

ネオシニアに認識してもらわなければなけれ

ばならない。 

 

２．ネオシニアが市民活動の中心となり活躍

するまち“八王子”をめざして（提言） 

 

生涯学習と地域活動を一体的に推進する上

での問題点を解決し、ネオシニアの特技や経

験を活かすとともに、生涯学習の成果を生か

す。これらにより、“新しい時代にふさわしい

創意にみちた協働のまち“を実現する。その

ために、本提言では以下の４つの提言を行い

たい。 

 

（１）“匠”クラブの設立（新たな生きがい・

仲間づくりのきっかけに） 

ネオシニアがこれまで養った技能、経験や

生涯学習の成果を（地域の匠として）活かし、

生きがいを持って、地域社会で人生を送るた

めの環境づくりをめざした活動を行う。 

市として、市民活動推進部と生涯学習スポ

ーツ部が、一体的に活動の支援を行う。また、

市の公共施設内に活動拠点の提供も併せて行

う。これらにより、行政との連携も強化する。 

対象は市内在住在勤で地域活動に意欲のあ

る、ネオシニアとする。ネオシニアという、

特定の年齢層を対象とすることで、同年齢で

の仲間意識を高める。また、ある程度、幅の
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ある年齢層を対象とすることで、いつでも参

加でき、多くのメンバーが加入しやすいクラ

ブとする。さらに、一定期間登録を行うこと

で責任感をもってクラブの活動に参加しても

らう。 

これらにより、以下の提言における活動主

体ともなるクラブとし、ネオシニアによる地

域活動推進のために基幹となる組織とする。 

 

（２）“匠”人材バンクの開設（ネオシニアの

力を地域で活かすために） 

    自分の経験や趣味を地域のために活かし

たいと思うネオシニアや、本市で実施してい

る生涯学習などで養成された、生涯学習コー

ディネーターなど、地域活動でのリーダーと

なる人材を登録する。 

そして、様々な地域での活動や生涯学習を

行う際の講師や、市民からの要望に適したボ

ランティア活動に意欲のある、ネオシニアを

派遣する人材バンクとする。登録したネオシ

ニアはボランティアとして仕事や趣味、生涯

学習で養ってきた、特技、経験や知識を十分

に発揮してもらえるしくみともする。 

また、特技や経験はないが普通のボランテ

ィア活動を望む人、例えば、一人暮らしの高

齢者の「傾聴ボランティア」などの人材も派

遣可能な人材バンクともする。さらに、ネオ

シニアの方々に、こんなボランティア活動を

して欲しいという、市民からの要望も受け付

け、派遣活動の活性化もめざす。 

これらにより、多様な人材を地域に供給す

るとともに、地域からの派遣要請にも応えら

れる人材バンクとし、一人でも多くのネオシ

ニアが登録された人材バンクとする。 

活動は“匠”クラブが主体で行うが、活動

に関する情報提供は市民活動支援センターと

協働して、市民活動支援センターのＨＰを活

用するなど、市民活動支援センターとの連携

も強化することで情報の一元化をめざす。 

 

（３）“匠”塾の開塾（地域で活躍するネオシ

ニアを育成するために） 

    地域との係わりが薄いネオシニアや地域活

動への関心の低いネオシニアを対象とした講

座を重点的に行い、生涯学習を通して地域活

動への関心を高める塾とする。 

講座の中心として、地域学の推進を行う。

地域での歴史や文化だけでなく、その地域に

暮らす人々、その地域のイメージや地域活動

の実態などを地域活動コーディネーターや町

会・自治会など、地域活動の中心となり活躍

している人も講師として招き開講する。市内

の各市民センターで定期的に、身近なところ

で実施することで、ネオシニアの参加しやす

い講座をめざす。地域での共通意識を高める

とともに、同年代の友達の輪を広げることで、

仲間意識も高めることも目的とする。これら

により、地域で活躍する、ネオシニアを育成

する、基幹講座として実施する。     

また、地域活動コーディネーター養成講座

など、本市内外で実施されている地域活動に

関するリーダーを育成する講座の紹介や申し

込みの代行なども行い、地域活動を推進する

リーダーの育成も行う。 

これらにより、地域で活躍可能な人材を育

み、その成果として、“匠”人材バンクに登録

してもらうことにより、地域活動の活性化を

促進する。 

 

（４）情報誌“匠メールマガジン”や“匠マ

ガジン”発行 

   本市やいちょう塾で開講するネオシニア向

け講座や“匠”クラブの活動状況、地域活動

の促進に役立つ講座などの情報提供を行う。

まず、“匠”クラブの会員や“匠”人材バンク

の登録者、“匠”塾の生徒、あらかじめ登録し

た市民などに継続的に、Ｅメールで“匠メー

ルマガジン”配信する。登録者への詳細な情

報提供の手段とし、登録者間の交流も促進す

る地域活動に関心の高い、ネオシニアを対象

としたメールマガジンとする。 

また、定期的に、健康に関することなど、

ネオシニアの関心の高い情報やネオシニアが

知って得する情報の提供を主体的に行う。多

くのネオシニアに進んで読んでもらえる“匠

マガジン”を発行する。 

その際、“匠”クラブの登録募集や“匠”人

材バンクなどの情報提供も兼ねたマガジンと

することで、一人でも多くのネオシニアへの

認知度を高める。 

 これらにより、ネオシニアが地域活動の現

状を認識し、地域活動への関心を高める情報
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誌をめざす。さらに、“匠”人材バンクや“匠”

塾の活性化に役立つ、情報提供手段ともなる

情報誌とする。 

 

おわりに（“新しい時代にふさわしい創意にみ

ちた協働のまち”をめざして） 

 

 今後ネオシニアを機軸として、施策を実施

し、地域活動を活性化しなければならない。

地域住民に占めるネオシニアの割合が増加す

る中で、これからはネオシニアが、ボランタ

リーな活動を通じ、生きがいを持って地域で

活躍するステージづくりをする必要がある。 

ネオシニアが、数多く町会・自治会や様々

な市民活動団体に参加することで、活動分野

も広がり、個々の市民活動も活性化する。そ

して、ネオシニアの活動が起因となり、新た

な市民活動や、ネオシニア以外の世代の地域

活動への参加も促すのである。 

これらにより、多様な主体による地域づく

りが行なわれ、地域で活動する団体がお互い

に切磋琢磨するのである。そして、“新しい時

代にふさわしい創意にみちた協働のまち”は

実現可能となるのである。 

筆者も、ネオシニアの一員として、地域活

動に貢献する決意である。 

 

注 

  八王子市ホームページ参照。 

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ 

sangyo/seisaku/model/cyber.htm 
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ページ 

http://www8.cao.jp/kourei/ishiki/h15s

ougou/html 

・ 国民生活に関する世論調査（平成 16 年内閣

府）のホームページ 

http://www8.cao.go.jp/survey/h16/h16-

lift/index.html 

・ 志村重太郎著『住民協働型地域づくりシス

テム』、ぎょうせい、2000 年７月  

・ 墨田区ホームページ 

http://www.city.sumida.tokyo.jp 

・ 福岡県・ＮＰＯボランティア支援センター 

ホームページ 

http://www.fvoc.gr.jp/indicator/sisin

/2-2.html 

 

（ふくしま としあき・ 

下水道部管路建設課課長補佐兼主査） 
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●八王子の「顔」をつくる

 

第４章 ネオシニア動く!!こどもたちに輝く未来を 

       －つながり続ける。そして、拓くまちの未来－ 

 

都市政策研究会議研究員  菅 野 匡 彦

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

「少子高齢社会」を迎えた日本。今、この

瞬間も世界の中で最も急速に進み続けている。

この「最も急速な国」において、世界の先進

事例を見習うだけでは、その歯止めはかから

ない。今すべきことは動くということ、その

対策においても世界で一番先進的であるべき

だということではないだろうか。 

 今日、地域の役割が盛

んに叫ばれている。特に

子育てについて、その期

待するところは大きい。

そこでネオシニアがどん

な役割を果たせるの

か･･･いや果たしてみた

いと思っているのか。ニ

ーズをくみ上げたアイデ

アを提供したい。その意

味で本章は、第３章「ネ

オシニアを機軸として地

域活動の推進を －ネオ

シニアが市民活動の中心

となり活躍するまち“八

王子”をめざして－」と

切っても切れない展開と

なるので、ご承知願いた

い。 

図表１・２ 内閣府『国民生活に関する世論調査』 2004 年６月 

 

１．こどもたちの未来     

を憂うネオシニア 

 

少子高齢化を冷静に見

つめると、それは人が生

まれる数が亡くなる数よ

り少なくなっていく人口

減少という現実である。

昨年発表された出生率は

全国平均で過去最低の

1.29、都内にいたっては 0.999 となった。半

世紀後には我が国の人口は半減するという研

究もあるほどだ。 

「低い出生率が続くことで、我が国の将来

に危機を感じますか」、内閣府が 2004 年６月

に行った世論調査（図表１）で、この問いに

「感じる」と答えた人は 76.7％にも上った。

危機を感じる背景には年金問題が騒がれ、こ

のような少子化が、国全体の将来に悪い影響
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を及ぼすという認識が広がったこともひとつ

の原因となっている（図表２）。この年金をも

らおうとする世代、もらう世代がネオシニア

だ。ネオシニアに、何とかしなければならな

いという思いが広がっていることは想像に難

くない。 

2004 年度版の『国民生活白書』（2004 年５

月）は、「人のつながりが変える暮らしと地域

－新しい『公共』への道」と題され、ＮＰＯ

などを通じた地域住民の活動が広がっている

ことに注目している。「自発的活動が行政では

対応しきれない住民サービスを補い新しい公

共が生まれている」と指摘、「知識や経験を持

つ世代らが退職後に地域で活動することが生

きがいにもなる」として奨励する。一方で、

実際に地域活動している人は１割に過ぎない。

しかし、今後は参加したいと考えている人は

５割を超えており、年代別では 50～59 歳の層

が 57.8 ％と最も高くなっている。また、地

域の活動に参加している人は、活動を通じて

地域の人々との新たな交流がもたらされ、人

と人のつながりができたことを感じている

（図表３）。このため白書では退職年齢を迎え

る世代が積極的に参加し仕事や子育てに忙し

い若い世代を手助けすることを提案している。

つまり「ネオシニア」という大きな資産を生

かさない手はない。このことは、国の共通認

識となっているのだ。 

 

２．地域で子育て  

 

これだけ多くの人が憂いている我が国のこ

どもたちの未来のために、今、地域の役割が

クローズアップされている。ぬくもりのある

子育てのために必要なのは、親を中心とした

「子育て支援」ばかりでなく、こどもを中心

に捕らえた「子育ち応援」という姿勢ではな

いだろうか。 

図表３ 内閣府『国民生活白書 人のつながりが変える暮らしと

地域－新しい「公共」への道』 2004 年版  

よくいわれることだが、昔は近所のおじさ

んやおばさんが我が子のように褒め、しかり、

しつけをしてくれた。たとえ他人の子でも、

自分の子と同じように心配する。こどものこ

とを心配するのに特別な理由はなく、そこに

あるのは素直な愛情であった。このように近

所の強い結びつきによっ

て地域のこどもは見守ら

れ、自然に形成された子

育て環境の中で、こども

もまた、自然と育ってい

った。 

しかし、今日では、そ

のような古き良き子育

て・子育ち環境が崩壊し

つつある。なぜなのだろ

うか。核家族化、個人主

義、多様な価値観などが

広がるにつれ、隣の人と

あいさつもかわさない希

薄な人間関係と変わって

いってしまった。おせっ

かいがマイナスイメージ

を持つようになり、うと

まれ、それによりネオシ

ニアが社会に参加するき

っかけを奪っている。地

域社会は失われつつある。

そしてキレるこども。こ

どもたちは息が詰まって
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しまってキレるのだ。 

だから今、教育ママや無関心パパではなく、

熱意ある、元気ある、褒めることができて、

ちょっぴり小言をいうこともできるネオシニ

アが子育ちを応援する。そんな地域のネット

ワークが必要だと考える。求められているの

は、受け皿としての「社会でこどもを育てる

しくみ」である。 

昨今、「次世代育成支援」がテーマとして重

要視されてきている。こどもから高齢者まで

世代を超え、手をつないで活動しやすくなっ

ているのだ。またこのテーマは分野を超えて

協力しやすい。ネオシニアがかつての子育て

経験を生かしたり、自慢の腕を振るうチャン

スではないだろうか。こどもたちは環境を選

ぶことはできない。親世代やネオシニア世代

の責任なのである。 

 

（１）「子育ち応援隊」結成! 

そこで提言するのがネオシニアによる「子

育ち応援隊」の結成である。 

こども家庭支援センターや保育園、児童館、

学校、町会、こどもを持つ家庭などが、児童

虐待などの問題にスクラムを組んであたり、

次世代育成を進めている。この輪に、自分の

こどもが既に親世代となり、孫世代に明るい

未来を残してやりたいというネオシニアが加

わるのだ。その実践部隊として、“匠”クラブ

や、子育てＮＰＯ、ボランティア、さらに後

述するお父さんお帰りなさいパーティや広報

を通じて募集する新たなボランティアで「ネ

オシニア子育ち応援隊」を結成し、こどもを

守るための地域防犯の見回り隊や、児童館や

保育園でのボランティアを通じて、直接、こ

どもの気持ちに入る。さらに子育てに負担感

を覚えている親世代をも見守り、相談にのっ

てもらおうというわけだ。世論調査の結果か

らもそれが求められていることが判る（図表

４）。 

 

（２）こどもたちの居場所づくり 
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図表４ 内閣府『国民生活に関する世論調査』 2004 年６月  

また、学校をベースに「地域社会との連帯」、

「環境意識の醸成」、「生きる力の育成」など

のテーマで、いろいろな取り組みが始められ

ている。しかし、ゆとり教育のなかでの週５

日制の導入や授業のスリム化は、地域とのつ

ながり、自然とのかかわりなど学校外での補

完を想定しており、残念ながら、すぐさまそ

れに対応できる教育力は望めないのが現状で、

「こどもたちの居場所」がないということが

問題となっている。この居場所が様々な痛ま

しい事件などにより、限られた場所、特に屋

内空間に狭められてきている。そこで昔、ど

こにでもあった空き地の感覚で、こどもの居

場所を多くつくるのだ。結果、こどもの気持

ちの居場所もできるように、例えば普段開い

ている町会会館で、あるいは学校や公園で、

ネオシニアが見守りボランティアとして活動

し、こどもにほっとする場を提供する。こど

もとの「おはよう」、「こんにちは」、こんなあ

いさつから信頼関係がう

まれる。 

そして、「褒める」、最

近では、なかなか他人の

子を叱るというのは難し

くなった。小言をいおう

ものなら時には、その親

がキレてしまうことすら

ある。しかし、「褒める」

という行為は比較的楽な

気持ちでできるもので、

社会生活の中での良いこ

とを褒めることは、人生

の大先輩たる「ネオシニ

ア」にうってつけの役割

ではないだろうか。こう



 
 

して地域社会が再生し、次の世代へとつなが

る支援となるのである。公共心を育み、多様

な可能性を見つけ、創造力や豊かな感受性を

育てる社会環境の整備である。21 世紀を担う

未来世代の育成にみんなが参加することが、

ひとつの解決策になるのではないだろうか。

こどもの健全な成長には、大人や地域に見守

られている＝自分の居場所がある、という安

心感や喜びが必要だからである。 

 

３．こどもたちが本当に感動するのは「本物」

～まちの「匠・体感工房」 

 

こどもたちは何を求めているのだろうか。

それは「本物」ではないだろうか。「本物」の

感動を味わえないためにこどもたちはもがい

ている。バーチャルがあちこちに散りばめら

れた今日、「本物」を見る、体験することの感

動、すなわち「体感」が、こどもたちに夢を

与えるのだ。ここで、こどもたちに明るい未

来を残せないのではないかと憂いているネオ

シニアが活躍する出番がくる。ネオシニアの

強みはなんといっても、それぞれの道で存分

にその力を奮い、高めてきた「匠」の技とい

えるだろう。 

このような試みはサタデースクールや子育

てＮＰＯという形で徐々に生かされてきてい

る。しかし、会社を辞めれば多くの人はそれ

を再び生かす機会もなく、そして生きがいも

元気もなくしていってしまう。 

行政も市民の自立を促すアプローチをする。

「行政が何をしてくれるかではなく、あなた

は市民のために何をするか」を常に問う姿勢

が必要である。市民の自立なくして元気なま

ちづくりはできない。この流れを大きくする

ために例えば、まち中の空き店舗を利用して、

こどもに本物の技を体感してもらう「匠・体

感工房」はどうだろう。ここで体感できるの

はモノだけではなく、知恵であり、人と人と

の本物を通じたつながりである｡ 

たとえば①サラリーマン 銀行員なら銀行

ってなにしてるの？！、電力会社なら電気の

作り方 ②趣味 釣り、コレクション、写真、

海外旅行 ③自営業 飲食店ならこだわりの

味、小売店ならその商品の紹介などと、考え

てみると以外にジャンルは広く、誰にでも参

加も講師もできそうである。単なる自慢話に

なることもあるとは思うが、ついでに、「＊＊

にお勤めしてた」としか知らなかったお隣さ

んが、こんなことしてたんだ！と大人同士で

も「むこう三軒両隣」の関係が復活するきっ

かけになるかもしれない。人に自信を持って

ウンチクを語れる「ネオシニア」。ＮＨＫで放

映されている「働くおじさん」や「週間こど

もニュース」、この地域版みたいなものが目指

せないだろうか｡小さなきっかけが、こどもの

人生を左右するような･･･そんな夢のある話

になればいいと思うのである。 

「匠」自慢の技を再び奮ってもらい、こど

もに夢を与えよう。 

 

４．ネオシニア参加の仕掛けづくり 

 

今住んでいるまちが気に入っていますか？

八王子市こども家庭部が 2004 年にまとめた

「私たちが考えるまちづくり」アンケートで

は、７割のこどもが、このまちを「気に入っ

ている」と答えた。成人を対象とした八王子

の世論調査でも、やはり７割の市民が住んで

いる地域を「気に入っている」と答えている

ことを考えれば、気持ちはまだまだ、まちに

つながり続けていることが判る。この気持ち

を大切に育てなければならない。ネオシニア

から、こどもたちへ。つながり続けることで、

まちの未来が明るく拓くのだ。そのための参

加の仕掛けをいくつかの事例を紹介しながら

提案する。 

 

（１）仕掛け１ 

お父さんお帰りなさいパーティ 

～地域に帰りたい、還したい、自分を探そう 

我々がネオシニアをターゲットとしたひと

つの理由は、50 歳を超え会社を退職しようと

しているネオシニアが、これからの人生をど

う過ごすか、いわば次のステージへの自分探

しをしている時期に、きっかけを与えたかっ

たということがある。このようなきっかけは、

八王子市民活動協議会を中心にさまざまな働

きかけが行われている。特に注目集めるひと

つの事例を紹介する。その市民活動協議会が

毎年開いているお父さんお帰りなさいパーテ

ィ（略称：オトパ）である。このオトパでは、
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会社を定年退職し地域に帰るネオシニアの力

を地域に還そう、つなげていこうという趣旨

で開催されている。いわば学生時代の部活動

勧誘のようなもので、いろいろな市民活動団

体がそれぞれの活動を紹介し、興味ある活動

に参加するきっかけにしてもらう仕掛けにな

っているのだ。 

 

（２）仕掛け２ いちょう祭り 

     ～自分はどんな応援ができるのだろう 

写真１ 人々で賑わういちょう祭り  

毎年、甲州街道の銀杏並木を中心に、八王

子で最も長く最も盛大に市民の手づくりで開

催されている「いちょう祭り（写真 1）」では、

地域の大人がこどものためにいろいろなプロ

グラムを提供している。ここには町会をとお

して参加する人や、市民活動から参加する人

などさまざまだ。しかし、ネオシニアの多く

は、企業戦士、サラリーマンであり子育て経

験もかつての出来事、また、多少の距離をお

いてきたという人もいる。更に、隣近所との

接点のないまま数十年過ごしてしまっている。

これを埋め合わせすることがいかに大変なこ

とか。やりたいと思う気持ちがあってもこれ

まで、地域で活動してこなかっただけに、そ

こに飛び込めず、祭り見物に終わってしまう

ネオシニアも多い。 

そこで、こどもの未来を憂うネオシニアの

気持ちを消化させるようなプログラムを組み

込むことを提案したい。同時に「こどもの相

手の仕方講座」といった意味合いを持たせる。

行政と市民活動協議会、いちょう祭り実行委

員会が手を組んで多くの企画を用意し、好き

なもの興味あるものにスタッフとして参加し

てもらうのだ。 

例えば、祭りで歩きつかれた親子のために、

ちびっこ休憩所を開設したり、こどもに風船

人形をつくってあげたり、はたまた、車いす

体験をしてもらったりという企画があるわけ

だが、このような企画をメニュー化し、ひと

コマ半日などで、市民ボランティアとして参

加をしてもらうのである。こどもの輝く笑顔

だけでなく、企画を進めるリーダーの方など、

市民活動に参加する知り合いを得ることがで

きる。結果、参加者はその後の日常的な「子

育ち応援」活動に入っていくという趣向であ

る。 

 

（３）仕掛け３ 

    みんなで八王子まつりに参加しよう!! 

   ～こどもたちと熱く燃える３日間 

写真２ 盛り上がる八王子まつり  

関東屈指の山車祭「八王子まつり（写真２）」。

歴史ある数多くの山車が甲州街道を埋め尽く

し、夏の３日間、まちは熱気に包まれる。こ

の祭を支えているのは、主に街場（注１）の

町会だ。商店主や自営業者が多く、後継者に

悩むネオシニアが中心メンバーとなっている。

まち中では特にこどもが少なくなり、山車の

曳山（注２）が町会の中からは出せなくなっ

てきているのだ。 

そこで、ニュータウンなど周辺部に広がる

小学校を学校単位で巻き込み、町会とカップ

リングして参加してもらう呼びかけをしては

どうか。歴史ある熱い祭りに参加して、「本物」

の感動を味わうことで、地元に愛着がわき、

大人になっても故郷「八王子」に定着してく
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れるのではないだろうか。そうしてまた、次

の時代へとつながっていくのだ。 

 

５．次世代育成市民活動支援制度 

  ～こどもたちに贈る未来 

 

都市間競争が激しさを増す中、今後のまち

の発展には、市民の力を活用すること、そし

て何かへの特化が必要と考える。日本経済に

おける自動車産業が良い例で、的を絞った展

開は「元気なまち」とのムードを盛り上げ、

それが牽引役となり全体を良い方向に導くの

だ。 

納税者が希望すれば所得の１％を納税者自

身が選んだ市民ボランティアやＮＰＯ団体へ

助成金とすることができるという制度が、ハ

ンガリーなど東欧諸国を中心にいくつかの国

で採用され、日本でも、千葉県市川市が平成

17 年度より個人市民税の１％を対象に「市民

活動支援制度」として導入を図ろうとしてい

る。この制度をアレンジしてこどものために

自分が最も良いと思っている少子化対策施策

や活動にその原資として投じてもらってはど

うか。いわば「次世代育成市民活動支援制度

（図表５）」である。15 年度決算で試算して

みた。市の歳入 1,505 億の内、個人住民税の

割合は約 20％でおよそ 300 億円。その１％で

あるから３億円という規模になり、それなり

にスケールメリットを生かした金額となる。

これは、すべての納税者を対象とし、特に 50

歳からは必ず、自分が最も良いと思うこども

のためのどこかの活動に投じてもらう。オン

リーワンのユニークな子育ち応援制度となる

のだ。現役時代から自分のかかわる施策や活

動という意識をもちつづけてもらうのだ。年

金をもらうようになれば、若い世代、特に孫

世代には悪いと思っている人が多い。自らの

意志で投じた税金により、発展している施策

や活動はこの気持ちに応えるものとならない

だろうか。そして当然、実際に参加してみた

い、参加しようというのが人の心だろう。国

の将来を思う心、子孫を思う心がつながり、

活動を盛り上げ、サスティナブル（持続可能）

なまちとなっていくのだ。 

図表５ 次世代育成市民活動支援制度の概要

支援団体など 
市民(納税者) 

②支援計画

の発表 

①支援計画

の提案 

③支援したい

計画を一つ

選択 

④納税者が選んだ計画

に住民税の 1％分を

配分 

八王子市役所 
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おわりに ～育児は育自 

 

退職して、悠々自適の年金生活といわれる

が、技も気力も元気もなかったら･･･。いった

い何年間、年金生活を送ることができるだろ

うか。 

最近、聞いた話がある（注３）。こどもに元

気をもらって 80 歳、90 歳、100 歳と、ぴんぴ

ん生きつづければ、年金を一億円以上獲得す

ることも夢ではない。宝くじで１億円もらう

確率より、ははるかに良いというのだ。 

確かにそうである。「子育ち応援」の市民活

動にかかわることで、多くのネオシニアが、

きっと改めて「こどもから学ぶことはたくさ

んある」ことに気づき、そして実は自分も育

っていることに気づくだろう。こどもに元気

をもらうことで元気なネオシニアとして、新

たなステージにシフトし、充実した人生をお

くれることとなるに違いない。元気なネオシ

ニアとして活動することが、子世代、孫世代

に自分の生き様をどのように刻むかという人

生の大きな選択になるのだ。 

八王子市 2004 年３月にまとめた「少子化に

関する市民調査」の中に、「理想の子ども数と

予定のこども数」についてのデータがある。

理想は３人に迫るが、予定は２人程度に留ま

る。親はもっとこどもを産み育てたいが、い

まの社会環境がその実現を難しくしている。 

しかし、ネオシニアが子育ちを応援するこ

とで、地域社会に子育て環境を育て、親育ち

をも進め、結果として理想の子ども数を実現

できないだろうか。我が国の少子化をネオシ

ニアが救う。つながり続ける。そして、まち

の未来を拓くのだ。そんなことを夢見てやま

ない。 

 

注 

１）俗にいう下町、古くから市街地にある地域

を指す｡ 

２）山車を曳く（引っ張る）人々のこと。粋で

いなせである。 

３）東京都立大学・大学院教授 星旦二 講演

会『Healthy Company』2004 年 11 月より 
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研究報告 

八王子の自然からネオシニアの健康づくりを 

－川は元気の源、大地はおいしい食材の源－ 

 

都市政策研究会議研究員 

池 内  司 

 
はじめに 

 
ＷＨＯ憲章の前文では、「健康とは、完全な

肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、

単に疾病又は病弱の存在しないことではな

い」と健康を定義している。 

厚生労働省により 2000 年４月よりスター

トした「健康日本２１」では、超高齢少子社

会に対応した「健康なまちづくり」、「人」と

「地域」とが一体となった健康寿命（注１）

の延伸が提唱されている。 

健康寿命の延伸は誰もが願うところであり、

健康を得てこそ、生活の質のさらなる向上が

実現できる。そして、「まち」は人がつくるも

のであり、そこに暮らす人々が健康であれば

「まち」も健康になり活気のあるものとなる。 

そこで、八王子が持つ「緑と水辺」、そして

「大地からの恵み」という貴重な財産を活用

し、元気な「からだ」、「こころ」、「まち」へ

の「みち」づくりを考察する。 

 

１．健康に敏感なネオシニア 

 

内閣府が実施した体力スポーツに関する世

論調査では、「健康に気を使っているか」との

質問に 97.3%もの人々が気を使っていると答

えている。そして、健康のために普段から心

がけていることは、概ね「食」、「生活・習慣」、

「運動」の３点に分類できる（図表１）。この

調査結果は、どの年代も同じ傾向にある。 

その中で、「運動」を行った理由に関しては、

ネオシニアを境に「楽しみ・気晴らしとして」、

「友人・仲間との交流として」、「家族のふれ

あいとして」という理由から「運動不足を感

じるから」、「健康・体力づくりのため」とい

うものに変わっている（図表２）。この調査結

果から、ネオシニアから健康維持を目的とす

る「運動」に対しての関心が、非常に高くな

ることが窺える。 

図表１ 健康のために心がけていること 

    （内閣府 2004 年２月調査、複数回答） 

睡眠や休養をよくとる

運動やスポーツ（体操や
散歩を含む）をする

日常生活の中で、身体
活動の機会を増やす

酒、たばこなどを控える

食生活に気をつける

規則正しい生活をする

0 10 20 30 40 50 60 70 80
％

 

 

図表２ 運動を行った理由 

（内閣府 2004 年２月調査、複数回答） 

健康・体力つくりのため
楽しみ、気晴らしとして

運動
不足
を感
じるか

ら

友人
・仲間

との交
流とし

て
家
族
の
ふ
れ
あ
い
と
し
て 美容や肥満解消のため

0
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50

60

70

80

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

％

 
また、各年代別に今後行ってみたいスポー

ツの上位５位を比べてみると、ウォーキング

（軽い運動、健康体操等を含む）と軽い水泳

は、全世代から支持されている。ウォーキン

グは手軽に健康を維持できるためか、20 歳代

では５位であるが、その他の世代ではそれぞ

れ１位の支持がある。ここで見逃してはなら

ないことは、ネオシニアにおいては、ウォー

キングに対する関心が非常に高く約半数の支

持があることである（図表３）。 

さらに、ウォーキングと軽い水泳の調査年

別推移は、軽い水泳が減少傾向にあるのに対

し、ウォーキングは、調査を重ねる毎に高く

なっている（図表４）。 

 

第５章 八王子の自然からネオシニアの健康づくりを 

        －川は元気の源、大地は食の源－ 

 

都市政策研究会議研究員  池 内  司

●八王子の「顔」をつくる
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図表３ 今後行ってみたいスポーツ 

（内閣府 2004 年 2 月調査、複数回答、 

各世代の上位 5位の割合） 
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図表４ 今後行ってみたいスポーツ 

（ウォーキング、軽い水泳）の推移 

（内閣府調査、調査年別） 
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上記の調査結果から、特にネオシニアに関

心の高い「ウォーキング」と、どの世代も健

康のために心がけている「食」をテーマとし、

浅川からの健康づくりと地産地消に関する提

案をする。 
 
２. 「四季の路～ASAKAWA」構想 

 

（１）浅川から健康づくりを 

ネオシニアを始め多くの人々の要求を満た

すことができる場所が八王子にはある。 

中心市街地から数分歩けば、四季折々の変

化を肌で感じ取ることができる浅川に出会う。 

八王子は、東西に走る中央線、甲州街道そ

してそれに沿った浅川がある。いや、川に沿

って道が造られ、道に沿ってまちが発展して

来た、というべきであろう。 

浅川は、都市景観の重要な構成要素である

と共に八王子市民にとっては、故郷の母なる

川である。 
整備されつつある浅川サイクルロードにプ

ラスαの機能と魅力を持たせ、多くの市民が

日々の健康づくりの場、「こころ」と「からだ」

のリフレッシュポイントとして気軽に利用し

てもらえる「四季の路～ASAKAWA」を提案する。 

 

（２）自転車と歩行者の分離と共存を 

 現在整備中の浅川サイクルロードは、概ね

幅員が約３ｍのアスファルト舗装である。こ

の幅員では、散策やウォーキングを目的とす

る人にとって自転車は脅威である。 

そこで、高尾～長沼間のサイクルロードに

おける自転車と歩行者の分離・共存を以下の

ように考えてみた。 

（ａ）高尾～鶴巻橋の南浅川 

①右岸の高水敷にサイクルロードや河川敷

公園がある場所については、河川敷公園内に

歩行者専用レーンを設ける。②堤防天端に河

川管理用通路があり車輌の通行が許されてい

る場所は、その通路を住居車輌の通行のみと

したうえで、区画線等で車の通行帯を区分し

歩行者との分離を図る。③左岸の桜並木の下

が既にウォーキングの通路となっている南浅

川橋～五月橋（人道橋）付近までは、橋によ

り右岸、左岸に歩行者を誘導する。 
（ｂ）鶴巻橋～長沼間の浅川 

①大和田橋の上流から長沼においては、河

川区域内に直擁壁を設置し小段の埋め立てを

行い堤防天端の河川管理用通路を拡幅し自転

車、歩行者の分離を行う。②高水敷のみにサ

イクルロードがあり河川管理用通路において

車の通行の規制が難しい区間は、既存のサイ

クルロードを１ｍ拡幅し、歩行者専用部分は

カラー舗装、木質系の舗装（注２）、ソイルバ

ーン工法による舗装（注３）などを使い分け

歩行者と自転車の共存を図る。 

 

図表５ 川に関する言葉 

上流から下流に向かって左側 上流から下流に向かって右側 

堤防天端 

 

左岸堤防 右岸堤防 

低 水 敷高水敷 高水敷 

堤 外 地 堤防敷 堤防敷

河  川  区  域

小段 小段

堤内地堤内地

河川管理用通路 

保全区域 保全区域
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（３）災害時に頼りになるものを 

「四季の路～ASAKAWA」は、震災時において

は重要な救援物資の補給通路となる機能も併

せ持つものとする。 

2004年 10月 23日の新潟県中越地震におい

ては、全国からの人的、物資の援助があった。

しかし、物資に関しては、防災本部や拠点に

届いてから必要とする被災者の手に渡るまで

に、かなりの時間がかかってしまったケース

が報道されていた。 

それは、防災本部から各地区までの道路が

①倒壊家屋等により遮断されている②いわゆ

るライフラインの復旧のために交通が規制さ

れている③輸送を行っている者が他市町村か

らの応援、ボランティアが多いために地理に

不案内である、これらが主な要因であったと

考える。 

河川敷内の通路においては、これらの危惧

は無い。この通路が崩壊したとしても簡易な

復旧で、交通の確保は可能になる。 

さらに浅川沿いには、大規模震災時におい

て核となる本庁舎を始め、こども科学館、事

務所等の市の施設、避難所となり得る多くの

小中高等学校が点在している。その点からも

防災通路として整備しておく利点は大きい。 

 

（４）暗くても安心な灯りを 

今ある浅川サイクルロードには、街路灯な

どの照明設備は皆無といっても良い。 

夜間に、暗いこの道を「四季の路～ASAKAWA」

として広く市民に紹介するには無理がある。 

住宅街や幹線道路では、灯りがあるので多

く人々が夜間でもウォーキング・ジョギング

を楽しんでいる。 

街路灯は、維持費用のかからないソーラー、

風力、それらを組み合わせたものを選んでは

どうだろうか。環境への配慮という観点から

も「四季の路～ASAKAWA」には最もふさわしい

選択である。しかし、満足できる照度をそれ

らですべて賄うには、設置費用はかなりのも

のとなってしまう。そこで、自発光式道路鋲

（注４）を灯りの行き届かない所に配置をす

ればコストはかなり抑えることができる。こ

れを併用すれば「道しるべ」の機能は十分に

果たせる。 

 
（５）高尾山口までの四季の路 

東は日野市境から浅川・南浅川沿いに続い

ているサイクルロードは、高尾の甲州街道と

町田街道、高尾街道の交差する手前の「原児

童遊園」で途切れてしまう。 

ここから先の南浅川、案内川沿いにサイク

ルロードを整備するには、多額の費用と時間

がかかることは容易に想像できる。 

この部分については、まちづくり交付金に

よる都市再生整備計画の高尾駅周辺地区にお

いて、散策ルートの整備を行うこととなって

いるので、ここでの提案は避ける。しかし、

この事業において、高尾地区のみを視野に入

れた散策ルートではなく、八王子を横断する

「四季の路～ASAKAWA」との一体的な整備を提

案する。 

「四季の路～ASAKAWA」が繋がることによっ

て、高尾山を訪れる年間 250 万人もの人々を

中心市街地に導くことを視野に入れた「みち」

となるからだ。 

 

 
サイクルロードへの流入路も併せて整備したい。 

（甲州街道から横山橋方向）。 

 

３．「元気発信基地」構想 

 

（１）「オアシス」とは 

前述の「四季の路」を整備するだけでは、

単に浅川に沿った通路を整備することでしか

ない。その通路を通勤、通学や買い物のため

のみの利用ではなく、「四季の路」に来ること

が目的となる「みち」とするためには、結節

施設であり地域の拠点となる施設「オアシス」

を配置する必要がある。 

1991 年に生まれた「道の駅」の基本概念は、

①道路利用者のための「休憩機能」②道路利
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用者と地域の人々のための「情報発信機能」

③道路を介した地域間の「連携機能」の３つ

の機能を併せ持つ休憩施設である。現在、全

国各地に設置された道の駅は、785 駅（2004

年８月現在）を数えるまでになっている。 

「道の駅」と同様の基本概念で「川の駅」

もある。栃木県那珂川流域の８箇所の「川の

駅」、岩手県北上川源泉の岩手町の「川の始発

駅」などである。そこでは、鮎などの川の恵

みを利用したレストラン、地場物産の販売、

川遊び、温泉などを併設したものであり、地

元の観光産業の促進に力を入れたものが多い。 

「四季の路～ASAKAWA」での「オアシス」は、

オープンカフェ、市民団体等の活動拠点など

を併設することにより、川沿いの道を移動す

るサイクリスト、ウォーカーの休憩所や浅川

の四季を感じに訪れた人々の浅川への出入口

となるばかりでなく、ネオシニアから「まち」

への「元気発信基地」とする。 

 

（２）「オアシス」の場所は 

「四季の路～ASAKAWA」における「オアシス」

の配置は、①新たな用地取得を必要としない

②近隣に駐車スペースや公共空間（市有地、

公園等）が確保されている③幹線道路から利

用しやすい④施設間の距離がウォーキングの

スパンに適したものとなっている（注５）、こ

とを条件とした。 
以上を考慮し、「オアシス」は、高尾山口、

南浅川橋、鶴巻橋、浅川大橋、北野公園の５

箇所に設ける。 
 

（３）地域特性に合った「オアシス」を 

それぞれのオアシスは、画一的である必要

は無い。むしろ、それぞれが個性的で、それ

ぞれの地域の特性や立地条件に合ったものが

望ましい。 

「オアシス」は、結節点、拠点、休息点と

なる。そして、水や緑があり、やすらぐ場、

癒しの場、憩いの場、交流の場であり小さな

「まち」となるのである。 

その運営は、ＮＰＯ、民間団体と協力をし、

ネオシニアの力を十分に発揮してもらう。 

（ａ）「オアシス～たかお」 

高尾自然科学館の跡地に設けるのはどうで

あろうか。高尾山周辺の観光案内と八王子の

情報発信を行う。 
（ｂ）「オアシス～りょうなん」 

多摩御陵、都立陵南公園、同野球場、市営

陵南プールが近接しているこの付近を散策す

るだけでも満足できる。右岸の陵南公園の駐

車場を通年オープンとする。 
（ｃ）「オアシス～つるまき」 

市役所来庁者駐車場北側にある公用車駐車

場を候補地とする。ここには約 50 台の駐車
スペースがある。本庁舎の一部であるこの場

所は、オアシスの中でも核の位置付けとする。 
横山町のマクシスタワーズ 1 階にある

「夢・五房」のようなイメージで建物を提供

する。その建物も、例えばログハウスのキッ

トのみを支給し公募市民等により組立を行う

などはどうであろうか。完成した建物は、活

動団体（“匠”塾、健康づくりサークル、ＮＰ

Ｏ、浅川をフィールドとしている団体等）の

拠点として利用してもらい、「元気発信基地」

の核とする。 

ここに面する浅川右岸は、堤防、高水敷の

整備も一段落している。土日も来庁者駐車場

を開放すれば、オープンカフェや芝生の高水

敷広場に多くの市民が集うことであろう。 
 

 
「オアシス～つるまき」はこの場所に。 

 

（ｄ）「オアシス～おおはし」 

八王子駅から最も近い浅川との接点である。

この浅川大橋から上流の暁橋までの河川敷に

は、多様な可能性が含まれている。また、八

王子駅から建設が予定されている道の駅への

幹線道路の通過地点にあるので、観光客への

アピール度も高い。 
（ｅ）「オアシス～きたの」 
北野公園内に設ける。ここの「オアシス」

は、買い物を終えて休息をする人々、ここに
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着いて買い物前に一休みする人々で賑わうで

あろう。 

ここまでウォーキングで来て買い物をした

後は、バスで帰れる。そんなパターンを可能

にするために、ここから北野駅、八王子駅等

へのバス便の確保が必要である。 

 

（４）「四季の路」、「オアシス」の将来は 

浅川の支流、南浅川、山田川、川口川、湯

殿川、兵衛川等にあるサイクルロード、河川

管理用通路は市内各所へと広がっている。そ

れらを結節し、それぞれの地域特性にかなっ

た特色のあるものへと発展させる。それぞれ

の川が点と線とで結ばれれば、それぞれの地

域間の活発な交流も期待できる。 

将来は、「四季の路」を目的に多くのウォー

カーが八王子を訪れる、そんな「みち」とな

ってもらいたい。 

 
こんなサインが八王子の街中に増えてくれれば楽しい。 

（陵南公園にて） 

 

４．「新鮮でおいしい八王子」構想 

 

（１）顔の見える新鮮な食材を食卓に 

平成 16 年度市政世論調査において、地産地

消への関心は 67％の人々が「関心ある」と答

えている。市内の農畜産物を意識して購入（消

費）しているかという質問に対しては、52.2％

の人々が「意識している」と答えている。 

しかし、市内産農畜産物購入の有無は、「購

入経験（消費）がある」が 75.6％と高いが、

この１年間に購入した農畜産物のうち市内産

の割合は、「１割未満」が 47.1%、「２割未満」

が 27.3%であり、購入割合は極めて低いのが

現状である。 

また、「市内産農畜産物は手に入るか」との

質問に「わからない」は 30.4％、「手に入れ

ることは困難である」は 23.4％の人々が答え

ている。 

手に入りにくい理由としては、「どこに行け

ばあるのか分からない」、「近くの店で欲しい

物が売っていない」、「近くに農畜産物直売所

がない」という理由が多い。 

このような理由により、地元産の新鮮な食

材を手に入れることができないことは残念で

ある。そこで、地元生まれの新鮮でおいしい

食材を日常の食卓に一品でも多く載せるため

の提案をする。 

それには、生産者の顔が見え、安全で安心

できる新鮮な自然の恵みを気軽にいつでも手

に入れることのできる環境を整えることが必

要である。併せて生産者に対しては、意欲を

持って生産できる環境づくりが大切である。 

 

（２）誰もがいつでも手に入れられる環境を 

八王子で収穫された野菜類が日常的に購入

できる場所は、計画されている「道の駅」に

大規模な直売所がオープンしたとしても非常

に少ない（注７）。また、スーパーマーケット

等では、生産地や生産者の顔写真を表示し、

その商品は出所が確かなものであり、安心し

て消費ができるということをアピールしてい

るものも多くなってきているが、八王子産を

いつも求めることは難しい。 

中心市街地から少し離れると、庭先や道端

に無人直売所があるのを見かける。しかし、

いつ収穫したのか、何時に商品が並べられた

のかを表示してある無人直売所は少ない。 

市内のあるスーパーマーケットに近接する

場所に半坪ほどの無人直売所がある。その直

売所は、商品を置く曜日と時間が書いてある

だけで商品が並んでいるところを見たことが

なかった。そこで、試しにその時間帯に行っ

てみると、人々が商品（野菜）の到着を待っ

ている。野菜を積んだトラックが到着すると

直売所の板の上に商品を降ろす間も無く、多

くがトラックの荷台から売られていった。 

その場所にその時間に行けば、生産者の顔

の見える新鮮な野菜を手に入れることができ

る。ここの直売所の人気の秘密である。 

こんな直売所を中心市街地のあちらこちら

に作る。そのために「売れる無人直売所の運
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営マニュアル」を作成し、希望生産者へ配付

し運営の参考としてもらう。また、消費者へ

は、スーパー、小売店、個人の無人直売所等

で八王子産の商品を置いている「顔の見える

直売所マップ」を作成し広く紹介する。 

 

（３）ブランド化を進める 

安心して口に入れることのできる食品とは、

信頼のある商店で購入する信用のできる商品

である。八王子産の顔の見える新鮮な農林畜

産物が広くブランドとして認知されれば、消

費者は、安心でおいしい食材を躊躇すること

なく求めることができる。 

2004 年の 11 月 13 日から 14 日に富士森公

園で開催された農業祭は、のべ３万人もの人

出（注８）があり盛況であった。 

しかし、この農業祭での農林畜産物品評会

の受賞者の品物は、農業祭最終日に即売され

ＪＡの機関誌に紹介されただけである。これ

ではせっかくのビジネスチャンスを逸してい

る。受賞者の品物は、少なくとも次の品評会

までは、広く、継続的なアピールをするべき

である。 

八王子産の農林畜産物がブランドとして認

められるためには、生産者の意欲と努力だけ

でなく、継続的なアピールは不可欠である。 

消費者にブランドとして認知されれば、生

産者はさらにより良いものを作ろうという意

欲が高まり努力をする。その結果、さらに消

費が拡大する。 

 
野菜による宝船（2004 年農業祭） 

 

（４）「食」のブランドは口コミから生まれる 

食べ物に関しては、実際に自分で試すこと

がその良さを知る一番の方法である。しかし、

それができない場合には、友人・知人からの

口コミによる情報は、とても効果が高いもの

である。その情報により、自分でも試してみ

ようと思うからである。 

そこで、農業祭等での品評会受賞者の生産

現場を訪れるミニツアーを企画する。生産者

との交流により地産品の生い立ちを理解し、

その商品の購入もできるようなものとする。 

例えば、「今日の夕食の○○鍋はすべて八王

子産におまかせ」のタイトルを冠した地産品

で作る夕食食材の買い物ミニツアーはどうで

あろうか。八王子発見の新たなミニツアーと

なり、その参加者から友人へと口コミにより

その評判は広がる。 

当たり前のことではあるが、地産地消は、

生産者と消費者が近接しているところに住ん

でいる。そのような関係では、口コミは、非

常に有効な手段だ。 

 

（５）特化した直売所を 

計画されている八王子駅南口地区市街地再

開発事業で整備するビル内に地産の直売所を

設けることを提案する。扱う商品は、生まれ

が八王子のフレッシュフード・旬の商品に特

化した店舗とする。また、そこには、農林畜

産物品評会の受賞者が生産する品物だけを取

り扱うコーナーを併設する。 

 このように期間や数量が限定され、この場

所でしか手に入らないという品物にはつい手

が伸びてしまうものである。さらにそれが、

安心して口に入れることのできる新鮮なもの

であったならば、なおさらのことであろう。 

この場所は、消費者への利便性もあるが、

何よりも商品の宣伝効果が非常に高く、八王

子産のすばらしい数々の商品を、八王子を訪

れる多くの人々に広くアピールできる。 
 
おわりに 

 

八王子には、緑と自然、新鮮で美味しい食

材が多くある。そこで､特にネオシニアの支持

が高い「ウォーキング」から浅川を、多くの

人々が健康のために心がけている｢食｣から地

産の顔の見える新鮮で安心な食材をテーマと

した。 

八王子は、そこに住む人々の「からだ」が

元気であり、「ひと」と「まち」が八王子の持

つ自然と調和しながら、共に絶えず日々進化

 87



していくことを信じている。 

注 

１）健康寿命：痴呆や寝たきりにならないで健

康で元気に社会と係わりながら過ごすこと

のできる期間。 

２）木質系舗装：樹脂系木質舗装、耐久型セメ

ント系木質舗装等がある。間伐材や家屋廃

材等をチップ粉砕したものを利用した歩道

舗装。 

３）ソイルバーン工法舗装：セメントや樹脂を

一切使わず、「天然の土」を常温で固めた歩

道舗装。 

４）自発光式道路鋲：道路安全標識として、交

差点、センターライン、停止線等道路上に

設置されている自発光の道路鋲。 

５）ウォーキングの歩行速度は個人の目的や年

齢によって様々であるが、平均的には、平

常歩(注６)で分速 80ｍであり、その継続時

間は１日に 30 分以上が 良いとされている。

つまり距離にすると、最低 2400ｍ程の距離

をウォーキングすることになる。また、歩

数では１日１万歩が推奨されている。それ

を達成するためには、１日の生活の中で、

継続的に歩き回る歩数（平均的な人では

3,000 歩程度）を引いた 7,000 歩程度を意

識的にウォーキングすると考え、平均的な

歩巾を 0.7m とするとその距離は 4,900m と

なる。 

６）緩歩：分速 60～70ｍ、平常歩：分速 75～85

ｍ、速歩：分速 90～100ｍ。 

７） 市内にあるＪＡが運営する常設の直売所は、

①プリンセスマーケット、南大沢（日）②

プリンセスマーケット、北野町（月・水・

木・土）③プリンセスマーケット八日町

（水・土）④ふれあい市場、大和田町（火

～日）⑤夕やけ小やけふれあいの里、上恩

方町（月～日）⑥園芸センター、犬目町（火

～日）⑦夕市即売会、弐分方町（木）⑧川

口地区朝市会、川口町（金）⑨加住農産物

直売所、加住町（土）⑩由木地区野菜即売

祭、下柚木（月）、である。（ ）内は、

営業曜日。 

８）ＪＡ八王子調べ 
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はじめに 

 
八王子は魅力の宝庫である。高尾山に象徴

される「山」、浅川を代表とする「川」、そし

て宿場町として栄えた歴史ある「街（注１）」

それぞれが魅力に満ちあふれている。とりわ

け、高尾山は、四季折々の美しい自然や、滝

あり吊り橋ありの変化に富んだ７つのハイキ

ングコース、バードウオッチング、山頂から

の景観などを楽しみに年間約 250 万人が訪れ

る世界一の山である。 

しかしながら、魅力が多くあるがゆえにそ

の魅力が分散し、トータルにみると秀でて魅

力的なまちとはいえない状況であることも否

めない。三本の矢の比喩（たとえ）のように、

山・川・街それぞれの魅力を束ねることによ

り、八王子のまちとしての魅力を相乗的に高

め、その魅力をゆるぎないものとする必要が

あると考える。 

 

 
一丁平（高尾山山頂より小仏城山方向へ東海自然

歩道を徒歩で約 40 分）のサイン 

 
ネオシニアの趣味のうち代表的なもののひ

とつといえば、登山をあげることができる。

ネオシニアが山に魅せられるのはなぜだろ

う？登山の魅力を一言で語ることはできるも

のではないし、ひとそれぞれの楽しみ方があ

る。あえて、一般的で共通した魅力をあげる

とするならば、自然を楽しみながら歩くこと

と、頂上での達成感であろう。 
今回は、ネオシニアにやさしいまちづくり

を考えるにあたり、登山からヒントを得て、

山の魅力を街にも拡大することにより、自然

と頂上を疑似体験できるまちづくりを考察す

る。 
 

１．自然と頂上を感じるまちづくり  
 
キーワードは「トレッキング」。 

トレッキング ［trekking］  
健康やレクリエーションのための山歩き，ある

いはスキーの平地滑走． 
 
ここでのトレッキングの定義は、「山歩き」

に替えて「街歩き」を基本的な考え方とする

が、サイクリングやジョギングのほか、ウイ

ンドウショッピングなどを含めた広い意味で

使うこととする。靴にたとえれば、トレッキ

ングシューズ（注２）にこだわる必要はなく、

自転車・ランニングシューズ・パンプスのど

れもが、八王子をトレッキングするためのツ

ールにほかならない。 
 
（１）トレッキングしたい街 
街を山（アウトドアフィールド）に見立て、

アウトドア基調のアクティブな都市景観を創

造していくことを提案する。 
都市間競争の高まりのなか、選ばれるまち

としての独自性が求められている。これまで

の多摩地区におけるまちづくりの手法は、（あ

えて悪く言うならば）似たり寄ったりの施策

の積み上げのうえに成り立っているため、ま

もなく市制 90 周年を迎える八王子の中心市
街地を、立川や町田のそれと見比べてもさほ

ど違いはない。しかしながら、駅前デッキの

造形の差であったり、集客力のある店舗の有

第６章 ネオシニアにやさしいまちづくりを 

        －山の魅力をいかしたまちづくりと八王子の新たな定番－ 

都市政策研究会議研究員  久 間  毅

●八王子の「顔」をつくる 
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無などにより、八王子がやや劣勢であること

は公然たる事実となっている。このままでは、

水をあけられるばかりだ。山の魅力を街に注

入することにより、他市との差別化を図りた

い。 
中心市街地においては、目の前に山がある

高尾駅や高尾山口駅とは異なり、自然を演出

する必要がある。しかし、丸井の跡を森にし

たり、山を切り取って裁判所に持ってくるこ

とは、たとえとしても強引すぎる。もちろん、

まちなみの美しさや憩い空間の整備が市民の

声として聞かれるなか、街路樹や花壇の設置

は現在でも進められているが、アウトドア基

調の都市景観とするためのひとつの手法とし

て、杉材を使ったサイン・ベンチ・ガードレ

ールなど（後述「２．八王子シダーを新たな

定番に」参照）、木製のストリートファニチャ

ーの設置により山の雰囲気を取り込むことを

取り上げたい。自然の要素を都市空間に取り

込むことにより、山を身近に感じることがで

きるようになる。つまり、山を歩いているか

のように、街を歩くことができるようになる。

ネオシニアを中心として年齢を問わず誰もが

歩きたいと感じるまちづくりを進めることに

より、中心市街地の活性化を図ることがここ

での目標となる。 
長野県では、平成 15 年度に「信州型木製

ガードレール開発事業（注３）」を実施し、県

産間伐材を使った３タイプの木製ガードレー

ルを開発している。現在、県が管理又は設置

する道路に積極的に利活用が進められている。 
 

 

 
木製ガードレール設置例１  
＜軽井沢町 中軽井沢＞ 

 

 
木製ガードレール設置例２  
＜下諏訪町 八島高原駐車場＞ 

 
また、国土交通省においても景観形成事業

推進として、間伐材を利用した「信州型木製

ガードレール」の整備など、周辺の自然景観

と調和した木製ガードレールの整備を推進す

るとしている。 
 
（２）街のトレール 
トレッキングするためには、トレール（ト

レッキングコース）が必要となる。 
現在各所管で行われている、また、今後計

画されている事業のなかに、トレッキングに

ふさわしコースが数多くある。そのうち主な

ものを整理すると次のとおりである。 
○湧水を訪ねて 
都市景観セミナーとして 14 年度から行
われている人気のコース（都市計画室） 

○観光マップ 
駅からできるハイキングコース・史跡を

巡るコース・季節ごとに花を巡るコース

などを検討中（観光課） 
○個店グループ 
差別化を図った魅力ある店舗をネットワ

ーク化（産業政策課） 
○散策マップの作成 
高尾駅周辺地区の散策ルートの整備に併

せて 20年度作成予定（都市計画室）  
○文化財散策コース 
指定文化財等を見学する歴史散歩コース 
15 年度整備 千人同心夢ウォーク JR
八王子～陵南会館 約８ｋｍ（文化財課） 

○ヘルシーウォーキング 
小宮公園、清水公園などを周る 11.6ｋｍ
（スポーツ振興課） 
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 どのコースも八王子の歴史・文化・自然が

体験できる良い素材ばかりで、達成感が感じ

られそうである。これら個別となっている事

業を、街のトレールとして括り、広く発信し

ていくことが重要であると考える。また、中

心市街地のトレールとしては、個店グループ

のネットワーク化の延長線上に位置づけるこ

とができるが、点である店舗を線で結びつけ

たショッピングトレールやグルメトレールな

ど、世代やニーズに合わせた多様なコースを

用意したい。総括した街のトレッキングマッ

プの作成を併せて提案する。 
 

（３）街の頂上 
JR八王子駅北口の駅前通り（桑並木通り）

を北へ進むと、徒歩でも 10 分程で、浅川に
架かる浅川大橋にクロスする。街と川との接

点である。浅川大橋～暁橋、もしくは、浅川

大橋～大和田橋の浅川右岸の河川敷を中心市

街地の頂上となる公園（トレッキングパーク）

として整備することを提案する。 
 街と公園の組み合わせは、魅力的である。

相乗効果で活性化する。原宿の代々木公園、

吉祥寺の井の頭公園、立川の昭和記念公園な

ど次々と思い浮かべることができる。また、

河川敷の公園との組み合わせも多い。聖蹟桜

ヶ丘の一ノ宮公園や二子玉川の二子玉川緑地

などが、その代表である。 
 では、下流域である二子玉川や中流域の聖

蹟桜ヶ丘と異なり、上流域（急河川）と位置

付けられる浅川大橋を、実際にどのような公

園にすべきか？ 
その見本は身近にある。市役所前の浅川河

川敷広場がそれである。十分にイベントはで

きるし、リラックスできる。そして、ここに

も山の雰囲気を取り込むためと、夏の日差し

を和らげるために、高木を配置したい。欲を

言えば、川べりにおしゃれなオープンカフェ

でもあれば十二分である。 
河川敷へのカフェの設置については、河川

法等の高いハードルが予想できる。「海の家」

は良く知られているが、「川の家」はあまり聞

かない。「川の家特区」はいかがであろうか？

実現のあかつきには、市内の魅力あるお店に

出店を依頼したい。例えば、おいしいソーセ

ージやワインと浅川の自然をコラボレートさ

せたら、街からも足を延ばしたくたくなるだ

ろう。長い行列ができそうだ。 
トレッキングパークの活用としては、環境

フェスティバルなどの公共的イベントの開催

のほか、フリーマーケットや町会・商店会・

NPO などの公益的行事にも利用価値は高い

と思われる。また、空前のペットブームの今、

ドッグラン（注４）の整備なども検討したい。 
 

 
市役所前の浅川河川敷広場 

 

  

 

街歩きに少し疲れた

ら、川べりのオープン

カフェでひと休み（イ

メージ）。高尾の山に

沈む夕陽も楽しめそ

うだ。 

昭和記念公園のド

ッグランは、利用

者から大好評を得

ている。 

１８年春には、拡

張予定。 

オープンカフェとドッグランの整備例 

 
２．八王子シダーを新たな定番に 
 
杉（八王子シダー）をフューチャーする。 

シダー ［cedar］  
西洋杉．ヒマラヤスギ属の樹木の総称．  

 
八王子市の面積は 186.31ｋ㎡であるが、そ

の 42％が森林であり、その多くが杉を主とし
た人工林（注５）である。 
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しかしながら、杉は杉花粉と価格低迷の問

題により、ここ数年来、邪魔者扱いとなって

いる。夏の日照時間が長く、気温が高い方が、

春に飛ぶ杉花粉の量は多くなるため、この春

の杉花粉症は猛威をふるうと予想されている。

また、C. W. ニコル氏によると、長野県の例
では、樹齢 30 年の杉がダイコン一本より安い

値で取引されているとのことである。 

八王子市においても、林業の衰退により山

間部の森林の荒廃が進み、保全と活用による

森林再生が課題となっているのが現状である。

そのため、あえて杉を八王子の新たな定番と

し、「八王子シダー」と銘打つことにより、い

ちょう（市の木）や桑と同様に活用を図って

いきたい。 
 

（１）間伐材の利用 
定番としての杉の活用については、八王子

シダー材による木工工芸品の特産化やブラン

ド化など、新たな地場産業を育成するまでに

は時間が必要であると考えられるため、まず

は、八王子シダーの間伐材を使ったサイン・

ベンチ・ガードレールなどによりまちを演出

するなど、都市景観づくりに役立てると同時

に、間伐材の積極的な利用により、森林の保

全にも繋げていきたい。 
サインの例として、日の出町のハイキング

コースに設置されている町営「つるつる温泉」

の案内看板を紹介する。大きい文字部分はア

クリル象眼（はめ込み）で詳細部分はシルク

印刷されており、3 枚の木の表情をそのまま
生かせるデザインとなっている。付け加える

と、この看板は八王子市内の会社によって製

作されたものである。 
 

 

つるつる温泉の案内看板 

 
1800ｘ300ｘ25 杉材加工風景 

 
（２）杉の葉茶 
このほか、杉まんじゅうや杉だんごには、

少し無理があるものの、杉の葉茶は研究に値

しそうである。すでに数種類が商品化されて

いるが、その特徴をまとめてみると、昔から

杉の葉は健康茶として愛飲されている地域も

あるうえ、現在では、花粉症対策としても効

果があると言われている。また、中国の古い

医学書にも杉が登場し、鼻炎や気管支炎の治

療に使用されていたとのことであり、最近で

は、杉の葉には「テレピン油」が含まれてお

り、杉の抗原を体内に取り込むことで反応を

抑制するのではないかと考えられているとい

う。 
八王子特産「八王子シダー葉茶」は定番に

なりえるかもしれない。 
 
３．もうひとつの定番 
 
 最後に、2004年発売のトレッキングシュー
ズを紹介する。それは、ナイキ社が「高尾山

専用」として売り出した軽量トレールウォー

キングシューズ、その名も「ナイキ タカオ」

である。トレールでのハードな使用に耐えう

る素材をアッパーに採用し、トレールラン、

ライトハイキングにも使用可能なアウトドア

ライフ用ベーシックシューズとなっている。

ナイキ・ジャパンに問い合わせたところ、売

り上げも良好だという。全国のナイキストア

や専門店のほか、海外でも販売（海外では

“Takao Hiker”）されている。 
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Nike® Takao Hiker 

A great lightweight hiking shoe for those rocky 

trails. Lightweight polyurethane coated leather and 

textile upper with nylon webbing. Synthetic lining. 

Phylon midsole for cushioning. Internal shank for 

stability on uneven terrain. Padded collar and 

cushioned insole. Durable rubber sole. 

 
これが、今後も定番商品となるかは、売れ

行きやナイキ社の方針によるところであろう

が、国境を越えて「タカオ」という名の靴が

履かれていることを、八王子のもうひとつの

定番と位置付け、ナイキ社との提携によるイ

ベントの開催など、新たな資源としての活用

を図っていきたい。 
 

おわりに 
 
少し昔の八王子を想像してみた。まだ杉の

植林が行われていない父なる高尾の山々には、

雑木が四季折々に美しい姿を表し、その山々

から湧き出した泉は、沢となり川となり母な

る浅川に流れ込んでいる。川には幾つもの集

落があり、市と宿場でその中心となる街は賑

わっている。当然に、山と川と街は結びつい

ていた。 
今まさに、まちづくり交付金（注６）の採

択を受け、八王子のまちのリニューアルが始

まろうとしている。都市再生・森林再生とも

に課題は山積している。今回示した提案のい

くつかについて、その事業の一策として実現

されることを、次世代に引き継がれた少し未

来の八王子を想像しながら願うところである。 

 
ようこそ、全国、世界のみなさん、ますま

す豊かになる高尾の山々の自然を、生まれ変

わる八王子の街を存分にお楽しみください。

さあ、八王子をトレッキングしよう！ 
 

注 
１）「マチ」という発音の言葉を「まち」「街」

「町」の３種類に区分して使っている。「ま

ち」は、「まちづくり」「我がまち」という

言葉に代表されるように、都市や市の意味

で使用し、「街」は、「市街地」「街路」な

ど（部首のぎょうにんべんが示すとおり）

人が多く集まり住んでいる所の意味で使

用した。「町」については、「町会」「町ぐ

るみ」など地域を表す言葉と整理した。 
２）アウトドアシューズのひとつ。アウトドア

シューズと一口にいってもその目的・機能

は、現在かなり多岐にわたっている。その

中でウォーキングやトレッキング・ハイキ

ングなどに一番使われているのが、いわゆ

るトレッキングシューズ。 
３）「信州型木製ガードレール」開発事業は、

これまで利用されにくかった間伐材を積

極的に活用することにより、里山の保全を

目指すとともに、地球温暖化防止、循環型

社会構築及び新たな雇用の創出に寄与す

るとしている。 
４）犬の飼い主がマナーを守りながら、犬を飼

育していない人々から隔離されたスペー

スの中で引き綱をはずし、自由に運動させ

たり、遊ばせたりすることのできる場所・

施設。国営昭和記念公園では平成 15 年 5
月にオープンし、好評を得ている。 

５）杉の植林は戦後はじめられ 1970 年頃まで
行われた、国家的事業である。成長の遅い

広葉樹林を皆伐して針葉樹を植林し、建材

用に使うためであった。人件費が高騰して

からは国際競争力を失い、植林地は放置さ

れるようになり、間伐の問題も抱えている。

国もようやく 2001 年に森林・林業基本法
を改正し、人工林への広葉樹導入による混

交林化や複層状態への誘導など森林構成

の多様化に取り組んでいる。 
６）全国の都市の再生を効率的に推進すること

により、地域住民の生活の質の向上と地域
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経済の活性化を図ることを目的に、平成 16
年度から新しく創設された国土交通省の

制度で、市町村が作成した都市再生整備計

画に基づき実施される事業の費用に充当

するための交付金。 
 
参考文献 
・ 国土交通省 
（http://www.mlit.go.jp/index.html）のサイ
トより 

・ 長野県 
（ http://www.pref.nagano.jp/doboku/iji/mo

ku.htm）のサイトより 
・ 国営昭和記念公園 
（http://www.ktr.mlit.go.jp/showa/）のサイ
トより 

・ 「森の未来 - 国際社会の一員として、日本
人と日本企業の果たすべき役割 by C. W. 
ニコル」パタゴニア late fall 2004カタロ
グ 

・  (株)ハマダテクニカル 
（http://www.campus.ne.jp/~hamada/index

.html）のサイトより 
・ 美容コム 
（http://www.neteseven.com/biyou2/sugi/）
のサイトより 

・ (有)ノースウェブ 
（http://www.neteseven.com/biyou2/sugi/）
のサイトより 

・ ナイキ・ジャパン 
（http://www.nike.jp/acg/index2.html）のサ
イトより 

 
（くま つよし・財務部財政課主査） 
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●八王子の「顔」をつくる 

 
おわりに 

本研究の成果と課題 
都市政策研究会議委員／政策部会長  前 田 成 東

 

 

 
 
 
 
１．本研究の成果 

 

 「八王子の『顔』をつくる」というテーマ

を掲げた本研究は、ネオシニアという世代を

基軸に据え、産業振興、交通、生涯学習、観

光、農業振興、子育てなど様々な分野を通じ

て今後の可能性を模索してきた。 

本研究の成果としては、まず何よりもネオ

シニアという新しい世代のとらえ方を提示し

たことである。“高齢者”への転換点である

65 歳で世代を区切らず、その前後の年齢層を

包括して政策の主体・客体とした点である。

「ネオシニアが元気なまち」であり、「ネオシ

ニアにやさしいまち」であるという、新しい

まちの「顔」を提示することができた。 

また、ネオシニアという観点から様々な政

策領域を包括することによって、“世代的視点

からの総合計画”に多少なりとも接近できた。

近年、自治体では、基本構想、基本計画とい

う中核をなす総合計画とともに「分野別総合

計画」を策定する事例が増加しているが、本

研究も不十分な点があるとはいえ、そのよう

な試みとして位置づけることが可能であろう。 

 

２．共同研究としての課題  

 
冒頭の「はじめに」で述べたように、本研

究は共同研究の形式をとっているが、執筆に

ついては章ごとに委員、研究員がそれぞれの

責任で行っている。また、各章は論文形式で

執筆されている。ここに、本研究について今

後に残された課題を指摘することができる。 
第一に、各章の内容に重複が見られる点で

ある。この点については研究の方法に起因し

ている。本研究においては、ネオシニアとい

う共通の視点を設定しながらも、研究の進め

方は“分権的”であり、執筆者の問題関心を

最優先した後に内容の調整を行った。このた

め、視点は異なっていても重複部分が残った。 

第二に、第一とも関連するが、取り上げら

れていない政策領域が存在することである。

たとえば、危機管理（もう少し限定的にいえ

ば災害救助）などの領域は都市をめぐる重要

テーマであると同時にネオシニアという観点

からも欠かすことのできないものであった。

冒頭にも述べたように、この課題は研究の人

的、時間的制約に負うところが大きい。 
第三に、各章においては多様な提案がなさ

れているが、そのレベルの調整が必ずしも十

分でない点である。仮に自治体の政策体系を

「政策」－「施策」－「事業」のようにとら

える場合、各章でなされたそれぞれの提案が

どのレベルに該当するのか、調整が必要であ

ったと思われる。 
 

３．今後に向けて 
 
繰り返し述べているように、本研究は論文

形式で成果をとりまとめている。この成果を

今後、「提言」として、あるいは前述した「世

代的視点からの総合計画」に発展させること

によって、政策案としての位置づけが高まる

ことになろう。そのためには、上記の課題を

検討するとともに、政策提案の実現可能性を

精査すること、「ゆめおりプラン」をはじめと

する八王子市の諸計画との内容的な調整を図

ることなどが必要であろう。これらの課題を

クリアすることは同時に、ネオシニアが八王

子市の「顔」となることに近づくことを意味

するのである。 
 
参考文献 

・八王子市『八王子ゆめおりプラン』2003 年 
・打越綾子『自治体における企画と調整』日本

評論社、2004 年) 
 

（まえだ しげとう 

       ・東海大学政治経済学部教授） 
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